
初版第１刷該当箇所 初版第１刷中の記述 平成２１年改正後の記述

ⅲ頁・２４行目 ―

追加
課徴金府令　金融商品取引法第６章の２の規定による課
徴金に関する内閣府令（平成１７年内閣府令第１７号。平
成２６年内閣府令第７号による改正後のもの）

ⅳ頁・３行目 ―
追加
金販令　金融商品の販売等に関する法律施行令（平成１
２年政令第４８４号）

ⅷ頁・２６行目 （１１５）
（１１５）　　(17)　　商品関連市場デリバティブ取引等に係
るのみ行為の禁止

１３頁・９行目
＜１号＞　違反行為期間≪注≫中に自己の計算（法１
７３条５項）で行った売付け等（同条２項・６項）の数量
が買付け等（同条３項・７項）の数量を超える場合

＜１号＞　違反行為期間≪注１≫中に自己の計算（法１
７３条５項）で行った売付け等（同条２項）の数量が買付
け等（同条３項）の数量を超える場合

１３頁・２２行目

＜４号＞　金融商品取引業者が，顧客又は投資運用
業の権利者（法４２条１項）の計算において，違反行為
の開始時から違反行為後１ヵ月間に有価証券の売付
け等又は買付け等をした場合

その売付け等又は買付け等の手数料，報酬その他対
価の額

＜４号＞　自己以外の者の計算において，違反行為の
開始時から違反行為後１ヵ月間に有価証券の売付け等
又は買付け等をした場合

イ　運用対象財産≪注２≫の運用として有価証券の売付
け等又は買付け等を行った者・・・・・・有価証券の売付け
等又は買付け等をした日の属する月の売付け等又は買
付け等の効果が帰属する運用対象財産の月額運用報
酬（課徴金府令１条の１０第１・２項）×３
ロ　イ以外の者・・・・・・有価証券の売付け等又は買付け
等に係る手数料，報酬その他の対価の額（同条３項）

１３頁・２６行目 ≪注≫ ≪注１≫

１３頁・２７行目 ―

追加
≪注２≫　法２８条４項各号に掲げる行為のいずれかを
業として行う者が法４２条１項に規定する権利者のため
運用を行う金銭その他の財産をいいます。

１４頁・１４行目 法２条２１項２号，４号，５号 法２条２１項２号，４号から５号

１５頁・７行目 法２条２１項４号，５号 法２条２１項４号から５号

２０頁・１８行目
＜１号＞　違反行為期間に自己の計算において行っ
た売付け等（法１７４条２項・６項）の数量が買付け等
（同条３項・７項）の数量を超える場合

＜１号＞　違反行為期間に自己の計算で行った売付け
等（法１７４条２項）の数量が買付け等（同条３項）の数量
を超える場合

２０頁・２２行目
＜２号＞　違反行為期間に自己の計算において行っ
た買付け等の数量が売付け等の数量を超える場合

＜２号＞　違反行為期間に自己の計算で行った買付け
等の数量が売付け等の数量を超える場合

２１頁・３行目

＜４号＞　金融商品取引業者が，顧客又は投資運用
業の権利者の計算において，違反行為の開始時から
違反行為後１ヵ月間に，違反行為又は有価証券の売
付け等若しくは買付け等をした場合

その違反行為又は売付け等若しくは買付け等の手数
料，報酬その他対価の額

＜４号＞　自己以外の者の計算において，違反行為の
開始時から違反行為後１ヵ月間に，違反行為又は有価
証券の売付け等若しくは買付け等をした場合

イ　運用対象財産の運用として違反行為又は有価証券
の売付け等若しくは買付け等を行った者・・・・・・違反行
為又は有価証券の売付け等若しくは買付け等をした日
の属する月のそれらの取引の効果が帰属する運用対象
財産の月額運用報酬（課徴金府令１条の１３第１・２項）
×３
ロ　イ以外の者・・・・・・違反行為又は有価証券の売付け
等若しくは買付け等に係る手数料，報酬その他の対価の
額（同条３項）

２１頁・１０行目
自己の計算による売付け等（法１７４条の２第２項・７
項）の価額

自己の計算による売付け等（法１７４条の２第２項）の価
額

拙著「一般投資家にもよくわかる金融商品取引法―平成２０年改正対応」（２００８年８月２９日初版第１刷発行。発行所株式会
社青林書院）について
　
平成２１年法律第５８号，平成２２年法律第３２号，平成２３年法律第４９号，平成２４年法律第８６号，平成２５年法律第４５号，
平成２６年法律第４４号，平成２７年法律第３２号，平成２９年法律第３７号及び政令，府令の改正を合わせ，記載内容に変更を
生じましたので，補正表を作成しました。
なお，補正表は著者において発見した初版第１刷の補充・誤記等の訂正も含まれております。 　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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同 自己の計算による買付け等（同条３項・８項）の価額 自己の計算による買付け等（同条３項）の価額

２２頁・３行目

ニ　金融商品取引業者が，顧客又は投資運用業の権
利者の計算において，違反行為の開始時から違反行
為後１ヵ月間に，違反行為又は有価証券の売付け等
若しくは買付け等をした場合

その違反行為又は売付け等若しくは買付け等の手数
料，報酬その他対価の額

ニ　自己以外の者の計算において，違反行為の開始時
から違反行為後１ヵ月間に，違反行為又は有価証券の
売付け等若しくは買付け等をした場合

（１）　運用対象財産の運用として違反行為又は有価証
券の売付け等若しくは買付け等を行った者・・・・・・違反
行為又は有価証券の売付け等若しくは買付け等をした
日の属する月のそれらの取引の効果が帰属する運用対
象財産の月額運用報酬（課徴金府令１条の１６第１・２
項）×３
（２）　（１）以外の者・・・・・・違反行為又は有価証券の売
付け等若しくは買付け等に係る手数料，報酬その他の対
価の額（同条３項）

２２頁・１５行目
イ　違反行為開始時の売付等数量（法１７４条の３第５
項・８項）が買付等数量（同条６項・９項）を超える場合

イ　違反行為開始時の売付等数量（法１７４条の３第５
項）が買付等数量（同条６項）を超える場合

２２頁・２４行目

ニ　金融商品取引業者が，顧客又は投資運用業の権
利者の計算において，違反行為の開始時から違反行
為後１ヵ月間に，違反行為又は有価証券の売付け等
若しくは買付け等をした場合

その違反行為又は売付け等若しくは買付け等の手数
料，報酬その他対価の額

ニ　自己以外の者の計算において，違反行為の開始時
から違反行為後１ヵ月間に，違反行為又は有価証券の
売付け等若しくは買付け等をした場合

（１）　運用対象財産の運用として違反行為又は有価証
券の売付け等若しくは買付け等を行った者・・・・・・違反
行為又は有価証券の売付け等若しくは買付け等をした
日の属する月のそれらの取引の効果が帰属する運用対
象財産の月額運用報酬（課徴金府令１条の１９第１・２
項）×３
（２）　（１）以外の者・・・・・・違反行為又は有価証券の売
付け等若しくは買付け等に係る手数料，報酬その他の対
価の額（同条３項）

２６頁・２７行目
＜１号＞　上場会社等（親会社及び子会社を含む。以
上同じ）

＜１号＞　上場会社等（親会社及び子会社を含む。以下
＜５号＞まで同じ）

２８頁・２行目
２号，４号に掲げる者であって法人であるものの他の
役員等（２号，４号に掲げる者が２号，４号に定めると
きに知った場合に限る）

２号，２号の２，４号に掲げる者であって法人であるもの
の他の役員等（２号，２号の２，４号に掲げる者の役員等
が２号，２号の２，４号に定めるとことにより知った場合に
限る）

２９頁・１行目
金商令２７条の２に定められたものです（法１６３条１
項）。

金商令２７条の２に定められたものの発行者です（法１６
３条１項）。

２９頁・２６行目

右決定をしたというためには右機関において株式の発
行の意図として行ったことを要するが，当該株式の発
行が確実に実行されるとの予測が成り立つことは要し
ない。

右決定をしたというためには右機関において株式の発行
の実現を意図して行ったことを要するが，当該株式の発
行が確実に実行されるとの予測が成り立つことは要しな
い

３０頁・２５行目

（イ）上場会社等又はその子会社が重要事実を２つ以
上の報道機関に公開し，１２時間を経過したこと（金商
令３０条１項１号・２項），（ロ）上場会社等が重要事実
を金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会に
通知し，それが金融商品取引所又は認可金融商品取
引業協会のホームページに掲載されたとき（金商令３
０条１項２号，取引府令５６条），（ハ）重要事実が記載
された（ⅰ）有価証券届出書，添付書類，これらの訂
正届出書（法５条１項・６項・４項）

（イ）上場会社等又はその子会社が重要事実等（法１６６
条４項各号の事項）を２つ以上の報道機関に公開し，１２
時間を経過したこと（金商令３０条１項１号・２項），（ロ）上
場会社等が重要事実等を金融商品取引所又は認可金
融商品取引業協会に通知し，それがＴＤＮＥＴに掲示され
たとき（金商令３０条１項２号，取引府令５６条），（ハ）上
場会社等で特定投資家向け有価証券の発行者が，重要
事実等を金融商品取引所又は認可金融商品取引業協
会に通知し，それがＴＤＮＥＴに英語で掲示されたとき（金
商令３０条１項３号イ），（ニ）重要事実等が記載された
（ⅰ）有価証券届出書，添付書類，これらの訂正届出書
（法５条１項・１０項・４項）

３１頁・１６行目
「売買その他有償の譲渡若しくは譲受け又はデリバ
ティブ取引」ですが，要は「有償」の取引です。金商法
により，

「売買その他有償の譲渡若しくは譲受け，合併若しくは
分割による承継（合併又は分割により承継させ，又は承
継することをいう。）又はデリバティブ取引」です。
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３２頁・６行目 ―

追加
＜８号＞　合併等（合併，分割又は事業の全部又は一部
の譲渡・譲受け）による承継〔重要事実の存在する特定
有価証券等の帳簿価額が承継資産の帳簿価額の２０％
未満の場合＝取引府令５８条の２〕
＜９号＞　重要事実を知る前に合併等の契約の内容に
ついての取締役会決議がなされた場合の契約による承
継
＜１０号＞　新設分割（共同新設分割を除く）による承継
＜１１号＞　合併等又は株式交換の対価としての自己株
式等の交付の場合

３２頁・６行目 ＜８号＞ ＜１２号＞

３２頁・７行目 ①から⑫の場合 ①から⑬の場合（取引府令５９条）

３３頁・４行目
⑫　重要事実を知る前に，発行者の同意を得た計画
又は公表措置に準じ公開された計画に基づき，特定
有価証券の売出しを行う場合

⑫　重要事実を知る前に，発行者の同意を得た計画又
は公表措置に準じ公開された計画に基づき，特定有価
証券の売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等を行う
場合

３３頁・６行目 ―

追加
⑬　重要事実を知る前に公表措置に準じて公開され又は
公衆縦覧に供された取得条項付の新株予約権無償割当
て又は新投資口予約権無償割当てにかかる計画に基づ
き発行者が行う次のイ，ロの行為
イ　計画で定められた取得の期日又は取得期限の１０日
前から期限までの間の取得
ロ　計画で定められた売付けの期日又は売付期限の１０
日前から期限までの間の売付け

３３頁・１６行目 自己の計算において売付け等をした 自己の計算で売付け等をした

３３頁・２０行目 自己の計算において買付け等をした 自己の計算で買付け等をした

３３頁・２３行目 -(売付け等の価格×売付け等の数量) -(買付け等の価格×買付け等の数量)

３３頁・２４行目

＜３号＞　金融商品取引業者等が，顧客又は投資運
用業の権利者の計算において売買等した場合

その売買等の手数料，報酬その他対価の額

＜３号＞　自己以外の者の計算において売買等した場
合

イ　運用対象財産（法１７３条１項４号イ）の運用として売
買等を行った者・・・・・・売買等をした日の属する月の売
買等の効果が帰属する運用対象財産の月額運用報酬
（課徴金府令１条の２１第１・２項）×３
ロ　イ以外の者・・・・・・売買等に係る手数料，報酬その
他の対価の額（同条３項）

３３頁・２７行目 上場会社等の計算において行われた 上場会社等の計算で行われた

３６頁２７行目 ―

追加
＜５号＞　公開買付け（法２７条の２２の２第１項による公
開買付けを除く）の対象の上場等株券等の発行者（その
役員を含む）
→公開買付者等からの伝達により知ったとき（役員等で
はその者の職務に関し公開買付者等からの伝達によっ
て知ったとき）

３６頁２７行目

＜５号＞　２号，４号に掲げる者であって法人であるも
のの他の役員等（２号，４号に掲げる者が２号，４号に
定めるときに知った場合に限る）
→他の役員等の職務に関し知ったとき

＜６号＞　２号，４号，５号に掲げる者であって法人であ
るものの他の役員等（２号，４号，５号に掲げる者の役員
等が２号，４号，５号に定めるときに知った場合に限る）
→他の役員等の職務に関し知ったとき

３７頁・１行目 公開買付者等関係者でなくなった後１年以内の者 公開買付者等関係者でなくなった後６ヵ月以内の者

３７頁・５行目 （法１６６条３項前段） （法１６７条３項前段）

３７頁・２６行目 網羅的に規定しています。取引府令６０条６号・

網羅的に規定しています。金商令３３条の３第２号・４号・
６号，３３条の４第２号・４号・６号は合併又は分割による
承継が含まれることを明定しています。取引府令６０条６
号・
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追加
②　上場会社等が公開買付者等となる場合に，上場会
社等又はその資産運用会社が公開買付け等事実を金融
商品取引所に通知し，それがＴＤＮＥＴに日本語で掲示さ
れたとき（金商令３０条１項２号）
③　上場会社等で，その発行する上場株券等がすべて
特定投資家向け有価証券である会社が，自己株式取得
のための公開買付け等事実を金融商品取引所に通知
し，それがＴＤＮＥＴに英語で掲示されたとき（金商令３０
条１項３号ロ）
④　上場会社等で，その発行する上場等株券等がすべ
て特定投資家向け有価証券である会社が，発行者以外
の者による公開買付け又は株券等の買集めの公開買付
け等事実を金融商品取引所に通知し，それがＴＤＮＥＴに
英語で掲示されたとき（金商令３０条１項３号ハ）
⑤　公開買付け等の対象会社又は公開買付者等の上場
会社等である親会社が，公開買付者等の要請に基づい
て，公開買付け等事実を金融商品取引所に通知し，それ
がＴＤＮＥＴに日本語で掲示されたとき（金商令３０条１項
４号）
⑥　公開買付け等の対象会社の発行する株券のすべて
が特定投資家向け有価証券の発行者である場合に，発
行者又は公開買付者等の上場会社である親会社が，公
開買付者等の要請に基づいて，公開買付け等事実を金
融商品取引所に通知し，それがＴＤＮＥＴに英語で掲示さ
れたとき（金商令３０条１項５号）

３８頁・６行目 ③　公開買付け等事実について ⑦　公開買付け等事実について

３８頁・２６行目 ―

追加
＜８号＞　特定公開買付者等関係者（法１６７条１項各号
の定めるところにより公開買付け等実施に関する事実を
知った公開買付者等関係者）から公開買付け等実施に
関する事実の伝達を受けた者が，次のイ，ロ，ハを明示
する公開買付開始公告（法２７条の３第１項）を行い，か
つ，次のイ，ロ，ハを記載した公開買付届出書の公衆縦
覧（法２７条の１４第１項）の後に行う買付け等
イ　伝達を行った者の氏名・名称
ロ　伝達を受けた時期
ハ　取引府令６２条の２第１号から３号に掲げる事項
＜９号＞　①特定公開買付者等関係者（法１６７条１項１
号の者を除く）又は②特定公開買付者等関係者から公
開買付け等の実施に関する事実の伝達を受けた者が，
①では公開買付け等の実施に関する事実を知った日か
ら②では伝達を受けた日から６ヵ月経過後の買付け等
＜１０号＞　合併等による承継（株券等の帳簿価額が承
継資産の２０％未満の場合＝取引府令５８条の２）
＜１１号＞　公開買付け等事実を知る前に合併等の契約
の内容についての取締役会決議がなされた場合の契約
による承継
＜１２号＞　新設分割（共同新設分割を除く）による承継
＜１３号＞　合併等又は株式交換の対価としての自己株
式等の交付の場合

３８頁・２６行目 ＜８号＞ ＜１４号＞

３８頁・２８行目 ①から⑫の場合 ①から⑬の場合（取引府令６３条）

３９頁・２７行目 ―

追加
⑬　公開買付け等事実を知る前に公表措置に準じて公
開され又は公衆縦覧に供された取得条項付の新株予約
権無償割当て又は新投資口予約権無償割当てにかかる
計画に基づき発行者が行う次のイ，ロの行為
イ　計画で定められた取得の期日又は取得期限の１０日
前から期限までの間の取得
ロ　計画で定められた売付けの期日又は売付期限の１０
日前から期限までの間の売付け

３９頁・２４行目
⑫　公開買付け等事実を知る前に，発行者の同意を
得た計画又は公表措置に準じ公開された計画に基づ
き，上場株券等の売出しを行う場合

⑫　公開買付け等事実を知る前に，発行者の同意を得た
計画又は公表措置に準じ公開された計画に基づき，上
場株券等の売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等を
行う場合

３８頁・３行目 ―
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４０頁・１４行目

＜３号＞　金融商品取引業者等が，金融商品取引業
の顧客又は投資運用業の権利者の計算において買
付け等又は売付け等した場合

その買付け等又は売付け等の手数料，報酬その他対
価の額

＜３号＞　自己以外の者の計算において，買付け等又は
売付け等をした場合

イ　運用対象財産（法１７３条１項４号イ）の運用として買
付け等又は売付け等を行った者・・・・・・買付け等又は売
付け等をした日の属する月の買付け等又は売付け等の
効果が帰属する運用対象財産の月額運用報酬（課徴金
府令１条の２１第４・５項）×３
ロ　イ以外の者・・・・・・買付け等又は売付け等に係る手
数料，報酬その他の対価の額（同条６項）

４０頁・１７行目 （法１６７条の２） （法１６７条の３）

４１頁・４行目 市場デリバティブ取引を行う
市場デリバティブ取引（商品関連市場デリバティブ取引
のみを行うものを除く）を行う

４２頁・１４行目

（a）　「特定投資家向け売付け勧誘等」とは，均一の条
件で多数の者を相手方として行う場合として政令で定
める場合に該当する第１項有価証券にかかる売付け
勧誘で，法２条４項１号イからハの要件のすべてに該
当するものです（法２条６項）。

（a）　「特定投資家向け売付け勧誘等」とは，第１項有価
証券にかかる売付け勧誘等（既に発行された有価証券
の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘。定
義府令９条１号から６号に定める取得類似行為と同府令
１３条の２各号に定めるものを除く。）であって，法２条４
項２号ロに掲げる，特定投資家のみを相手方として行う
場合であって，次の（ⅰ）（ⅱ）の両者の要件をみたすと
き。
（ⅰ）　売付け勧誘等の相手方が国，日本銀行及び適格
機関投資家以外の者である場合には，金融商品取引業
者等が顧客からの委託により又は自己のために売付け
勧誘等を行うこと
（ⅱ）　その有価証券がその取得者から特定投資家等以
外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして金商令１
条の８の２，定義府令１３条の５で定める場合

４２頁・２５行目 ―

追加
＜３号＞　新株予約権証券（定義府令１４条の２第１項に
定める有価証券を含む）を取得した者がその新株予約権
の全部又は一部につき新株予約権を行使しないときに，
その新株予約権に係る新株予約権証券を取得して自己
又は第三者がその新株予約権（同条２項に定める権利
を含む）を行使することを内容とする契約をすること

４７頁・１８行目 （法１９４条の７第１項・６項，金商令３９条２項１号）
（法１９４条の７第１項・６項，金商令３９条２項１号，開示
府令２０条１項・２項）

４７頁・２１行目 100%子会社 完全子会社・完全孫会社

４８頁・８行目

＜４号＞　有価証券発行勧誘等が，（イ）５０名以上の
者を相手方として勧誘を行った場合（法２条３項１号の
多人数向け勧誘）において，その相手方から除かれた
適格機関投資家が取得した有価証券，（ロ）適格機関
投資家のみを相手方として勧誘を行った場合（法２条
３項２号イのプロ私募）に該当するものであった有価証
券，（ハ）組織再編成対象会社株主等が適格機関投
資家のみである場合にその有価証券が適格機関投資
家以外に譲渡されるおそれが少ないとされた（法２条
の２第４項２号イ）場合の有価証券の売出しで，適格
機関投資家のみを相手方とするもの≪注３≫

＜４号＞ 外国で既に発行された有価証券又はこれに準
ずるものとして金商令２条の１２の２で定める有価証券の
金融商品取引業者等が行う売出しで，国内においてその
有価証券の売買価格に関する情報を容易に取得できる
など金商令２条の１２の３で定める要件を満たすもの（外
国証券売出し［法27条の32の2第1項］）

４８頁・１７行目 開示府令２条３項 開示府令２条４項

同 ≪注４≫ ≪注３≫

４８頁・３０行目

≪注３≫「有価証券発行勧誘等」とは，取得勧誘（法２
条３項）及び組織再編成発行手続をいいます。
４号は，適格機関投資家が行う適格機関投資家のみ
を相手方とする売出しでは，有価証券届出書の提出
を義務づけ開示を求める必要はないとの考えに基づく
ものです。

削除

４９頁・１行目 ≪注４≫ ≪注３≫

４９頁・２行目 開示府令２条３項１号から８号 開示府令２条４項１号から８号
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４９頁・４行目－１３行目

（ｂ）適格機関投資家取得有価証券一般勧誘
有価証券発行勧誘等が，（イ）法２条３項１号の多人数
向け勧誘を行った場合において，その相手方から除
かれた適格機関投資家が取得した有価証券，（ロ）法
２条３項２号イのプロ私募に該当するものであった有
価証券，（ハ）法２条の２第４項２号イの，組織再編成
対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合
に組織再編成発行手続の有価証券がその取得者か
ら適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少
ないものとされた有価証券，の有価証券交付勧誘で，
適格機関投資家が適格機関投資家以外の者に対し
て行うもの（適格機関投資家取得有価証券一般勧誘）
は，発行者により有価証券届出書が提出されている
必要があります（法４条２項・５条１項）。

（ｂ）適格機関投資家取得有価証券一般勧誘
有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等が，（イ）
法２条３項２号イの適格機関投資家私募，（ロ）法２条３
項１号の規定により取得勧誘の相手方の数から適格機
関投資家の数を除くことにより同項２号ハの少人数私募
に該当することになった場合，（ハ）法２条４項２号イの適
格機関投資家私売出し，（ニ）法２条４項１号の規定によ
り売付け勧誘等の相手方の数から適格機関投資家の数
を除くことにより同項２号ハの少人数私売出しに該当す
ることとなった場合，（ホ）法２条の２第４項２号イに該当し
て特定組織再編成発行手続とならなかった場合，（ヘ）法
２条の２第５項２号イに該当して特定組織再編成交付手
続とならなかった場合，の各対象となった有価証券
［（ロ），（ハ）の場合は適格機関投資家が取得した有価
証券に限る］の有価証券交付勧誘等で，適格機関投資
家が適格機関投資家以外の者に対して行うもの（適格機
関投資家取得有価証券一般勧誘）は，発行者により有価
証券届出書が提出されている必要があります（法４条２
項・５条１項）。

４９頁・１４行目

ただし，①その有価証券に関して開示が行われている
場合，②勧誘がその有価証券の株式会社に対して行
われる場合（開示府令２条の４）は，提出の必要はあり
ません。

ただし，その有価証券に関して開示が行われている場合
及び開示府令２条の４で定める場合は，提出の必要はあ
りません。
「有価証券発行勧誘等」とは，取得勧誘（法２条３項及び
組織再編成発行手続をいいます。

４９頁・３０行目 同一の種類 同一の種類（開示府令２条の８）

同
（ニ）特定上場有価証券（法２条３３項）及びこれに準
ずる政令で定める有価証券です。

（ニ）特定上場有価証券（法２条３３項），特定店頭売買有
価証券及びこれらであった有価証券です（金商令２条の
１２の４第３項）。

５０頁・３行目 政令 金商令２条の１２の２第１項

５０頁・５行目 有価証券交付勧誘その他政令 有価証券交付勧誘，金商令２条の１２の４第２項

５０頁・７行目

②　その特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関し
て届出が行われなくても公益又は投資家保護に欠け
ることがないとして内閣府令で定める場合は，提出の
必要はありません（法４条３項）。

②　その特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関して
届出が行われなくても公益又は投資家保護に欠けること
がない開示府令２条の７で定める場合は，提出の必要は
ありません（法４条３項）。

５１頁・２１行目 売出カバーワラント 売出カバードワラント

５１頁・２２行目 (6)　売出預託証券 (6)　売出預託証券及び売出有価証券信託受益証券

５１頁・２４行目 ―

追加
第３　第三者割当の場合の特記事項
　１　割当予定先の状況
　２　株券等の譲渡制限
　３　発行条件に関する事項
　４　大規模な第三者割当に関する事項
　５　第三者割当後の大株主の状況
　６　大規模な第三者割当の必要性
　７　株式併合等の予定の有無及び内容
　８　その他参考になる事項

５１頁・２４行目 第３　その他の記載事項 第４　その他の記載事項

５１頁・末行から
５２頁・６行目

１　業績等の概要
２　生産，受注及び販売の状況
３　対処すべき課題
４　事業等のリスク
５　経営上の重要な契約等
６　研究開発活動
７　財政状態及び経営成績の分析

１　経営方針，経営環境及び対処すべき課題等
２　事業等のリスク
３　経営者による財政状態，経営成績及びキャッシュ・フ
ローの状況の分析
４　経営上の重要な契約等
５　研究開発活動
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５２頁・１６行目

⑵　新株予約権等の状況
⑶　ライツプランの内容
⑷　発行済株式総数，資本金等の推移
⑸　所有者別状況
⑹　大株主の状況
⑺　議決権の状況
　①　発行済株式
　②　自己株式等
⑻　ストックオプション制度の内容

⑵　新株予約権等の状況
　①　ストックオプション制度の内容
　②　ライツプランの内容
　③　その他新株予約権等の内容
⑶　発行済株式総数，資本金等の推移
⑷　所有者別状況
⑸　大株主の状況
⑹　議決権の状況
　①　発行済株式
　②　自己株式等
⑺　従業員株式所有制度の内容

５２頁・３２行目から
５３頁・３行目

４　株価の推移
　⑴　最近５年間の事業年度別最高・最低株価
　⑵　最近６月間の月別最高・最低株価
５　役員の状況
６　コーポレート・ガバナンスの状況

４　コーポレート・ガバナンスの状況等
　⑴　コーポレート・ガバナンスの概要
　⑵　役員の状況
　⑶　監査の状況
　⑷　役員の報酬等
　⑸　株式の保有状況

５３頁・８行目 ②　連結損益計算書
②　連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結
損益及び包括利益計算書

５４頁・２２行目

募集価額又は発行価額の総額が５億円未満で，有価
証券報告書・有価証券届出書・四半期報告書・半期報
告書の提出会社でない者は，企業情報の記載のない
有価証券報告書を提出できます

発行価額又は売出価額の総額が５億円未満の場合は
（有価証券報告書提出会社や過去に少額募集の特例を
受けない有価証券届出書・有価証券報告書・四半期報
告書・半期報告書を提出した者を除く），企業情報のうち
企業集団について記載のない有価証券届出書を提出で
きます

５４頁・３０行目 開示府令９条の３）。 開示府令９条の３，第２号様式の２記載上の注意（２））。

５５頁・２行目 開示府令９条の４第５項１号から３号 開示府令９条の４第５項１号から４号

５７頁・１５行目 発行 発行予定額（または発行残高の上限）

５７頁・２４行目 ９条の４第５項１号から３号のいずれか ９条の４第５項１号から４号のいずれか

５８頁・６行目

次の１号から４号の有価証券の発行会社は，事業年
度ごとにその事業年度経過後３ヵ月以内に内閣総理
大臣（法１９４条の７条１項・６項，金商令３９条２項１
号）に有価証券報告書を提出しなければなりません≪
注≫

次の１号から４号の有価証券の発行会社は，事業年度ご
とにその事業年度経過後３ヵ月以内に≪注１≫内閣総理
大臣（法１９４条の７第１項・６項，金商令３９条２項１号，
開示府令２０条１項・２項）に有価証券報告書を提出しな
ければなりません≪注２≫

５８頁・１０行目 ＜２号＞　店頭売買有価証券（金商令３条）
＜２号＞　店頭売買有価証券［金商令３条］（特定店頭売
買有価証券を除く）

５８頁・１３行目

＜４号＞　その事業年度又はその前４年以内に開始し
た事業年度のいずれかの末日において，所有者が５
００名以上（金商令３条の６第３項）の株券，株券の有
価証券信託受益証券及び株券の預託証券，又はその
事業年度の末日において所有者が５００名以上である
有価証券投資事業権利等（法３条３号）（金商令３条の
６第２項・３項）

＜４号＞　その事業年度又はその前４年以内に開始した
事業年度のいずれかの末日において，所有者が１０００
名以上（金商令３条の６第４項）の株券，株券の有価証券
信託受益証券及び株券の預託証券（金商令３条の６第３
項）

５８頁・１８行目 ―
追加
≪注１≫　やむを得ない理由あるときは，内閣総理大臣
の承認により期間延長可能です（開示府令１５条の２）

同 ≪注≫ ≪注２≫

５８頁・１９行目 特定有価証券開示府令２４条・２５条 特定有価証券開示府令２４条の２・２５条

５９頁・８行目

１　業績等の概要
２　生産，受注及び販売の状況
３　対処すべき課題
４　事業等のリスク
５　経営上の重要な契約等
６　研究開発活動
７　財政状態及び経営成績の分析

１　経営方針，経営環境及び対処すべき課題等
２　事業等のリスク
３　経営者による財政状態，経営成績及びキャッシュ・フ
ローの状況の分析
４　経営上の重要な契約等
５　研究開発活動

５９頁・２４行目
⑵　新株予約権等の状況
⑶　ライツプランの内容

⑵　新株予約権等の状況
　①　ストックオプション制度の内容
　②　ライツプランの内容
　③　その他新株予約権等の内容
(3)　行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行
使状況等
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５９頁・３２行目 (8)　ストックオプション制度の内容 ⑻　役員・従業員株式所有制度の内容

６０頁・７行目

４　株価の推移
　⑴　最近５年間の事業年度別最高・最低株価
　⑵　最近６月間の月別最高・最低株価
５　役員の状況
６　コーポレート・ガバナンスの状況

４　コーポレート・ガバナンスの状況等
　⑴　コーポレート・ガバナンスの概要
　⑵　役員の状況
　⑶　監査の状況
　⑷　役員の報酬等
　⑸　株式の保有状況

６０頁・１６行目 ②　連結損益計算書
②　連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結
損益及び包括利益計算書

６３頁・１４行目 重要な欠陥 開示すべき重要な不備

６３頁・１５行目 重要な欠陥 開示すべき重要な不備

６３頁・３１行目 （法１９４条の７第１項・６項，金商令３９条２項１号）
（法１９４条の７第１項・６項，金商令３９条２項１号，開示
府令２０条１項・２項）

６４頁・１０行目
第１四半期・第３四半期は連結ベース，第２四半期は
連結ベース及び単体ベースでの記載が原則です≪注
≫。

連結ベースでの記載が原則です≪注≫。

６４頁・２４行目 （法１９４条の７第１項・６項，金商令３９条２項１号）
（法１９４条の７第１項・６項，金商令３９条２項１号，開示
府令２０条１項・２項）

６５頁・５行目 主務大臣の認可 行政庁の認可

６５頁・７行目
届出を要しないこととなる新株予約権証券の取得勧誘
又は売付け勧誘等のうち

届出を要しないこととなる株券又は新株予約権証券の取
得勧誘又は売付け勧誘等のうち

６５頁・１０行目 （開示府令１９条７項） （開示府令１９条10項）

６５頁・１２行目 ―

追加
＜４号の２＞　特別支配株主からの株式等売渡請求の
通知又はその承認の決定
＜４号の３＞　全部取得条項付種類株式の全部の取得
を目的とする株主総会の招集の決定
＜４号の４＞　株式の併合を目的とする株主総会の招集
の決定

６５頁・１５行目
＜６号の２＞　提出会社が完全親会社となる株式交換
又は提出会社が完全子会社となる株式交換契約の締
結

＜６号の２＞　提出会社が完全親会社となる株式交換又
は提出会社が完全子会社となる株式交換の決定

６５頁・２２行目 ―
追加
＜８号の２＞　子会社取得の決定

６５頁・２３行目 ―
追加
＜９号の２＞　株主総会の決議における議決権の賛否の
数

６５頁・２３行目 ―

追加
＜９号の３＞　有価証券報告書を定時株主総会前に提
出した場合に，それに記載された決議事項が修正又は
否定されたとき

６５頁・２３行目 ＜９号の２＞　監査法人又は監査公認会計士の異動 ＜９号の４＞　監査法人又は監査公認会計士の異動

６５頁・２７行目
＜１２号＞　提出会社の財政状態及び経営成績に著
しい影響を与える事象が発生した場合

＜１２号＞　提出会社の財政状態，経営成績及びキャッ
シュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生し
た場合

６６頁・８行目 ―
追加
＜１６号の２＞　連結子会社による子会社の取得の決定

６６頁・１０行目
＜１９号＞　連結子会社の財政状態及び経営成績に
著しい影響を与える事象が発生した場合

＜１９号＞　連結会社の財政状態，経営成績及びキャッ
シュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生し
た場合

６６頁・１８行目 （法１９４条の７第１項・６項，金商令３９条２項１号）
（法１９４条の７第１項・６項，金商令３９条２項１号，開示
府令２０条１項・２項）
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６６頁・２９行目 ―

追加
平成２５年の金商法改正により，自己投資口など金商令
４条の３第２項各号の有価証券についても自己株券買付
状況報告書の提出が必要です。

６７頁・１８行目 （法１９４条の７第１項・６項，金商令３９条３項）
（法１９４条の７第１項・６項，金商令３９条３項，開示府令
２０条３項）

６７頁・２３行目 有価証券提出会社 有価証券報告書提出会社

６９頁・９行目 次の１号から５号 次の１号から６号

６９頁・１３行目 「著しく少数の者」
金商令６条の２第２項２号に定めるＰＴＳ取引，金融庁長
官が指定する外国金融商品市場における取引及び「著
しく少数の者」

７０頁・１行目 ―

追加
＜６号＞　次の金商令７条７項［１号］［２号］で定める株
券等の買付け等
［１号］　PTS取引（金商令６条の２第２項２号，法２条８項
１０号）及び金融庁長官が指定する外国金融商品市場に
おける取引（金商令６条の２第２項３号）による株券等の
買付け等であって，買付け等の後の株券等所有割合が
３分の１を超える場合

７０頁・１行目 ＜６号＞ ［２号］

７０頁・５行目 正確には次の１号から４号の有価証券 正確には次の１号から５号の有価証券

７０頁・１１行目 ［３号］投資証券等（金商令１条の４第１号）
［３号］投資証券等及び新投資口予約権証券等（金商令
１条の４第１号）

７２頁・図右欄 ②うち，市場外取引・特定売買による買付けによる ②うち，市場外取引・特定売買等による買付けによる

７２頁・図の下 ―

追加
≪注≫　②の５％は，公開買付けによるもの及び「適用
除外買付け等」（本頁（ｂ））による買付け数を含めないで
計算します。

７２頁・７行目 株券等の買付け等についても，公開買付け
株券等の買付け等を「適用除外買付け等」とし，公開買
付け

７３頁・２５行目 ―
追加
＜１６号＞株式等売渡請求（会１７９条の３第１項）による
株券等の買付け等

７５頁・１９行目 ―
追加
１　会社の場合

７５頁・１９行目 １　会社の概要 （１）　会社の概要

７５頁・２０行目 （１）　会社の沿革 ①　会社の沿革

７５頁・２１行目 （２）　会社の目的及び事業の内容 ②　会社の目的及び事業の内容

７５頁・２２行目 （３）　資本の額及び発行済株式の総数 ③　資本の額及び発行済株式の総数

７５頁・２３行目 （４）　大株主 ④　大株主

７５頁・２４行目 （５）　役員の職歴及び所有株式の数 ⑤　役員の職歴及び所有株式の数

７５頁・２５行目 ２　経理の状況 （２）　経理の状況
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７５頁・２６行目 ―

追加
　　　①　貸借対照表
　　　②　損益計算書
　　　③　株主資本等変動計算書
　（３）　継続開示会社たる公開買付者に関する事項
　　　①　公開買付者が提出した書類
　　　②　上記書類を閲覧に供している場所
２　会社以外の団体の場合
　（１）　団体の沿革
　（２）　団体の目的及び事業の内容
　（３）　団体の出資若しくは寄附これらに類するものの額
　（４）　役員の役名・職名・氏名（生年月日）及び職歴
３　個人の場合
　（１）　生年月日
　（２）　本籍地
　（３）　職歴
　（４）　破産手続開始の決定の有無

７５頁・２７行目 １　届出書提出日現在における株券等の所有状況 １　株券等の所有状況

７８頁・１８行目 （法１９４条の７第１項・６項，金商令４０条１号）
（法１９４条の７第１項・６項，金商令４０条１号，公開買付
府令２５条２項）

８１頁・１０行目 上場株券等については， 上場株券等（法２４条の６第１項）については，

８１頁・１３行目 金商令１４条の３の２）。発行者による
金商令１４条の３の２）。投資信託・投資法人法８０条の２
による自己の投資口の取得についても同様です（金商令
１４条の３の２第２項）。発行者による

８３頁・８行目 ＜３号＞投資証券等（金商令１条の４第１号）
＜３号＞投資証券等及び新投資口予約権証券等（金商
令１条の４第１号）

８３頁・１１行目 （c）　「株券等」とは，（c）に記載する （c）　「株券等」とは，次に記載する

８３頁・１９行目
＜３号＞　投資証券等
＜４号＞　外国の者の発行する証券又は証書で１号
から３号の有価証券の性質を有するもの

＜３号＞　外国の者の発行する証券又は証書で１号，２
号の有価証券の性質を有するもの
＜４号＞　投資証券等
＜５号＞　新投資口予約権証券等（金商令１条の４第２
号）

８５頁・１９行目 「株式数」から，大量保有府令
「株式数」から，自己株式（会社法１１３条４項）と大量保
有府令

８６頁・１１行目 株券等に関する最近６０日間の取得又は処分の状態 株券等に関する最近６０日間の取得又は処分の状況

８６頁・２８行目 （法１９４条の７第１項・６項，金商令４１条１項１号）
（法１９４条の７第１項・６項，金商令４１条１項１号，大量
保有府令１９条）

８７頁・９行目

株券保有割合が減少したことにより変更報告書を提
出する者で，株券保有割合が譲渡日の直近６０日の
最高株券保有割合の２分の１未満となり，その最高株
券保有割合から５％超を減少した場合には，その変更
報告書に，譲渡の相手方及びその対価を記載しなけ
ればなりません

株券保有割合が減少したことにより変更報告書を提出す
る者で，譲渡によって株券等保有割合が譲渡日の直近６
０日の最高株券等保有割合の２分の１未満となり，その
最高株券等保有割合から５％超を減少した場合には，そ
の変更報告書に，譲渡の相手方及びその対価を記載し
なければなりません

８７頁・２４行目 株券保有割合 株券等保有割合

８７頁・２５行目 （法１９４条の７第１項・６項，金商令４１条１項１号）
（法１９４条の７第１項・６項，金商令４１条１項１号，大量
保有府令１９条）

８９頁・２１行目 株券保有割合 株券等保有割合

８９頁・２４行目 株券保有割合 株券等保有割合
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９１頁・１１行目

特定金融商品取引業者等（法３６条３項）は，その特
定金融商品取引業者等又はその親金融機関等（同条
４項）若しくは子金融機関等（同条５項）が行う取引に
伴い，その金融商品取引業者等又はその子金融機関
等が行う金融商品関連業務にかかる顧客の利益が不
当に害されることがないよう，その金融商品関連業務
に関する情報を適正に管理し，かつ，その金融商品関
連業務の実施状況を適切に監視するための体制の整
備その他必要な措置を講じなければなりません（同条
２項）。

特定金融商品取引業者等（法３６条３項，金商令１５条の
２７）は，その特定金融商品取引業者等又はその親金融
機関等若しくは子金融機関等（法３６条４項・５項，金商
令１５条の２８）が行う取引に伴い，その金融商品取引業
者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務
（金商業等府令７０条の２）にかかる顧客の利益が不当
に害されることがないよう，金商業等府令７０条の３で定
めるところによりその金融商品関連業務に関する情報を
適正に管理し，かつ，その金融商品関連業務の実施状
況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措
置を講じなければなりません（法３６条２項）。

９５頁・９行目 ―

追加
［１５号］　指定紛争解決機関の商号又は名称（指定紛争
解決機関がない場合は，苦情処理措置及び紛争解決措
置の内容）

９５頁・２２行目

⑤　買付有価証券の売付け，自己募集した投資信託・
外国投資信託の受益証券の買取り，有価証券取引・
デリバティブ取引の反対売買，累積投資契約による買
付け又は定期的売付け，投資信託・外国投資信託又
は集団投資スキーム持分，外国集団投資スキーム持
分の収益金の同一銘柄への再投資，公社債投資信
託の売買又は解約

⑤　買付有価証券の売付け，公開買付者を相手方として
の対象有価証券の買付けの媒介又は代理，自己募集し
た投資信託・外国投資信託の受益証券の買取り，デリバ
ティブ取引の反対売買，累積投資契約による買付け又は
定期的売付け，投資信託・外国投資信託又は集団投資
スキーム持分，外国集団投資スキーム持分の収益金の
同一銘柄への再投資，公社債投資信託の売買又は解
約，有価証券の引受け，有価証券の発行者・所有者を顧
客とする有価証券の募集・売出し・私募又は特定投資家
向け売付け勧誘の取扱い

９７頁・１２行目

金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人
は，次の１号から６号に掲げる行為をしてはなりませ
ん（法３８条）。ただし，３号については，①継続的取引
にあたる顧客に店頭金融先物取引を勧誘する場合，
②外国貿易，外国為替取引の業務を行う法人に対し
て為替リスクをヘッジするための店頭金融先物取引を
勧誘する場合を除きます（同条但書，金商業等府令１
１６条）。

金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は，
次の１号から７号に掲げる行為をしてはなりません（法３
８条）。ただし，４号から６号にあっては，金商業等府令１
１６条１項，２項に掲げる行為を除きます。

９７頁・２９行目 ―

追加
＜３号＞　信用格付の説明
顧客に対し，信用格付業者以外の信用格付を行う者の
付与した信用格付（金商業等府令１１６条の２で定めるも
のを除く。）について，信用格付を付与した者が法６６条
の２７の登録を受けていない者である旨及び信用格付業
者の登録その他金商業等府令１１６条の３に定める事項
を告げることなく提供して，金融商品取引契約の締結の
勧誘をする行為

同 ＜３号＞ ＜４号＞

９７頁・３０行目
（金商令１６条の４第１項で定める店頭金融先物取引
に限る）

（金商令１６条の４第１項１号で定める店頭金融先物取引
及び同項２号で定める個人向け店頭デリバティブ取引全
般に限る）

９８頁・２行目 ＜４号＞ ＜５号＞

９８頁・３行目
（金商令１６条の４第２項で定める取引所金融先物取
引を含む金融先物取引に限る）

（金商令１６条の４第１項１号で定める店頭先物取引及び
同項２号で定める個人向け店頭デリバティブ取引全般並
びに２項１号で定める取引所金融先物取引，商品関連市
場デリバティブ取引及び同項２号で定める外国金融市場
の取引所金融先物取引に限る）

９８頁・７行目 ＜５号＞ ＜６号＞

９８頁・８行目
（金商令１６条の４第２項で定める取引所金融先物取
引を含む金融先物取引に限る）

（金商令１６条の４第１項１号で定める店頭先物取引及び
同項２号で定める個人向け店頭デリバティブ取引全般並
びに２項１号で定める取引所金融先物取引，商品関連市
場デリバティブ取引及び同項２号で定める外国金融市場
の取引所金融先物取引に限る）
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９８頁・１２行目 ―

追加
＜７号＞自己又は第三者の利益を図る目的をもって，特
定金融指標算出者（法１５６条の８５第１項）に対し，特定
金融指標の算出に関し正当な根拠を有しない算出基礎
情報（特定金融指標の算出者に提供される価格，指標，
数値その他の情報をいう。）を提供する行為

９８頁・１２行目 ＜６号＞ ＜８号＞

９８頁・１２行目 １号から２８号 １号から３３号

９８頁・１５行目 （契約締結時書面の記載事項） （契約締結前書面の記載事項）

９９頁・１４行目
金商令１６条の４第１項に規定する契約並びに同条２
項

金商令１６条の４第１項１号及び２項

９９頁・１８行目 ［８号］　法３８条３号 ［８号］　法３８条４号

９９頁・２２行目 ［９号］　法３８条５号 ［９号］　法３８条６号

１００頁・２８行目

［１４号］　有価証券の売買その他の取引又は有価証
券に係るデリバティブ取引若しくはその媒介，取次ぎ
若しくは代理につき，顧客に対して有価証券の発行者
の法人関係情報（金商業等府令１条４項１４号）を提供
して勧誘する行為

［１４号］　有価証券の売買その他の取引若しくは有価証
券に係るデリバティブ取引又はこれらの媒介，取次ぎ若
しくは代理につき，顧客に対して有価証券の発行者の法
人関係情報（金商業等府令１条４項１４号）を提供して勧
誘する行為
［１４号の２］　有価証券の売買その他の取引若しくは有
価証券に係るデリバティブ取引（売買等）又はこれらの媒
介，取次ぎ又は代理につき，有価証券の発行者の法人
関係情報について公表がされる前に売買等をさせること
により顧客に利益を得させ又は顧客の損失の発生を回
避させる目的をもって，顧客に対し売買等をすることを勧
めて勧誘する行為

１０１頁・３行目
［１５号］　新株・自己株式処分の引受者の募集（法１６
６条２項１号イ）

［１５号］　新株・自己株式処分・投資口の引受者の募集
（法１６６条２項１号イ，９号ロ）

１０２頁・１５行目 募集又は売出にかかる
募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しく
は特定投資家向け売付け勧誘等にかかる

１０３頁・９行目 ―

追加
［２４号の２］　金商令２６条の２の２第１項に規定する決
済措置（空売りにかかる有価証券の借入契約の締結な
ど）にかかる有価証券の調達先の確認をせずに，空売り
又はその空売りの委託の取次ぎを行う行為
［２４号の３］　あらかじめその有価証券を所有し，調達
し，又は調達するための措置を講ずることなく，決済措置
として有価証券の貸付けを約する行為
［２４号の４］　一般信用取引にかかる有価証券を所有
し，調達し，又は調達するための措置が講じられることな
く，その売付けを受託し，又はその売付けの委託の取次
ぎの申込みを受ける行為
［２４号の５］　預託を受けていない有価証券の売付けの
委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し，その
売付けにかかる有価証券の管理の方法の確認をするこ
となく，金融商品取引所若しくは認可金融商品取引業協
会又は金融商品取引所の会員等若しくは認可金融商品
取引業協会の会員に対してその有価証券の売付けが空
売りでないことを明らかにする行為

１０３頁・１４行目 店頭金融先物取引の 店頭デリバティブ取引又はその

１０３頁・１５行目 店頭金融先物取引 店頭デリバティブ取引
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１０３頁・１８行目 ―

追加
［２７号］　通貨関連デリバティブ取引（金商業等府令１２３
条１項２１号の２）にかかる契約を締結する時において顧
客が証拠金等預託先に預託した証拠金等の額に，その
通貨関連デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ず
ることとなる利益の額を加え，又は損失の額を減じた額
が約定時必要預託額（金商業等府令１１７条１７項）に不
足する場合に，その契約の締結後直ちに顧客に不足額
を預託させることなく，その契約を継続する行為
［２８号］　営業日ごとの一定の時刻における通貨関連デ
リバティブ取引にかかる証拠金等の実預託額が維持必
要預託額（金商業等府令１１７条１８項）に不足する場合
に，速やかにその顧客にその不足額を預託させることな
く，契約を継続する行為
［２９号］　有価証券関連店頭デリバティブ取引（同号イ，
ロ，ハ）にかかる契約を締結する時において，顧客が証
拠金等預託先に預託した証拠金等の額に，その有価証
券関連店頭デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生
ずることとなる利益の額を加え，又は損失の額を減じた
額が約定時必要預託額に不足する場合に，その契約の
締結後直ちに顧客にその不足額を預託させることなく，
その契約を継続する行為
［３０号］　営業日ごとの一定の時刻における有価証券関
連店頭デリバティブ取引にかかる証拠金等の実預託額
が維持必要預託額に不足する場合に，速やかにその顧
客にその不足額を預託させることなく，契約を継続する行
為

１０３頁・１８行目 ［２７号］ ［３１号］

１０３頁・１９行目 売出しをする自己の株式 処分する自己株式

１０３頁・２５行目 ［２８号］ ［３２号］
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追加
［３３号］　コミットメント型ライツ・オファリング（株主全員に
対する新株予約権無償割当て〔会社法２７７条〕で，権利
行使されなかった新株予約権について発行者が取得条
項に基づき取得した上で証券会社に売却し，その証券会
社が権利行使をして取得した株式を市場等で売却するス
キーム）のため法２条６項３号の有価証券の引受けを行
う場合において，次に掲げる行為を行うこと
イ　その新株予約権の行使の勧誘に関して，新株予約権
証券を取得した者に対し虚偽のことを告げる行為
ロ　その新株予約権証券を取得した者に対し，不確実な
事項について断定的判断を提供し，又は確実であると誤
解させるおそれのあることを告げて新株予約権の行使の
勧誘をする行為
［３４号］　投資運用業を行う金融商品取引業者等から投
資一任契約の締結の媒介の委託を受けている場合にお
いて，その旨及び金融商品取引業者等の商号又は名称
を顧客にあらかじめ明示しないで，次のイからニに掲げ
る行為を行うこと
イ　投資顧問契約の締結の勧誘をすること
ロ　顧客との投資顧問契約に基づき，その顧客がその金
融商品取引業者等と投資一任契約を締結する場合にそ
の金融商品取引業者が運用として行うこととなる取引に
係る助言をすること
ハ　投資一任契約の締結の媒介を行うことを内容とする
契約の締結の勧誘をすること
ニ　その金融商品取引業者等を相手方とする投資一任
契約の締結の媒介をすること

１０７頁・２０行目
＜４号＞　金融商品取引業協会又は認定投資家保護
団体のあっせんによる和解が成立している場合

＜４号＞　金融商品取引業協会若しくは認定投資家保護
団体のあっせん又は指定紛争解決機関の紛争解決手続
による和解が成立している場合

１０８頁・８行目 ―

追加
＜９号＞　「事故」による損失について，金融商品取引業
者等と顧客との間で顧客に対して支払をすることとなる
額が定まっている場合で，次のイ，ロの要件をすべて満
たす場合
イ　金融商品取引業者等が顧客に対して支払をすること
となる額が１０００万円を超えないこと（次のロの委員会
が司法書士である委員のみによって構成される場合は１
４０万円）
ロ　イの支払が「事故」による損失を補てんするために行
われることが，金融商品取引業協会の内部に設けられた
委員会（金融商品取引業協会により任命された複数の
委員〔「事故」に係る金融商品取引業者等及び顧客と特
別の利害関係のない弁護士又は司法書士である者に限
る〕により構成されるもの）において調査され，確認されて
いること

１０９頁・２８行目 １号から２５号 １号から２７号

１１２頁・１１行目 ―

追加
［１３号の２］　金融商品取引業者が適格投資家向け投資
運用業（法２９条の５）を行う場合において，権利者又は
権利者となろうとする者の属性の確認及び権利者の有
価証券の売買その他の取引の動向の把握その他の方
法により，適格投資家以外の者が権利者となることを防
止するための必要かつ適切な措置を講じていない状況

１１３頁・４行目 店頭金融先物取引 店頭デリバティブ取引

１１３頁・７行目 店頭金融先物取引 店頭デリバティブ取引

同 顧客 顧客（店頭金融先物取引以外では個人に限る）

―１０３頁・２７行目
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追加
［２１号の２］　顧客（個人）がその計算において行った通
貨関連デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずる
こととなる損失の額が，当該顧客との間であらかじめ約し
た計算方法により算出される額に達する場合に行うこと
とする決済（ロスカット取引）を行うための十分な管理体
制を整備していない状況
［２１号の３］　通貨関連デリバティブ取引について，ロス
カット取引を行っていないと認められる状況
［２１号の４］　特定店頭オプション取引について，次の
イ，ロに掲げる措置を講じていないと認められる状況
イ　特定店頭オプション取引に係る契約を締結しようとす
るときに，あらかじめ，顧客（個人）に対し，当該特定店頭
オプション取引に係る権利行使価格を提示すること。
ロ　特定店頭オプション取引の取引期間及び期限を，顧
客（個人）が，当該取引期間を通じて，権利行使期間，権
利行使価格及び金利，通貨の価格，金融商品市場にお
ける相場その他の指標の実勢条件に基づき公正な方法
により算出された対価の額で，かつ，金融商品の価値等
の分析に基づく投資判断に基づいて，オプションの取得
及び付与その他の取引を行うために必要かつ適切なも
のとすること。

１１３頁・１１行目 ―

［２１号の５］　非清算店頭デリバティブ取引（店頭デリバ
ティブ取引のうち，金融商品取引清算機関若しくは外国
金融商品取引清算機関がその店頭デリバティブ取引に
基づく債務を負担するもの又は金商令１条の１８の２に規
定する金融庁長官が指定するもの，以外のもの）に係る
変動証拠金に関して，次のイからホに掲げる行為を行う
ための措置を講じていないと認められる状況
イ　非清算店頭デリバティブ取引の相手方ごとに，非清
算店頭デリバティブ取引の時価の合計額及び相手方か
ら預託等がされている変動証拠金の時価又は当該相手
方に預託等をしている変動証拠金の時価の合計額を毎
日算出すること。
ロ　イの規定により算出される額に基づき金融庁長官が
定める方法により算出した額が，変動証拠金の預託等
又は返還を求めることを要しない額として当事者があら
かじめ定めた額を上回るときは，直ちに，当該相手方に
対して当該算出した額に相当する変動証拠金の預託等
を求め，又は当該相手方に預託等をしている変動証拠
金の返還を求めること。
ハ　ロの規定により変動証拠金の預託等又は返還を求
めた後，遅滞なく，当該変動証拠金の預託等又は返還を
受けること。
ニ　非清算店頭デリバティブ取引の相手方がイからハま
でに掲げる行為又はこれらに類する行為に基づき行う変
動証拠金の預託等又は返還に係る求めに応じること。
ホ　信託勘定に属するものとして経理される非清算店頭
デリバティブ取引について，信託財産ごとに，イからニま
でに掲げる行為を行うこと。

［２１号の６］　非清算店頭デリバティブ取引に係る当初証
拠金に関して，次のイからトに掲げる行為を行うための
措置を講じていないと認められる状況
イ　非清算店頭デリバティブ取引の相手方との間で次に
掲げる事由が生じた場合に，当該相手方との間における
非清算店頭デリバティブ取引に係る潜在的損失等見積
額並びに当該相手方から預託等がされている当初証拠
金の時価の合計額及び当該相手方に預託等をしている
当初証拠金の時価の合計額を算出すること。
（１）　非清算店頭デリバティブ取引を行ったとき，非清算
店頭デリバティブ取引が終了したときその他非清算店頭
デリバティブ取引に係る権利関係に変更があった場合
（２）　最後に潜在的損失等見積額を算出した日から１カ
月が経過した場合
（３）　相場の変動その他の理由により当該相手方に対し
て当初証拠金の預託等を求めることが必要と認められる
場合
ロ　イの規定により算出される額に基づき金融庁長官が
定める方法により算出した額が，当初証拠金の預託等を
求めることを要しない額として当事者があらかじめ定めた
額を上回るときは，直ちに，当該相手方に対して当該算
出した額に相当する当初証拠金の預託等を求めること。
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ハ　ロの規定により当初証拠金の預託等を求めた後，遅
滞なく，当該当初証拠金の預託等を受けること
ニ　ハの規定により預託等を受けた当初証拠金を，相手
方が非清算店頭デリバティブ取引に係る債務を履行しな
いときに遅滞なく利用することができ，かつ，当該当初証
拠金の預託等を受けた金融商品取引業者等に一括清算
事由又はこれに類する事由が生じた場合に当該相手方
に当該当初証拠金が返還されるよう，信託の設定又はこ
れに類する方法により管理すること。
ホ　ハの規定により預託等を受けた当初証拠金を担保に
供し，又は貸し付けないこと。
ヘ　非清算店頭デリバティブ取引の相手方がイからハま
でに掲げる行為又はこれらに類する行為に基づき行う当
初証拠金の預託等に係る求めに応じること。
ト　信託勘定に属するものとして経理される非清算店頭
デリバティブ取引について，信託財産ごとに，イからヘま
でに掲げる行為を行うこと。

１１３頁・２２行目 委託金融商品取引業者 委託金融商品取引業者（金商業等府令４４条５号）

追加
［２６号］　上場有価証券又は店頭売買有価証券と同一
の銘柄の有価証券の募集又は売出しの取扱いを行う場
合において，顧客にその有価証券を取得させようとする
ときに，あらかじめ，顧客に対し書面又は電磁的方法に
より次に掲げる事項を適切に通知していないと認められ
る状況
イ　金商令２６条の６ により，取引府令１５条の５ に定め
る価格未決定期間においてその有価証券と同一銘柄に
つき取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場
における空売り又はその委託若しくは委託の取次ぎの申
込みを行った者は，その募集又は売出しに応じて取得し
た有価証券により空売りにかかる有価証券の借入れの
決済を行うことができない旨
ロ　金融商品取引業者等は，イに規定する者が行った空
売りにかかる有価証券の借入れの決済を行うためにそ
の募集又は売出しに応じる場合には，その募集又は売
出しの取扱いにより有価証券を取得させることができな
い旨

［２７号］　株券等の５％以上の買集め（金商令３１条）行
為であって取引府令６２条２号に定める軽微基準にあた
るもの（ブロックトレード）を行う場合において，次に掲げ
る措置を講じていないと認められる状況
イ　買集め行為を行うに際し，その相手方に対して，その
買集め行為により買い集めた株券等を直ちに転売するこ
とを目的とするものであることを約すること
ロ　直ちに転売することができない可能性がある場合
は，買集め行為後，直ちに，買集め行為を行った旨，そ
の銘柄，その議決権数，直ちに転売できない可能性があ
る旨を公表措置に準じ公開すること

［２８号］　平成２５年改正前の厚生年金保険法１３０条の
２第１項の規定による投資一任契約を締結し，年金給付
等積立金の運用を行う場合において，基金から運用の
基本方針たる事項を示されたときに，基金に対して，その
示されたところに従って積立金の運用を行うことによる利
益の見込み及び損失の可能性について，年金基金の知
識，経験，財産の状況及び投資一任契約を締結する目
的に照らして適切に説明を行うための十分な体制を整備
していない状況
［２９号］　投資一任契約に基づき行う運用財産の管理に
ついて権利者が信託会社又は信託業務を行う金融機関
への信託をする場合において，運用財産の運用を行う金
融商品取引業者が，権利者（特定投資家を除く）に交付
した運用報告書に記載した有価証券の銘柄，数及び価
額を，その交付後遅滞なく信託会社等に通知していない
状況

［３０号］　適格機関投資家等特例業務において，出資対
象事業への出資を行っている適格機関投資家が特例業
務届出者の子会社等である適格機関投資家のみである
ことその他の事情を勘案して法６３条１項各号の行為を
適切に行っていないと認められる状況

１１４頁・８行目 ―
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１１５頁・１１行目

集団投資スキーム持分（法２条２項５号・６号），又は
法２条１項２１号の証券又は証書（外国法人の譲渡性
預金の証書と学校債券）若しくは法２条２項７号の権
利（学校債）については，

集団投資スキーム持分（法２条２項５号・６号）について
は，

１１５頁・１４行目 又は拠出された金銭が
又は拠出された金銭（金商令１条の３各号に掲げるもの
を含む〔同令１６条の７〕）が

１１５頁・２０行目 特定投資家向け勧誘等（同項８号） 特定投資家向け売付け勧誘等（同項８号）

１１５頁・２５行目 ―

追加
(17)　金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止
金融商品取引業者等は，集団投資スキーム持分につい
ては，これらの権利に関し出資され又は拠出された金銭
（金商令１条の３各号に掲げるものを含む〔同令１６条の
７〕）が，その金銭を充てて行われる事業に充てられてい
ないことを知りながら，募集・私募，売出し・特定投資家
向け売付け勧誘等，募集・売出し・私募の取扱い又は特
定投資家向け売付け勧誘等の取扱い（法２条８項７号か
ら９号）を行うことができません（法４０条の３の２）。
(18)　商品市場デリバティブ取引等に係るのみ行為の禁
止
金融商品取引業者等は，商品関連市場デリバティブ取
引等≪注≫の委託を受けたときは，その委託に係る商品
関連市場デリバティブ取引等をしないで，自己がその相
手方となって取引を成立させてはならない（法４０条の
６）。
≪注≫　商品関連市場デリバティブ取引（法２条８項１
号）又はその委託の媒介，取次ぎ若しくは代理をいう。

１１９頁・１１行目 権利者はイ， 権利者はイの投資法人，

１２０頁・１９行目 金商業等府令１３０条で定める 金商業等府令１３０条１項で定める

１２１頁・１３行目 ―

追加
[８号の２]　運用財産に関し，信用リスクを適正に管理す
る方法としてあらかじめ金融商品取引業者等が定めた合
理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とし
た運用を行うこと

追加
［１２号］　存続厚生年金基金（金商業等府令１６条の３第
１号）が，特定の運用方法に集中して運用されるおそれ
があることを知った場合において，その存続厚生年金に
対し，その旨を通知しないこと
［１３号］　存続厚生年金からの投資一任契約が法２条８
項ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容と
するものではなく，運用財産の運用として特定の金融商
品を取得させることその他特定の取引に関する指図を受
けた場合において，これに応じること
［１４号］　積立金の運用に際して，存続厚生年金に対し，
不確実な事項について断定的判断を提供し，又は確実
であると誤解させるおそれのあることを告げること
［１５号］　投資一任契約に基づき行う運用財産の管理に
ついて権利者（特定投資家を除く）が信託会社又は信託
業務を行う金融機関への信託をする場合において，当該
運用財産の運用に関し，運用を行う金融商品取引業者
が，対象有価証券について次のイ，ロ，ハの要件を充た
すことなく対象有価証券の取得又は買付けの申込みを
行うこと
イ　信託会社等が対象有価証券の真正な価額を知るた
めに必要な措置
ロ　対象有価証券に係る権利を有する者から出資又は
拠出を受けた資産に係るファンド監査が行われること
ハ　信託会社等がファンド監査の真正な監査報告書等の
提供を受けるために必要な措置

１２３頁・１９行目 法２条８項１号から４号までに掲げる行為を行う
法２条８項１号から４号までに掲げる行為又は商品関連
市場デリバティブ取引を行う

１２２頁・２行目 ―
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１２４頁・２２行目 ≪注≫ ≪注１≫

１２４頁・２７行目

≪注≫　「対象有価証券関連取引」とは，有価証券関
連業又は有価証券関連業に付随する業務として，金
商業等府令１３７条に定めるものにかかる取引です。
ただし，店頭デリバティブ取引，金商令１６条の１５で
定める外国市場デリバティブ取引，店頭デリバティブ
取引又は外国市場デリバティブ取引に類するものとし
て金融庁長官が指定〔平成１９年８月１７日金融庁告
示第５６号〕する取引は除かれます。

≪注１≫　「対象有価証券関連取引」とは，有価証券関
連業又は有価証券関連業に付随する業務として，金商
業等府令１３７条に定めるものにかかる取引です。ただ
し，店頭デリバティブ取引（金商業等府令１３７条の２，金
商令１条の８の６第１号，２号で定めるプロを相手方とす
る取引に限る。），金商令１６条の１５で定める店頭デリバ
ティブ取引に類するものとして金融庁長官が指定〔平成１
９年８月１７日金融庁告示第５６号〕する取引は除かれま
す。

１２５頁・２５行目 （ｄ）　金融商品取引業者等は，

（ｄ）　金融商品取引業者等は，対象商品デリバティブ取
引関連取引≪注２≫に関し，取引証拠金として顧客から
預託を受けた金銭若しくは有価証券その他顧客から預
託を受けた財産又は顧客の計算に属する金銭その他の
財産については，金商業等府令１４２条の３，４，５で定め
るところにより，自己の固有財産と区別して管理しなけれ
ばなりません（法４３条の２の２）。金融商品取引業は，

１２６頁・３行目 ―

追加
≪注２≫　対象商品デリバティブ取引関連取引は，①「商
品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等」つまり（ⅰ）商品
関連市場デリバティブ取引についての媒介，取次ぎ若し
くは代理（法２条８項２号），（ⅱ）商品関連市場デリバティ
ブ取引の委託の媒介，取次ぎ若しくは代理（同項３号）と
②法３５条１項に規定する業務のうち「商品関連市場デリ
バティブ取引取次ぎ等」に係る業務に付随する業務とし
て金商業等府令１４２条の２で定める法３５条１項９号の
「他の金融商品取引業者等の業務の代理」に係る取引を
いう。

１２６頁・７行目 （法４３条の４第１項）

（法４３条の４第１項）金融商品取引業者等は商品関連
市場デリバティブ取引（法２条８項１号）についての同項２
号，３号又は５号に掲げる行為に関して，顧客の計算に
おいて自己の占有する商品（寄託された商品に関して発
行された証券又は証書を含む）又は顧客から預託を受け
た商品を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合
には，金商業等府令１４６条２項で定めるところにより，顧
客から書面による同意を得なければなりません（同条２
項）。

１２６頁・８行目 有価証券 有価証券・商品

１２６頁・１２行目 （同条２項） （同条３項）

１２７頁・１３行目 募集又は売出し
募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しく
は特定投資家向け売付け勧誘等

１２９頁・１６行目 募集，売出し若しくは私募の取扱い
募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募の取扱い若しく
は特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い

１３０頁・５行目－７行目 ≪注≫ 削除

１３０頁・２３行目 １２号 １４号

１３１頁・１１行目 （２）当該有価証券の募集，売出し又は私募の取扱い
（２）当該有価証券の募集，売出し若しくは私募の取扱い
又は特定投資家向け勧誘等の取扱い

１３１頁・２６行目
［８号］　金融商品取引業者の親法人等又は子法人等
から取得した顧客に関する非公開情報を利用して金
融商品取引契約の締結を勧誘すること

［８号］　第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業
者が，その親法人等又は子法人等から取得した顧客に
関する非公開情報を利用して金融商品取引契約の締結
を勧誘すること

１３１頁・２９行目 ―

追加
［９号］　第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業
者が，その親法人等又は子法人等から取得した発行者
等に関する非公開情報を電子情報処理組織の保守及び
管理並びに内部管理に関する業務を行うため以外の目
的で利用すること
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同 ―

追加
［１０号］　第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業
が，その親銀行等又は子銀行等の取引上の優越的な地
位を不当に利用して金融商品取引契約の締結又はその
勧誘を行うこと

同 ［９号］ ［１１号］

１３２頁・３行目 ［１０号］ ［１２号］

１３２頁・５行目 募集又は売出しの条件
募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しく
は特定投資家向け売付け勧誘等の条件

１３２頁・１０行目 ［１１号］ ［１３号］

１３２頁・１８行目 ［１２号］ ［１４号］

１３５頁・表のうち１号 不招請勧誘の規制（法３８条３号） 不招請勧誘の規制（法３８条４号）

同 勧誘受諾意思確認義務（同条４項） 勧誘受諾意思確認義務（同条５項）

同 再勧誘禁止（同条５号） 再勧誘禁止（同条６号）

１３６頁１２行目 ①地方公共団体 削除

１３６頁１３行目－２４行目

②特殊法人及び独立行政法人
③投資者保護基金（法７９条の２１）
④預金保険機構
⑤農水産業協同組合貯金保険機構
⑥保険契約者保護機構（保険業法２５９条）
⑦特定目的会社（資産流動化法２条３項）
⑧金融商品取引所に上場されている株券の発行者で
ある会社
⑨取引の状況その他の事情から合理的に判断して資
本金の額が５億円以上であると見込まれる株式会社
⑩金融商品取引業者又は法６３条３項に規定する特
例業務届出者である法人
⑪外国法人

①特殊法人及び独立行政法人
②投資者保護基金（法７９条の２１）
③預金保険機構
④農水産業協同組合貯金保険機構
⑤保険契約者保護機構（保険業法２５９条）
⑥特定目的会社（資産流動化法２条３項）
⑦金融商品取引所に上場されている株券の発行者であ
る会社
⑧取引の状況その他の事情から合理的に判断して資本
金の額が５億円以上であると見込まれる株式会社
⑨金融商品取引業者又は法６３条３項に規定する特例
業務届出者である法人
⑩外国法人

１３８頁・２０行目

（ｅ）期限
特定投資家から一般投資家への移行，一般投資家か
ら特定投資家への移行，いずれも有効期間がありま
す（法３４条の２第３項・３４条の３第２項・３４条の４第
４項，金商業等府令５４条・５８条・６３条）。有効期間
後も移行の効果を継続するためには期限までに更新
申出が必要です（法３４条の２第１０項・３４条の３第７
項・３４条の４第４項）。

（ｅ）期限
特定投資家から一般投資家への移行に有効期限はあり
ませんが，一般投資家から特定投資家への移行には有
効期限があります（法３４条の２第３項・３４条の３第２項・
３４条の４第６項，金商業等府令５８条・６３条）。ただし，
いずれも移行の復帰についてはいつでも可能です（法３
４条の２第１０項，３４条の３第９項，３４条の４第４項）。一
般投資家から特定投資家への移行の有効期限後も移行
の効果を継続するためには期限までに更新申出が必要
です（法３４条の３第７項・３４条の４第６項）。

１３８頁・２７行目

金融商品取引業者等は，特定投資家向け有価証券に
ついて，一般投資家を相手方とし又は一般投資家の
ために，法２条８項１号から４号まで及び１０号の行為
を行うことができません。

金融商品取引業者等は，特定投資家向け有価証券につ
いて，一般投資家（特定投資家等，特定投資家向け有価
証券の発行者，金商業等府令１２５条の２で定める者以
外の者）を相手方とし又は一般投資家のために，法２条
８項１号から４号まで及び１０号の行為を行うことができ
ません（法４０条の４）。

１３９頁・１行目
③その他投資者の保護に欠けるおそれが少ない場合
として内閣府令で定める場合，はこの限りでありませ
ん。

③その他投資者の保護に欠けるおそれが少ない金商業
等府令１２５条の３で定める場合，はこの限りでありませ
ん。

１４３頁・１７行目

＜３号＞　特殊債
金融債（例：農林中央金庫の農林債券［ワリノー，リッ
キー］，商工組合中央金庫の商工債券［ワリショー，
リッショー］など），政府保証債（例：成田国際空港株式
会社債，都市再生機構債），政府保証のない特殊債
（例：ＮＨＫの放送債券）

＜３号＞　特殊債
社会医療法人債券，国立大学法人債券

１４４頁・１行目 ＜８号＞　資産流動化法（２条９項・４８条以下） ＜８号＞　資産流動化法（２条９項・４８条・１３９条以下）

１４４頁・６行目
＜１１号＞投資信託・投資法人法（２条１５項・１８項）
に規定する投資証券若しくは投資法人債券又は外国
投資証券（例：REIT）

＜１１号＞投資信託・投資法人法（２条１５項・１８項・２０
項）に規定する投資証券，新投資口予約権証券若しくは
投資法人債券又は外国投資証券（例：REIT）
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１４４頁・８行目 （貸付信託法２条２項） （貸付信託法８条）

１４５頁・２６行目 学校債 学校貸付債権

１４６頁・１９行目
［１号］　保険業（保険業法２条１項各号に掲げる事業）
にかかる契約に基づく権利

［１号］　保険業法２条１項各号に掲げる共済事業にかか
る契約に基づく権利

１４６頁・３７行目 株券の発行者 株券又は投資証券の発行者

１４６頁・３９行目 （以下この号において「役員等」という） （以下「役員等」という）

１４７頁・１６行目 ―

追加
（ⅲ）　投資証券の発行者である投資法人の資産運用会
社又はその特定関係法人の役員又は従業員が資産運
用会社又は特定関係法人の他の役員又は従業員と共
同して投資法人の投資証券の買付けを，一定の計画に
従い，個別の投資判断に基づかず，継続的に行うことを
約する契約（各役員又は従業員の１回あたりの拠出金額
が１００万円に満たないものに限る）に基づく権利
（ⅳ）　法人その他の団体が他の法人のその他の団体と
共同して専らコンテンツ事業（コンテンツの創造，保護及
び活用の促進に関する法律２条３項）を行うことを約する
契約に基づく権利であって定義府令７条３号イ，ロ，ハの
要件のすべてに該当するもの

１４８頁・２７行目 （２号に掲げる取引 （２号又は４号の２に掲げる取引

１４９頁・３行目 （通貨を除く） （通貨・金融商品たる商品を除く）

１４９頁・４行目 金融指標 金融指標（通貨・金融商品たる商品を除く）

１４９頁・１０行目 ―

追加
＜４号の２＞　当事者が数量を定めた金融商品たる商品
について当事者の一方が相手方と取り決めた当該金融
商品に係る金融指標の約定した期間における変化率に
基づいて金銭を支払い，相手方が当事者の一方と取り
決めた当該金融指標の約定した期間における変化率に
基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引

１４９頁・３０行目 金融商品（第２４項第５号に 金融商品（金融商品たる商品・第２４項第５号に

１５０頁・５行目 ＜２号＞　約定数値と現実数値の差

＜２号＞　約定数値（金融商品たる商品・第２４項５号に
規定する標準物に係る金融指標の数値を除く）と現実数
値（金融商品たる商品・第２４項５号に規定する標準物に
係る金融指標の数値を除く）の差

１５０頁・１４行目 金融指標として
金融指標（金融商品たる商品・第２４項５号の標準物に
係るものを除く）として

１５０頁・２０行目 （通貨を除く）
（通貨，金融商品たる商品，第２４項５号に規定する標準
物を除く）

１５０頁・２９行目 金融商品，
金融商品〔金融商品たる商品・第２４項５号に規定する標
準物を除く〕，

１５２頁・２２行目 ―
（ｈ）　「外国市場デリバティブ取引」は，金融商品たる商
品又はその価格及びこれに基づいて算出した数値であ
る金融指標に係るものが除かれます。

１５３頁・２行目
＜２号＞　預金契約に基づく債権，外国為替及び外国
貿易法６条１項７号の支払手段，１１号の証券，１３号
の債権（金商令１条の１７）

＜２号＞　外国為替及び外国貿易法６条１項７号の支払
手段，１１号の証券，１３号の債券（金商令１条の１７）

１５３頁・５行目 ―
追加
＜３号の２＞　商品（商品先物取引法２条１項に規定する
商品のうち，金商令１条の１７の２で定めるもの）

１５３頁・１５行目 預金債権等（２号） 債権等（２号）

１５４頁・５行目 （通貨を除く） （通貨・金融商品たる商品を除く）

１５４頁・１４行目 （商品取引所法２条５項に規定する商品指数を除く）
（商品先物取引法２条２項に規定する商品指数であっ
て，商品以外の物品の価格に基づいて算出されたものを
除く）
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１５４頁・１７行目

［２号］　内閣府が作成する国民経済計算にかかる数
値，統計法３条１項の指定統計調査及び同法１４条の
届出統計調査にかかる数値その他これに相当する外
国の統計の数値

［２号］　統計法２条４項の基幹統計の数値，同条７項の
一般統計調査の結果数値，同法２４条１項・２５条の届出
のあった統計調査の結果数値
［３号］　［２号］に相当する外国の統計の数値
［４号］　行政機関や不動産関連業務を行う団体が発表
する不動産の価格又はその水準，定義府令２１条の２で
定める不動産の賃料その他の価値，又は収益，その水
準

同 １号から３号に掲げる ＜１号＞から＜３号＞に掲げる

１５５頁・２行目 ＜３号＞の[１号］，［２号］は， ＜３号＞は，

１５５頁・１３行目
取得の申込みの勧誘（定義府令９条１号から４号で定
めるものを含めて，「取得勧誘」という）

取得の申込みの勧誘（定義府令９条１号から６号で定め
る取得勧誘類似行為を含めて，「取得勧誘」という）

１５５頁・１８行目 ５０名≪注１≫以上の者（発行日前６ヵ月通算） ５０名≪注１≫以上の者

＜２号＞　少数の者（５０名未満）を相手方として行う
場合でも，その有価証券が多数の者に譲渡されるお
それのある場合（具体的には次の，イのプロ私募，ロ
の特定投資家向け取得勧誘，ハの少人数私募のいず
れにもあたらないもの）（同条３項２号）
イ　プロ私募
　　適格機関投資家のみを相手方とする場合で，その
有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の
者に譲渡されるおそれが少ないと金商令１条の４で定
める場合。具体的には，株券等の場合は（ⅰ）に，そ
れ以外の有価証券は（ⅱ）又は（ⅲ）にあたる場合で
す。

＜２号＞　少数の者（５０名未満）を相手方として行う場合
でも，その有価証券が多数の者に譲渡されるおそれのあ
る場合（具体的には次の，イの適格機関投資家私募，ロ
の特定投資家私募，ハの少人数私募のいずれにもあた
らないもの）（同条３項２号）
イ　適格機関投資家私募
　　適格機関投資家のみを相手方とする場合で，その有
価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲
渡されるおそれが少ないと金商令１条の４で定める場
合。具体的には，株券等の場合は（ⅰ）に，新投資口予
約権証券等の場合は（ⅱ）に，それ以外の有価証券は
（ⅲ）にあたる場合です。

１５５頁・２４行目から
１５８頁・１３行目

（ⅰ）　株券，優先出資証券，投資証券等，新株予約
権証券，外国出資証券については，①発行者が上場
証券，店頭売買有価証券，募集・売出しの届出書を提
出した有価証券，所有者が５００名以上の有価証券の
発行会社でないこと，及び②転売禁止を定めた契約
締結を取得の条件とすること，にあたる場合がプロ私
募になります（同条１号）。

（ⅰ）　株券等（株券，外国株券，優先出資証券〔法２条１
項７号，８号〕，外国優先出資証券，投資証券等〔投資証
券及び外国投資証券〕，外国特殊法人出資証券）につい
ては，①発行者が，株券等と同一内容（剰余金の配当，
残余財産の分配）の株券等について，上場証券，店頭売
買有価証券，募集・売出しの有価証券届出書，発行登録
追補書類を提出した有価証券，４事業年度末の株券そ
の他金商令３条の６第３項で定める有価証券の所有者
が１０００名以上の有価証券，の発行者でないこと，及び
②同一種類（定義府令１０条の２第１項）の有価証券が
特定投資家向け有価証券でないこと，③適格機関投資
家以外への転売禁止を定めた契約締結を取得の条件と
すること，にあたる場合が，適格機関投資家私募になり
ます（金商令１条の４第１号）。

（ⅱ）　（ⅰ）に掲げる有価証券以外の有価証券で，新
株予約権，新優先出資引受権等が付されているもの
については，①予約権行使，引受権行使，転換権行
使により発行される株券の発行者について（ⅰ）①の
要件をみたすこと，及び②転売制限に明白な名称が
付され，かつ，転売制限が有価証券に記載されている
こと，又は転売制限が取得者に交付される説明書に
記載されている場合が，プロ私募になります（金商令１
条の４第２号，定義府令１１条１項）。

（ⅱ）　新株予約権証券等（新株予約権証券及び新株予
約権，新優先出資引受権又は資産流動化法の優先出資
証券に転換する権利が付されている有価証券並びにこ
れらの性質を有する外国証券並びに新投資口予約権証
券及びこれに類する外国投資証券）については，①新株
予約権証券等に表示された権利の行使により取得され，
引き受けられ，又は転換される株券の発行者が（ⅰ）①
の要件をみたし，株券，新株予約権証券及び新投資口
予約権証券が（ⅰ）②の要件をみたすこと，②新株予約
権証券等（新株予約権証券及び新投資口予約権証券を
除く）の発行者が，新株予約権証券と同一種類の有価証
券について，上場証券，店頭売買有価証券，募集・売出
しの有価証券届出書，発行登録追補書類が提出された
もの，４事業年度末の株券その他金商令３条の６第３項
で定める有価証券の所有者が１０００名以上の有価証
券，の発行者でないこと，③同一種類の有価証券が特定
投資家向け有価証券でないこと，④新株予約権証券等
に適格機関投資家に譲渡する場合以外の転売制限が有
価証券に記載され且つ取得者にその有価証券が交付さ
れ，又は転売制限が取得者に交付される書面に記載さ
れ，或いは社債等振替法により加入者が転売制限を知
ることができる措置がとられている場合が，適格機関投
資家私募になります（金商令１条の４第２号，定義府令１
１条１項）。
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（ⅲ）　（ⅰ），（ⅱ）以外の有価証券の場合について
は，次の場合のプロ私募になります（金商令１条の４
第３号，定義府令１１条２項）。
・普通社債券等
　①転売制限が明白な名称が付けられ，記名式に限
る定めがなされ，転売制限が債券等に記載されている
こと，又は，②取得者に交付される説明書に転売制限
が記載されていること
・コマーシャル・ペーパー
　①転売制限が明白な名称が付けられ，及び，②裏書
が禁止され，転売制限が有価証券に記載されている
こと
・外国投資信託の受益証券・外国特定目的受益証券・
外国受益証券発行信託受益証券，学校債券
　①転売制限が明白な名称が付けられ，及び，②取得
者に交付される説明書に転売制限が記載されること
・抵当証券
　取得者に交付される説明書に転売制限が記載され
ること
他の証券にも同様の規定が定められています（定義
府令１１条３項）。

（ⅲ）　（ⅰ），（ⅱ）以外の有価証券については，次の場
合が適格機関投資家私募になります（金商令１条の４第
３号，定義府令１１条２項）。
　①発行者が同一種類の有価証券について，上場証券，
店頭売買有価証券，募集・売出しの有価証券届出書，発
行登録追補書類が提出されたもの，４事業年度末の株
券その他金商令３条の６第３項で定める有価証券の所有
者が１０００名以上の有価証券，の発行者でないこと，②
同一種類の有価証券が特定投資家向け有価証券でない
こと，③適格機関投資家に譲渡する場合以外の転売制
限が有価証券に記載され且つ取得者にその有価証券が
交付され，又は転売制限が取得者に交付される書面に
記載され，或いは社債等振替法により加入者が転売制
限を知ることができる措置がとられている場合。なお，次
の有価証券の場合は，定義府令１１条２項２号の定める
要件にも該当することも適格機関投資家私募に該当する
ために必要です。
・有価証券信託受益証券及びその外国証券
・カバードワラント
・預託証券

ロ　特定投資家向け取得勧誘
　　特定投資家のみを相手方として行う場合であって，
次の（ⅰ），（ⅱ）の両者の要件をみたすとき
（ⅰ）　取得勧誘の相手方が国，日本銀行及び適格機
関投資家以外の者である場合には，金融商品取引業
者等が顧客からの委託により又は自己のために取得
勧誘を行うこと
（ⅱ）　その有価証券が取得者から特定投資家等（政
令で定める特定投資家又は非居住者）以外の者に譲
渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合

ロ　特定投資家私募
　　特定投資家のみを相手方として行う場合であって，次
の（ⅰ），（ⅱ）の両者の要件をみたすとき
（ⅰ）　取得勧誘の相手方が国，日本銀行及び適格機関
投資家以外の者である場合には，金融商品取引業者等
が顧客からの委託により又は自己のために取得勧誘を
行うこと
（ⅱ）　その有価証券が取得者から特定投資家等（特定
投資家又は金商令１条の５の２第１項に定める非居住者
〔外国為替及び外国貿易法６条１項６号〕）以外の者に譲
渡されるおそれが少ないものとして同条２項で定める場
合で，具体的には次のとおりです。
（あ）　株券等については，①同一種類の有価証券が，上
場証券，店頭売買有価証券，募集・売出しの有価証券届
出書，発行登録追補書類を提出した有価証券，４事業年
度末の株券その他金商令３条の６第３項で定める有価証
券の所有者が１０００名以上の有価証券でないこと，②発
行者と取得者との間及び取得勧誘を行う者と取得者との
間で，特定投資家以外への転売禁止を定めた契約締結
を取得の条件とすること（金商令１条の５の２第２項１号，
定義府令１１条の２）。
（い）　新株予約権証券等については，①新株予約権証
券等及び新株予約権証券等に表示された権利の行使に
より取得され，引き受けられ又は転換される株券が（あ）
①の要件をみたすこと，②（あ）②の要件をみたすこと（金
商令１条の５の２第２項２号，定義府令１１条の２）。
（う）　（あ），（い）に掲げる有価証券以外の場合にも，
（あ）（い）と同様の要件が定義府令１２条で定められてい
ます（金商令１条の５の２第２項３号）。
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ハ　少人数私募
　　多人数向け勧誘にもイのプロ私募にもロの特定投
資家向け取得勧誘にも該当しない場合（６ヵ月以内に
同一種類（定義府令１２条）の有価証券が発行されて
合算すると５０名以上になる場合を除く）で，株券等の
場合は（ⅰ）に，それ以外の場合は（ⅱ），（ⅲ）にあた
る場合です（金商令１条の６・１条の７）。
（ⅰ）　株券，新株予約権証券，外国出資証券につい
ては，発行者が上場株券，店頭売買有価証券，募集・
売出しの届出書を提出した有価証券所有者が５００名
以上の有価証券の発行会社でないこと，にあたる場
合が少人数私募となります（金商令１条の７第１号）。
（ⅱ）　（ⅰ）以外の有価証券で新株予約権，新優先出
資引受権等が付されているものについては，①予約
権行使，引受権行使，転換権行使により発行される株
券の発行者について（ⅰ）の要件をみたすこと，②記
名式に限る定めがなされ，一括譲渡以外の転売制限
が有価証券に記載されていること，並びに③証券の枚
数が５０枚未満であること及び分割禁止が有価証券に
記載されていること，又は取得者に交付される説明書
に転売禁止が記載されること，が少人数私募となりま
す（金商令１条の７第２号，定義府令１３条１項・２項）。

ハ　少人数私募
　　＜１号＞の多人数向け勧誘にもイの適格機関投資家
私募にもロの特定投資家私募にも該当しない場合（６ヵ
月以内に同一種類〔定義府令１０条の２第２項〕の有価証
券が発行されて合算すると取得勧誘の相手方が５０名以
上になる場合を除く）で，株券等の場合は（ⅰ）に，新株
予約権証券等の場合は（ⅱ）に，それ以外の有価証券の
場合は（ⅲ）にあたる場合です。なお，その取得勧誘が特
定投資家のみを相手方とし，且つ５０名以上の者を相手
方として行う場合は少人数私募にあたりません（金商令
１条の６・１条の７）。
（ⅰ）　株券等については，①同一内容の株券等が，上
場証券，店頭売買有価証券，募集・売出しの有価証券届
出書，発行登録追補書類を提出した有価証券，４事業年
度末の株券その他金商令３条の６第３項で定める有価証
券の所有者が１０００名以上の有価証券でないこと，②同
一種類の有価証券が特定投資家向け有価証券でないこ
と。
（ⅱ）　新株予約権証券等については，①新株予約権証
券等に表示された権利の行使により取得され，引き受け
られ又は転換される株券の発行者並びにその株券，新
株予約権証券，新投資口予約権証券が（ⅰ）①②の要件
に該当し，②新株予約権証券等の発行者が，同一種類
の有価証券について，上場証券，店頭売買有価証券，募
集・売出しにつき有価証券届出書，発行登録追補書類を
提出した有価証券，４事業年度末の株券その他金商令３
条の６第３項で定める有価証券の所有者が１０００名以
上の有価証券，の発行者でないこと，③（ⅰ）②の要件を
みたすこと，④新株予約権証券等に，定義府令１３条１
項の定める方式に従い，これを取得し又は買い付けた者
が一括譲渡以外の譲渡禁止その他同条２項に定める要
件に該当すること。

（ⅲ）　（ⅰ）（ⅱ）以外の有価証券（定義府令１３条３
項）
・普通社債については，①記名式に限る定めがなさ
れ，一括譲渡以外の転売制限が有価証券に記載され
ていること，又は，②証券の枚数が５０枚未満であるこ
と及び分割禁止が有価証券に記載されていること，又
は，③取得者に交付される説明書に転売制限が記載
されていること
・学校債券については，証券の枚数が５０枚未満であ
ること及び分割禁止が有価証券に記載されていること
他の証券にも同様の規定が定められています（定義
府令１３条３項２号以下）。

（ⅲ）　（ⅰ），（ⅱ）以外の有価証券については，①発行
者が同一種類の有価証券について，上場証券，店頭売
買有価証券，募集・売出しにつき有価証券届出書，発行
登録追補書類を提出した有価証券，４事業年度末の株
券その他金商令３条の６第３項で定める有価証券の所有
者が１０００名以上の有価証券，の発行者でないこと，②
同一種類の有価証券が特定投資家向け有価証券でない
こと，③定義府令１３条３項に定める要件に該当するこ
と。

１５８頁・表 イ　プロ私募 イ　適格機関投資家私募

同 ロ　特定投資家向け取得勧誘 ロ　特定投資家私募

１５８頁・２７行目
第１項有価証券については，プロ私募，特定投資家向
け取得勧誘，少人数私募にあたる場合です。

第１項有価証券については，適格機関投資家私募，特
定投資家私募，少人数私募にあたる場合です。
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１５９頁・１９行目 法２条４項２号，金商令１条の８の２ 法２条４項３号，金商令１条の８の５

１５９頁・２１行目

取引所金融商品市場における有価証券及びＰＴＳに
おける上場有価証券の売買は，投資者にとって十分
な投資情報の入手が可能であることから，取得者であ
る投資家保護の必要がないので，売出しに該当しない
取扱いとしています（法２条４項括弧書）。

取引所金融商品市場における有価証券及びＰＴＳにおけ
る上場有価証券の売買など金商令１条の７の３各号に該
当する取引は，取得者である投資家保護の必要がない
ので，売出しに該当しない取扱いとしています（法２条４
項括弧書）。

１５９頁・３０行目

≪注２≫売出しは，既に発行された有価証券について
であり，一般投資家への転売禁止の制限を付すこと
が困難であることから，適格機関投資家は人数から除
外されます。

≪注２≫定義府令９条１号から６号に定める取得勧誘類
似行為と同府令13条の2各号に定めるものを除く。
≪注３≫５０名の算定にあたっては，取得する適格機関
投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそ
れが少ないものと金商令１条の７の４に定める場合，そ
の適格機関投資家の数が除かれます。
≪注４≫金商令１条の８の３

１６０頁・３行目 ―

追加
■既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその
買付けの申込みの勧誘（第１項有価証券の場合）

１６０頁・７行目 定義府令１０条１号から２６号 定義府令１０条１項１号から２７号

（５）　売出し（法２条４項）
　「第１項有価証券」についての有価証券についての「売
出し」は，既に発行された有価証券の売付けの申込み又
はその買付けの申込の勧誘（「売付け勧誘等」≪注２≫）
のうち，その売付け勧誘等が１号の多数の者を相手方と
して行う場合，２号の多数の者を相手方としない場合でも
その有価証券が多数の者に譲渡されるおそれがある場
合のいずれかにあたるものです（金商令１条の７の３で
定める有価証券の取引にかかるものを除く。）。
＜１号＞　多数の者を相手方として行う売付け勧誘等
（法２条４項１号）
５０名≪注３≫以上のものを相手方として行う場合（金商
令１条の８）です。ただし，特定投資家のみを相手方とす
る場合は除かれます。
＜２号＞　少数の者（５０名未満）を相手方として行う場合
でも，その有価証券が多数の者に譲渡されるおそれのあ
る場合（具体的には，次の適格機関投資家私売出し，ロ
の特定投資家私売出し，ハの少人数私売出しのいずれ
にもあたらないもの）（法２条４号２号）
イ　適格機関投資家私売出し
機関投資家のみを相手方とする場合で，その有価証券
がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡され
るおそれが少ないものとして金商令１条の７の４で定める
場合
ロ　特定投資家私売出し
特定投資家のみを相手方として行う場合であって，次の
（ⅰ），（ⅱ）の両者の要件をみたすとき
（ⅰ）売付け勧誘等の相手方が国，日本銀行及び適格機
関投資家以外の者である場合には，金融商品取引業者
等が顧客からの委託により又は自己のために売付け勧
誘等を行うこと
（ⅱ）その有価証券がその取得者から特定投資家等以外
の者に譲渡されるおそれが少ないものとして金商令１条
の８の２，定義府令１３条の５で定める場合
ハ　少人数私売出し
多人数向け売付け勧誘等にもイの適格機関投資家私売
出しにもロの特定投資家私売出しにも該当しない場合
（１ヵ月以内に同一種類の有価証券が発行されて合計す
ると５０名以上になる場合を除く≪注４≫）で，その有価
証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして
金商令１条の８の４で定める場合

（５）  売出し（法２条４項）
「第１項有価証券」についての，有価証券の「売出し」
は，既に発行された有価証券の売付けの申込み又は
その買付けの申込みの勧誘（「売付け勧誘等」）のう
ち，均一の条件で，５０名以上の者を相手として行う場
合（金商令１条の８）です≪注２≫。
次のイ，ロ，ハのすべての要件をみたすときは売出し
にあたりません（法２条４項１号）。
イ　売付け勧誘等が特定投資家のみを相手方として
行われること
ロ　売付け勧誘等の相手方が国，日本銀行及び適格
機関投資家以外の者である場合には，金融商品取引
業者等が顧客からの委託により又は自己のために売
付け勧誘等を行うこと
ハ　その有価証券が取得者から特定投資家以外の者
に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める
場合
「均一の条件」は，証券会社が日常的に行う既発行の
有価証券の売付けの申込み等が売出しにあたらない
ことを明確にする趣旨です。

１５９頁・３行目－１６行目

 

  売出し 

 

 

  私売出し 

 

 

５０人以上  

５０人未満 イ，ロ，ハ以外  

イ 適格機関投資家私売出し 

ロ 特定投資家私売出し 

ハ 少人数私売出し 
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１６０頁・２０行目 ＜１０号＞　（削除） ＜１０号＞　地域経済活性化支援機構

１６０頁・２１行目 ―
追加
＜１０号の２＞　東日本大震災事業者再生支援機構

同 ＜１１号＞　財政融資資金の管理及び運用をする者
＜１１号＞　財政融資資金の管理及び運用，並びに財政
投融資計画の執行をする者

１６１頁・５行目
＜２０号＞　民間都市機構（都市再生特別措置法２９
条１項２号）

＜２０号＞　民間都市機構（都市再生特別措置法２９条１
項１号，７１条１項１号）

１６１頁・１１行目 ―
追加
＜２３号の２＞　特定目的会社（資産流動化法２条３項）
※

１６１頁・２４行目 ―

追加
＜２７号＞　外国の法令に準拠して設立された厚生年
金・企業年金に類するもので，純資産１００億円以上のも
の

１６１頁・２６行目

適格機関投資家となるための届出は，毎年１月中に
行った場合は３月から，４月中に行った場合は６月か
ら，７月中に行った場合は９月から，１１月中に行った
場合は１２月から，各２年間，適格機関投資家になる
と定義府令１０条５項で定められ，適格機関投資家と
なる機会は年４回とされています。

適格機関投資家となるための届出は，平成２３年４月６
日以降随時受け付けられることになりました。

１６２頁・５行目 特定募集等が開始される日の前日までに 特定募集等が開始される前に

１６２頁・７行目

（２）　「特定募集等」とは，①（ⅰ）その有価証券に関し
て開示が行われている場合の売出し（法４条１項３
号），若しくは（ⅱ）発行価額又は売出価額の総額が１
億円未満の有価証券の募集又は売出し（同項５号），
（ⅲ）その有価証券に関して開示が行われている場合
及び勧誘がその有価証券の発行会社に関して行われ
ているため有価証券届出書の提出をしない適格機関
投資家取得有価証券一般勧誘（法４条２項但書，開示
府令２条の４），（ⅳ）その有価証券に関して行われて
いる場合及び内閣府令で定める場合にあたるため有
価証券届出書の提出を要しない特定投資家等取得有
価証券一般勧誘（法２条３項但書）のうち，②有価証
券の売出しに該当するもの，若しくは有価証券の売出
しに該当せず，かつ，開示が行われている場合に該
当しないものです（法４条４項）。

（２）　「特定募集等」とは，「特定募集」とその有価証券に
関して開示が行われている場合の売出し（法４条１項３
号）です（法４条６項）。「特定募集」とは，①（ⅰ）発行価
額又は売出価額の総額が１億円未満の有価証券の募集
又は売出し（同条１項５号，開示府令２条３項），（ⅱ）そ
の有価証券に関して開示が行われている場合及び勧誘
がその有価証券の発行会社に対して行われているため
有価証券届出書の提出をしない適格機関投資家取得有
価証券一般勧誘（法４条２項但書，開示府令２条の４），
（ⅲ）その有価証券に関して開示が行われている場合及
び開示府令２条の７で定める場合にあたるため有価証券
届出書の提出を要しない特定投資家等取得有価証券一
般勧誘（法２条３項但書）のうち，②有価証券の売出しに
該当するもの，若しくは有価証券の売出しに該当せず，
かつ，開示が行われている場合に該当しないものです
（法４条５項）。

１６２頁・１２行目 （ⅳ）その有価証券に関して行われている場合 （ⅳ）その有価証券に関して開示が行われている場合

１６２頁・１７行目

（３）　その開示が行われている有価証券の売出しで
一定の日における株主名簿に記載されている株主に
対して行われる場合（法４条３項）の売出しで売出価額
の総額が１億円未満のもの，有価証券の募集又は売
出でその価額が１０００万円（開示府令４条４項）以下
のものは，有価証券通知書の提出は不要です（法４条
５項但書）。

（３）　開示が行われている有価証券の売出しで一定の
日における株主名簿に記載されている株主に対して行
われる場合（法４条４項）の売出しで売出価額の総額が１
億円未満のもの，開示が行われている有価証券の売出
しで発行者その他開示府令４条４項に定める者以外の
者が行うもの，有価証券の募集又は売出でその価額が１
０００万円（開示府令４条５項）以下のものは，有価証券
通知書の提出は不要です（法４条６項但書）。

１６３頁・６行目 新たに有価証券が発行される場合
新たに有価証券が発行される場合（内閣府令で定める
組織再編成発行手続に類似する場合を含む。）

１６３頁・９行目 既に発行された有価証券が交付される場合
既に発行された有価証券が交付される場合（組織再編
成発行手続に類似する場合を除く。）

１６３頁・１５行目 金商令２条の４ 金商令２条の４，５
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１６３頁・２５行目
イ　組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家の
みである場合であって金商令１条の４に定める場合

イ　組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみ
である場合であって，金商令１条の４に定める場合

１６３頁・２７行目
ロ　１号の多人数向け発行にもイのプロ向け発行にも
該当しない場合であって，金商令１条の７に定める場
合です。

ロ　１号の多人数向け発行にもイの適格機関投資家向け
発行にも該当しない場合であって，金商令１条の７に定
める場合。

１６４頁・１行目 金商令１条の７に定める場合です 金商令２条の４の２に定める場合

１６４頁・１０行目 法２条の２第４項 法２条の２第４項３号

１６４頁・１１行目

（Ｃ）「特定組織再編成交付手続」とは，第１項有価証
券では組織再編成対象会社株主等が５０名以上の場
合，第２項有価証券では組織再編成対象会社株主等
が５００名以上である場合です（法２条の２第５項，金
商令２条の６・２条の７）。

（３）　「特定組織再編成交付手続」の定義も，第１項有価
証券と第２項有価証券で区分されています（法２条の２第
５項，金商令２条の６，７）。
（ａ）第１項有価証券の「特定組織再編成交付手続」は，
組織再編成発行手続のうち，次の１号又は２号にあたる
場合です。
＜１号＞組織再編成対象会社株主等が５０名以上の場
合
ただし，再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみ
である場合は除きます。
＜２号＞次のイ，ロのいずれにも該当しない場合
イ　組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみ
であって，金商令１条の７の４で定める場合
ロ　１号の多人数向け交付にもイの適格機関投資家向け
交付にも該当しない場合であって，金商令２条の６の２で
定める場合
（ｂ）第２項有価証券の「特定組織再編成交付手続」は，
組織再編成対象会社株主等が５００名以上である場合で
す（法２条の２第５項３号，金商令２条の７）。

１６４頁・１４行目 （３） （４）

１６４頁・２３行目 （４） （５）

１６４頁・２７行目 （５） （６）

１６６頁・１９行目 （法１３条１項）。

（法１３条１項）。なお，ライツ・オファリング（株主全員に対
する新株予約権無償割当て〔会社法２７７条〕により行う
新株予約権の募集）で，法１３条１項１号及び２号，開示
府令１１条の５に該当するものは，作成義務が免除され
ます（法１３条１項但書）。

１６６頁・２０行目 開示府令１１条の２に定めるもの 開示府令１１条の４に定めるもの

１６７頁・２３行目 （法１５条２項）。
（法１５条２項）（インターネットによる提供。法２７条の３０
の９第１項，開示府令２３条の２）。

１６８頁・１９行目 （法１５条３項）。
（法１５条３項，２７条の３０の９第１項，開示府令２３条の
２）。

１６９頁・１行目 （法１５条４項）。
（法１５条４項，２７条の３０の９第１項，開示府令２３条の
２）。

１７１頁・８行目 提出者又はその子会社の有価証券 提出者が発行する有価証券

１７１頁・９行目 募集又は売出しによらないで取得した者に対し
募集若しくは売出しによらないで取得した者又は処分し
た者に対し

１７１頁・１０行目 あります（無過失責任）。 あります。

１７１頁・１２行目 （法２１条の２第１項）。
（法２１条の２第１項）。また，その書類の虚偽記載等につ
いて故意・過失がなかったことを証明したときは，賠償責
任を免れます（同条２項）。

１７１頁・２０行目

③　裁判所は，②の証明があった場合，その事情から
損害の性質上損害額の立証が極めて困難であるとき
は，相当な額を損害と認定することができます（法２１
条の２第２～５項）。

③　裁判所は，①の場合に②の証明があり，その事情か
ら損害の性質上損害額の立証が極めて困難であるとき
は，相当な額を損害と認定することができます（法２１条
の２第２～５項）。

１７２頁・４行目 た者に対して，記載 た者又は処分した者に対して，記載
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１７６頁・１７行目 投資信託 投資信託・外国投資信託

１７７頁・１０行目 金商令１条の８の３ 金商令１条の８の６

１７７頁・２０行目 行為
行為並びに特定店頭デリバティブ取引（法４０条の７第１
項）並びにその媒介，取次ぎ及び代理

１７８頁・１７行目 ―

追加
［１号の２］　外国市場デリバティブ取引又はその委託の
媒介・取次ぎ又は代理のうち，外国において外国市場デ
リバティブ取引等を行う業者が，外国から金融商品取引
業者・金融機関等を相手方として又は外国から勧誘する
ことなく行う行為

１８０頁・４行目 ―

追加
［７号の２］　従業員株式所有制度（ESOP）に基づき信託
などが従業員持株会に譲渡するために発行会社の株式
を募集又は売出しに際し引受ける行為

１８０頁・３０行目 ―
追加
［９号の２］　法２条８項１４号の外国投資信託の運用行
為のうち，外国の投資運用業者が行うもの

１８１頁・８行目
［１１号］　法２条８項１５号の自己運用行為のうち，次
の二層型不動産ファンドの子ファンドの運用行為

［１１号］　法２条８項１５号の自己運用行為のうち，次の
二層型不動産ファンドの子ファンド運営者の運用行為

１８３頁・２行目 ―

追加
自己売買としての市場デリバティブ取引のうち，自己売
買としての商品関連デリバティブ取引は１号に該当しま
せん。商品関連デリバティブ取引とは，金融商品（法２条
２４項３号の２に掲げるものに限る）又は金融指標（当該
金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限
る）に係る市場デリバティブ取引です。

１８３頁・６行目

取引所金融商品市場での取引は金融商品取引所の
会員等だけが行えることになっているので，顧客から
注文を受けて売買を執行するのは，売買の「取次ぎ」
にあたります。

削除

１８３頁・２３行目

「特定投資家向け売付け勧誘等」とは，均一の条件で
多数の者を相手方として行う政令で定める場合に該
当する第１項有価証券にかかる売付け勧誘等（法２条
４項）であって，法２条４項１号イからハの要件のすべ
てをみたすものです（法２条６項）。

「特定投資家向け売付け勧誘等」とは，第１項有価証券
にかかる売付け勧誘等（法２条４項）であって，法２条４項
２号ロに掲げる場合に該当するもの（特定投資家私売出
し）です（法２条６項）。

１８４頁・８行目

平成２０年の金商法の改正により，有価証券の種類に
照らして取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券
市場以外で行うことが投資家保護のため適切でない
ものは政令でＰＴＳ業務から除かれることになりまし
た。

平成２０年の金商法の改正により，有価証券の種類に照
らして取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場
以外で行うことが投資家保護のため適切でない特定投
資家向け有価証券の売買又はその媒介・取次ぎ・代理
はＰＴＳ業務から除かれることになりました（金商令１条の
９の３）。

１８４頁・２２行目
「金融商品の価値等」は，金融商品の価値，オプション
の対価額又は金融指標の動向のことです。

「金融商品の価値等」は，金融商品（金融商品たる商品
にあっては，金融商品取引所に上場されているものに限
る）の価値，オプションの対価額又は金融指標（金融商
品たる商品に係るものにあっては，金融商品取引所に上
場されているものに限る）の動向のことです。

１８５頁・６行目 （ｋ）　１６号の

（ｋ）　１６号は，商品関連市場デリバティブ取引について
の２号，３号又は５号に掲げる行為を行う場合にあって
は，これらの行為に関して，顧客から金融商品たる商品
又は寄託された金融商品たる商品に関して発行された
証券若しくは証書の預託を受けることを含みます。１６号
の

１８７頁・１６行目 他の法人 クラブ法人

１８８頁・７行目 自己募集を 一部の有価証券については自己募集を
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１８９頁・１９行目 ―

追加
＜１号の２＞　商品関連市場デリバティブ取引≪注１≫
についての，媒介，取次ぎ又は代理（法２条８項２号），委
託の媒介，取次ぎ又は代理（同項３号），又は有価証券
等清算取次ぎ（同項５号）

１８９頁・２３行目 ≪注≫ ≪注２≫

１８９頁・２４行目 金商業等府令５条 金商業等府令４条

１８９頁・２９行目 ―
追加
≪注１≫　法２条８項１号。

１８９頁・２９行目 ≪注≫ ≪注２≫

１９０頁・１０行目 ―

追加
［３号］　その有価証券が新株予約権証券（金商業等府
令４条の２第１項で定める有価証券を含む）である場合
において，その新株予約権証券を取得した者がその新
株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権（同条
２項で定める権利を含む）を行使しないときにその行使し
ない新株予約権にかかる新株予約権証券を発行者又は
所有者から取得して自己又は第三者がその新株予約権
を行使することを内容とする契約をすること。

１９０頁・１８行目

イ若しくはロに掲げる有価証券に表示されるべき権利
又はハ若しくはニに掲げる有価証券のうち内閣府令で
定めるものに表示されるべき権利であって，法２条２
項の規定により有価証券とみなされるもの

イ若しくはロに掲げる有価証券に表示されるべき権利で
あって，法２条２項の規定により有価証券とみなされるも
の

１９０頁・２６行目 第１項有価証券に関連しない 有価証券に関連しない

１９２頁・２３行目 ①法２８条１項１号に掲げる行為にかかる業務，②
①法２８条１項１号に掲げる行為にかかる業務，①の２同
項１号の２に掲げる行為にかかる業務，②

１９４頁・２２行目
（ⅰ）　適格機関投資家等（適格機関投資家≪注１≫及び

４９名以下の適格機関投資家以外の者）を相手方≪注２

≫

（ⅰ）　適格機関投資家等（適格機関投資家≪注１≫及び４

９名以下の適格機関投資家以外の者）≪注２≫を相手方

１９４頁・２４行目 私募≪注３≫ 私募≪注３≫≪注４≫

１９４頁・２８行目
（金商令１７条の１２第４項・１条の３で定められた有価
証券，為替手形，約束手形，競馬用馬を含む）

（金商令１７条の１２第４項・１条の３，定義府令５条で定
められた有価証券，為替手形，約束手形，競馬用馬を含
む）

１９５頁・１行目 内閣総理大臣に届出≪注４≫をする 内閣総理大臣に届出をする

１９５頁・９行目

適格機関投資家等特例業務のうち，（ⅰ），（ⅱ）につ
いては，法３５条から４０条の５のうち３８条１項（虚偽
告知），３９条（損失補てん）とその罰則規定のみ適用
され，（ⅱ）について法４２条から４２条の８は適用され
ません（法６３条４項・６３条の３第３項）。

適格機関投資家等特例業務については，法３６条１項，
３６条の３，３７条，３７条の３，４，３８条１号・２号・８号，３
９条，４０条，４０条の３，４０条の３の２，４２条，４２条の
２，４，７，４５条とその罰則規定のみ適用されます。な
お，特定投資家の特例（第１節第５款〔３４条から３４条の
５〕及び４５条）も適用されます（法６３条１１項・６３条の３
第３項）。

１９５頁・１５行目
≪注２≫　次のイ，ロ，ハのいずれかが相手方である
場合，（ⅰ）は認められません

≪注２≫　適格機関投資家以外の者とは，金商令１７条
の１２第１項，金商業等府令２３３条の２に該当する者に
限られます。但し，金商令１７条の１２第２項のベンチャー
ファンドでは，金商業等府令２３３条の３各号に該当する
者も含まれます。次のイ，ロ，ハは適格機関投資家等と
認められません

１９６頁・１９行目
≪注４≫　届出書は添付の別紙様式第２０号です（金
商業等府令２３６条）。届出者は，特例業務を行う個人
又は法人で，組合ではありません。

≪注４≫　次の＜１号＞＜２号＞の要件に該当するもの
は除かれます（金商業等府令２３４条の２第１項，２項）。
＜１号＞　集団投資スキーム持分を有することとなる適
格機関投資家のすべてが，純資産額５億円未満の投資
事業有限責任組合である
＜２号＞　集団投資スキームの資産運用等業者と密接
な関係を有する者（同府令２２３条の２第１項２号から６
号）及びベンチャーファンド特例の適格機関投資家以外
の者にあたる者（同府令２２３条の３）が出資・拠出する
金銭が，集団投資スキーム持分の財産総額の５０％以
上を占めること
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１９８頁８行目から
２０１頁

■別紙様式第２０号（第２３６条，第２３９条関係） 全部削除

２０４頁・１３行目
（１）　「有価証券関連業」とは，次に掲げる行為のいず
れかを行うことです（法２８条８項）。

（１）　「有価証券関連業」とは，次に掲げる行為のいずれ
かを業として行うことです（法２８条８項）。

２０６頁・２７行目

＜５号の２＞　商品ファンド法２条１項の商品投資によ
り，又は価格の変動が著しい物品若しくはその使用に
より得られる収益の予測が困難な物品として政令で定
めるものの取得をし，譲渡をし，使用をし，若しくは使
用させることにより，他人のため金銭その他の財産の
運用を行う業務

＜５号の２＞　商品ファンド法２条１項の商品投資によ
り，又は同条４項の商品（金商令１５条の２６）の取得を
し，譲渡をし，使用をし，若しくは使用させることにより，他
人のため金銭その他の財産の運用を行う業務

２０８頁・１０行目 （２）　処分 （２）　監督上の処分

２０９頁・３行目

報告の徴収及び検査は，金融商品取引業者の主要
株主，親銀行等（法３１条の４第３項）若しくは子銀行
等（同条４項）にも及びます（法２９条の４第２項以
下）。

報告の徴収及び検査は，金融商品取引業者の主要株
主，特定金融商品取引業者等（法３６条３項），親銀行等
（法３１条の４第３項）若しくは子銀行等（同条４項）にも及
びます（法２９条の４第２項以下）。

２１０頁・１６行目 市場デリバティブ取引を行う
市場デリバティブ取引（商品関連市場デリバティブ取引
のみを行うものを除く）を行う

２１０頁・２１行目
東京証券取引所，大阪証券取引所，ジャスダック証券
取引所，東京金融取引所

東京証券取引所，大阪取引所，東京金融取引所

２１１頁・４行目 法１１２条１項により 法１１２条１項若しくは２項により

２１１頁・７行目
＜１号＞　金融商品取引業者及び取引所取引許可業
者

＜１号＞　金融商品取引業者及び取引所取引許可業者
（法６０条の４第１項）

２１１頁・１０行目 法１１３条１項により 法１１３条１項若しくは２項により

２１１頁・１４行目

≪注１≫　法２条１９項は，「取引参加者」を，法１１２
条１項又は１１３条１項の規定による取引資格に基づ
き，取引所金融商品市場における有価証券の売買又
は市場デリバティブ取引に参加できる者をいうと定義
しています。

≪注１≫　法２条１９項は，「取引参加者」を，法１１２条１
項若しくは２項又は１１３条１項若しくは２項の規定による
取引資格に基づき，取引所金融商品市場における有価
証券の売買又は市場デリバティブ取引に参加できる者を
いうと定義しています。

２１１頁・２０行目

（５）　平成２０年の改正で，金融商品取引所は，内閣
総理大臣の認可を得て，地球温暖化対策の推進に関
する法律２条６項の算定割合量その他内閣府令で定
める取引を行う市場の開設ができることになりました。

（５）　平成２０年の改正で，金融商品取引所は，内閣総
理大臣の認可を得て，地球温暖化対策の推進に関する
法律２条６項の算定割合量にかかる取引を行う市場，平
成２１年の改正で商品先物取引をするために必要な市場
の開設ができることになりました。

２１１頁・２９行目
ただし，地方公共団体は５０％の範囲での取得が内閣
総理大臣により認可されます。

ただし，認可金融商品取引業協会，金融商品取引所，金
融商品取引所持株会社，商品取引所又は商品取引所持
株会社が取得する場合は認められます。なお，地方公共
団体は５０％の範囲での取得が内閣総理大臣により認
可されます。

２１３頁・１１行目
＜５号＞　会員及び金融商品仲介業者の行う金融商
品取引業に争いがある場合のあっせん

＜５号＞　会員及び金融商品仲介業者の行う金融商品
取引業に関する紛争の解決

２１４頁・１４行目 法１５６条の１９ 法１５６条の１９第１項

２１７頁・４行目 課徴金・開示検査課 取引調査課，開示検査課

２１７頁・５行目 ５課 ６課

２１７頁・１４行目 ―
追加
・取引調査課
　　課徴金調査

２１７頁・１５行目 課徴金・開示検査課 開示検査課

２１７頁・１６行目 課徴金にかかる事件の調査や開示検査 開示検査

２１７頁・１８行目 犯則事件の調査 犯則事件（金商令４５条）の調査

２１７頁・２０行目 平成１８年度末で２６８名です。 平成２３年度末で３９２名です。

２１７頁・２５行目 証券会社等 金融商品取引業者等
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２１７頁・２７行目

課徴金・開示検査課では，平成１７年に導入された課
徴金の対象となる行為の取締り，発行開示，継続開
示，公開買付開示，大量保有開示，監査証明につい
ての検査を行っています。

開示検査課では，法２６条等に基づく開示検査を行って
います。

２１８頁・２０行目 法７９条の４９各号 法７９条の４９第１項各号

２１８頁・２１行目 もって証券取引に対する
もって証券取引又は商品関連市場デリバティブ取引に対
する

２１８頁・２３行目 有価証券関連業 有価証券関連業又は商品デリバティブ取引関連業務

２１８頁・２５行目 関連取引を行う者 関連取引又は対象商品デリバティブ関連取引を行う者

２１８頁・２５行目 （法７９条の２０第１項）。

（法７９条の２０第１項）。「商品デリバティブ取引関連業
務」とは，商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等（法４
３条の２の２）に係る業務をいい，「対象商品デリバティブ
関連業務」も同条に定義されています。

２１９頁・９行目 ―

追加
＜２号＞　商品関連市場デリバティブ取引について金融
商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭，有価
証券その他の財産のうち内閣府令・財務省令で定めるも
の

２１９頁・９行目 ＜２号＞ ＜３号＞

２１９頁・１３行目 ―

追加
＜４号＞　商品デリバティブ取引関連業務に係る取引に
関し，一般顧客の計算に属する金銭又は金融商品取引
業者が一般顧客から預託を受けた金銭

２１９頁・１３行目 ＜３号＞ ＜５号＞

２１９頁・１７行目 ―

追加
＜６号＞　商品デリバティブ関連業務に係る取引に関し，
一般顧客の計算に属する有価証券若しくは商品（寄託さ
れた商品に関して発行された証券又は証書を含む）又は
金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた有価証
券若しくは商品

２１９頁・１７行目 ＜４号＞ ＜７号＞

２１９頁・２８行目 （法７９条の２７，金商令１８条の７の２第１項）。 （法７９条の２７第１項，金商令１８条の７の２第１項）。

２２４頁・１５行目 法２７条の３０の２第１項 法２７条の３０の２

２２５頁・１３行目 ①，② （ⅰ），（ⅱ）

２２７頁・１３行目 （平成１９年１０月１７日改正後のもの） （平成２１年８月２４日改正後のもの）

２２８頁・１行目 （同規則２条の３） （同規程４１４条１項）

２２８頁・１７行目 （同規程５０３条） （同規程５０２条）

２２８頁・１９行目
「有価証券上場規程」６０１条１２号，「同施行規程」６０
１条９項２号

「有価証券上場規程」６０１条１項１２号，「同施行規程」６
０１条１０項２号

２２８頁・２１行目 上記（１）の適時開示の規則１条の３は 東京証券取引所の会社情報適時開示ガイドブックは

２２９頁・２０行目 １６６条（会社関係者のインサイダー取引）と同じです。
１６６条（会社関係者のインサイダー取引）と同じです。
「役員」は上場投資法人等の資産運用会社の役員を含
みます。

２２９頁・２５行目 特定有価証券等の買付け等 特定有価証券等に係る買付け等

２３１頁・１０行目

金商法との関係でいえば，金商法２条１項の有価証券
又は同条２項の規定による有価証券とみなされる権
利≪注１≫を取得させる行為≪注２≫（金販２条１項５
号・６号イ），金商法２条２１項の市場デリバティブ取引
若しくは同条２３項の市場デリバティブ取引又はこれら
の取次ぎ（金販２条１項８号），金商法２条２２項の店
頭デリバティブ取引又はその取次ぎ（金販２条１項９
号），金利，通貨の価格その他指標の数値としてあら
かじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時
期における現実の当該指標の数値に基づいて算出さ
れる金銭の授受を約する取引（金販２条１項１０号），
が「金融商品の販売」にあたります≪注３≫。

金商法との関係でいえば，信託財産の運用方法が特定
されていない金銭の信託にかかる信託契約の委託者と
の締結（金販２条１項３号，金販令２条），金商法２条１項
の有価証券又は同条２項の規定による有価証券とみな
される権利≪注１≫を取得させる行為≪注２≫（金販２条
１項５号・６号イ），金商法２条２１項の市場デリバティブ取
引若しくは同条２３項の市場デリバティブ取引又はこれら
の取次ぎ（金販２条１項８号），金商法２条２２項の店頭デ
リバティブ取引又はその取次ぎ（金販２条１項９号），が
「金融商品の販売」にあたります≪注３≫。
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２３１頁・２６行目 「金融商品の販売等に関する法律施行令」 金販令

２３７頁・１５行目 有価証券交付勧誘 有価証券交付勧誘等

２３７頁・２９行目 （第１編第４章６（３）に記載）。
（第１編第４章６（３）に記載）［金融商品仲介業者につい
ては法６６条の１４の２］。

２３７頁・３０行目

（ｘⅲ）金融商品取引業者等は，開示が行われていな
い特定投資家向け有価証券について，取得勧誘又は
売付け勧誘を行うことなく売付けその他政令で定める
行為を行う場合は，その相手方に対して開示が行わ
れていないことその他内閣府令で定める事項を告知し
なければなりません（法４０条の５第１項）。

（ｘⅲ）金融商品取引業者等は，開示が行われていない
特定投資家向け有価証券について，取得勧誘又は売付
け勧誘を行うことなく売付け（金商令１６条の７の２第１号
イからヘ，金商業等府令１２５条の４第１項各号の行為を
除く）を行う場合はその契約締結までに，買付け（金商令
１６条の７の２第２項イからニ，金商業等府令１２５条の４
第２項各号の行為を除く）を行う場合はその行為のときま
でに，その相手方に対して開示が行われていないことな
ど金商業等府令１２５条の５第２項で定める事項を告知し
なければなりません（法４０条の５第１項，金商業等府令
１２５条）。

２３８頁・９行目 内閣府令 金商業等府令１２５条の６

２３８頁・２１行目

≪注２≫　「特定投資家向け売付け勧誘等」（法２条６
項）とは，均一の条件で多数の者を相手方として行う
場合として政令で定める場合に該当する第１項有価
証券にかかる売付け勧誘等であって，次のイからハま
でのすべての要件をみたすものです。

≪注２≫　「特定投資家向け売付け勧誘等」（法２条６項）
とは，第１項有価証券にかかる売付け勧誘等であって，
次のイからハまでのすべての要件をみたすものです。

２３８頁・３１行目 政令 金商令１条の８の２，定義府令１３条の５

２３９頁・４行目 政令 金商令２条の１２の４第１項

２３９頁・９行目 内閣府令 開示府令２条の２

２３９頁・１１行目
＜４号＞　特定上場有価証券その他流通状況がこれ
に準ずるものとして政令で定める有価証券

＜４号＞　特定上場有価証券及びこれらであった有価証
券（金商令２条の１２の４第３項）

２３９頁・２０行目 内閣府令 特定証券情報府令２条

２３９頁・２３行目 内閣府令 特定証券情報府令７条２項・３項

２３９頁・３０行目
施行日は，公布の日（平成２０年６月１３日）から６ヵ月
を超えない範囲内において政令で定める日です（改正
法附則１条本文）。

施行日は，平成２０年１２月１２日です。

２３９頁・３１行目
ただし，ファイアーウォールの見直しの部分は公布の
日から１年を越えない範囲内において政令で定める日
からです（同附則１条３号）。

ただし，ファイアーウォールの見直しの部分は平成２１年
６月１３日からです。

２３９頁末行 ― ［Ｑ３２］（別紙１），［Ｑ３３］（別紙２）を追加

２４３頁・１行目から
２５６頁

重要事実一覧 本補正表添付の重要事実一覧に変更

２５７頁左欄あ行１２行目 ― 売付け勧誘……１５９

２５７頁中欄か行２６行目 ― 学校貸付債券……１４５

２５７頁右欄か行６０行目 ― 金融商品取引契約……９３，９６，１３６

２５９頁左欄た行６７行目 ― 特定投資家等……１５７
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（別紙１）  

 

〔Ｑ３２〕信用格付業者とは何か  

 Ａ  

 （１）信用格付業者とは，信用格付業を行う法人（法人でない団体     

   で代表者又は管理人の定めのあるものを含む）≪注１≫で内閣

総理大臣の登録を受けたものです（法２条３６項・６６条の２

７）。信用格付業とは，信用格付を付与し，かつ，提供し又は閲

覧する行為≪注２≫を業として行うことをいいます（法２条３

５項）。信用格付は金融商品の信用状態又は法人≪注３≫の信用

状態に関する信用評価の結果について，記号又は数字≪注４≫

を用いて表示した等級をいいます≪注５≫（法２条３４項）。  

    平成２１年改正法（「金融商品取引法等の一部を改正する法

律」平成２１年法律第５８号）は，米国の企業会計不正事件や

サブプライム・ローン問題を踏まえ，格付会社による格付が投

資者の投資判断を歪めることがないよう，格付会社が金融市場

において適切な役割を果たすように，信用格付業者の制度を金

融商品取引法に新設しました。  

    法は，信用格付業者を登録制度とし，金融商品取引業者等が

顧客に対し，無登録の信用格付業を行う者が付した信用格付≪

注６≫について，無登録業者によること及び信用格付業者の登

録の意義その他金商業等府令１１６条の３に定める事項，を告

げずに提供して，金融商品取引契約の締結を勧誘することを禁

止しています（法３８条３号）。  

   ≪注１≫個人は登録できません（法６６条の３０第１項１号）。 

   ≪注２≫行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資    

     家の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして

定義府令２５条に定めるものを除く。  

   ≪注３≫有価証券の発行者が法人でない場合など定義府令２４

条１項で定めるものを含む。  
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   ≪注４≫記号・数字に類する定義府令２４条２項で定めるもの

を含む。  

   ≪注５≫主として信用評価以外の事項を勘案して定められる等

級で定義府令２４条３項で定めるものを除く。  

   ≪注６≫金商業等府令１１６条の２で定めるものを除く。  

 

 （２）法は，信用格付業者に，独立した立場において公正かつ誠実

に業務を行う義務を負わせ（法６６条の３２），業務管理体制の

整備を義務付け（法６６条の３３，金商業等府令３０６条）て

います。また，格付関係者（法６６条の３３第２項，金商業等

府令３０７条）と密接な関係（同府令３０８条）を有する場合

や，閲覧の禁止や信用格付けに重要な影響を及ぼすべき同府令

３１０条に定める事項に関して助言を行った場合（同府令３１

１条で定める場合を除く），信用格付の提供又は閲覧に供するこ

とを禁止しています（法６６条の３５第１・２号）。  

    また，格付方針等（信用格付を付与し，かつ，提供し又は閲

覧に供するための方針及び方法）の公表と，格付方針等に従っ

た業務を義務づけています（法６６条の３６第１・２項，金商

業等府令３１３・３１４条）。そして，信用格付業者は事業年度

ごとに，業務の状況に関する金商業等府令３１８条に定める事

項を記載した説明書類を作成し，事業年度４ヵ月経過後から１

年間備置くと共にインターネットへも掲示します（法６６条の

３９，金商令１８の４の３，金商業等府令３１９条）。  

    信用格付業者は，業務改善命令（法６６条の４１），登録取消

し・業務の全部又は一部の停止命令・役員の解任命令（法６６

条の４２），報告徴取及び検査（法６６条の４５）により金融庁

が監督を行います。  
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（別紙２）  

 

〔Ｑ３３〕指定紛争解決機関とは何か  

 Ａ  

 （１）指定紛争解決機関とは，金融商品取引業等業務≪注１≫に関

する苦情≪注２≫を処理する手続（苦情処理手続）及び同業務

に関する紛争≪注３≫を訴訟によらずに解決を図る手続（紛争

解決手続）並びにこれらに付随する業務≪注４≫を行う者で、

内閣総理大臣により指定された法人（法人でない団体で代表者

又は管理人の定めのあるものを含む）です（法１５６条の３８

第１項・９項～１１項，同条の３９）。  

    金融商品・サービスに関するトラブルを裁判外で簡易・迅速

に解決し利用者の保護を図る目的で，平成２１年の改正法によ

り創設されました。  

   ≪注１≫特定第一種金融商品取引業務（法１５６条の３８第２

項）・特定第二種金融商品取引業務（同条３項）・特定投資

助言・代理業務（同条４項）・特定投資運用業務（同条５項）・

特定登録金融機関業務（同条６項）又は特定証券金融会社

業務（同条７項）をいいます（同条８項）。  

   ≪注２≫金融商品取引業等業務関連苦情といいます（法１５６

条の３８第９項）。        

   ≪注３≫金融商品取引業等業務関連紛争といいます（法１５６

条の３８第１０項）。  

   ≪注４≫苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれ

らに付随する業務を，紛争解決等業務といいます（法１５

６条の３８第１１項）。  

 

 （２）加入金融商品取引関係業者≪注５≫の顧客は指定紛争解決機

関に対し，金融商品取引業等業務関連苦情について解決の申立

を行うことができ，その場合指定紛争解決機関は，その相談に
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応じ，顧客に必要な助言を行い，金融商品取引業等業務関連苦

情について調査するとともに，加入金融商品取引関係業者に対

してその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければ

なりません（法１５６条の４９）。  

    顧客又は加入金融取引関係業者≪注６≫は，指定紛争解決機

関に対し，紛争解決手続の申立をすることができます（法１５

６条の５０第１項）。この場合，弁護士・金融商品取引業等業務

の経験者，消費生活相談員，司法書士等から紛争解決委員が選

任され（同条３項），非公開の紛争解決手続を行います（同条４

項，６項）。その手続では，当事者・参考人の意見を聴取し，報

告書の提出，当事者からの帳簿書類その他の物件の提出が行わ

れます。  

    紛争解決委員は和解案を作成して当事者に受諾を勧告するほ

か，特別調停案を提示することができます。特別調停案は加入

金融商品取引関係業者が受諾を義務づけられる和解案です。但

し，顧客が受諾をしないとき，訴えが提起されたとき，訴えが

係属していて取り下げられないとき，他の手続で仲裁合意・和

解・調停が成立したときは，受諾は義務づけられません（法１

５６条の４４第６項）。  

    指定紛争解決機関において当事者から徴収する紛争解決等業

務の実施に関する料金（法１５６条の４４第１項５号）は低廉

に抑えて利用しやすくし（同条５項），加入金融商品取引関係業

者が負担する負担金（同条１項４号）により賄うこととしてい

ます。    

   ≪注５≫金融商品取引業者等又は証券金融会社は，指定紛争解

決機関と手続実施基本契約（法１５６の３８第１３項）を

締結しなければならず（法３７条の３，１５６条の３１の

２），金融商品取引者は締結により加入金融取引関係業者と

なります（法１５６条の４２第２項）。  

   ≪注６≫加入金融取引関係業者又はその顧客を当事者といいま
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す（法１５６条の４４第１項３号）。  

    

（３）認可協会，認定協会や認定投資家保護団体でも苦情の解決・

あっせんが行われます（法６７条の８第１項１１号，法７７条，

同条の２，法７８条２項４・５号，７８条の６・７，法７９条

の７第１項１・２号）。但し，認可協会や認定協会が指定紛争解

決機関に指定されたときは，指定紛争解決機関として紛争解決

等業務を行います（法７７条５項，同条の２第９項，７８条の

６・７）。  
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（別紙３）  

 

〔Ｑ３４〕無登録業者による未公開有価証券の取引の民事効規定とは

何か  

 Ａ  

 （１）無登録業者（法２９条の登録を受けないで第一種金融商品取

引業又は第二種金融商品取引業を行う者）が、未公開有価証券

≪注１≫を売付け等≪注２≫した場合、その契約≪注３≫を無

効とするものです。契約の民法上の効力を定めるものです（法

１７１条の２第１項）。  

    近年、無登録業者が「上場が間近で必ず儲かる」などと高齢

者を勧誘して価値のない未公開株を販売するトラブルが多発し

ており、適合性原則に合致しない暴利的行為について消費者保

護の観点から、平成２３年の改定により規定されたものです。  

   ≪注１≫未公開有価証券とは、社債券、株券、新株予約権証券、

その他適正な取引を確保することが特に必要なものとし

て施行令３３条の４の５第１項で定める有価証券で、次

の１号から３号に該当しないものです。  

   １号  金融商品取引所に上場されている有価証券  

   ２号  店頭売買有価証券又は取扱有価証券  

３号  前２号に掲げるもののほか、その売買価格又は発行者

に関する情報を容易に取得することができる有価証券と

して施行令３３条の４の５第２項で定める有価証券  

   ≪注２≫「売付け等」とは、売付け又はその媒介若しくは代理、

募集又は売出しの取扱い、売出し又は私募の取扱い（施

行令３３条の４の４）をいいます。  

   ≪注３≫法文上は、「対象契約」と呼んでおり、その売付け等に

係る契約又はその売付け等により締結された契約であつ

て、顧客による未公開有価証券の取得を内容とするもの

をいいます。  
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 （２）無登録業者が、売付けの媒介・代理や募集・売出しの取扱い

を行う場合も、１７１条の２第１項は、未公開有価証券の売主、

発行者と未公開有価証券の取得者との間の対象契約に適用され

て、対象契約は無効となります。  

 

（３）（１）（２）いずれの場合でも、無登録業者又は対象契約に係

る未公開有価証券の売主若しくは発行者（対象契約の当事者に

限る。）が、①売付け等が顧客の知識、経験、財産の状況及び対

象契約を締結する目的に照らして顧客の保護に欠けるものでな

いこと、または、②売付け等が不当な利得行為に該当しないこ

とを証明したときは、有効とされます（同項但書）。  

 

（４）平成２３年改正前から、法３１条の３は、金融商品取引業者

でない者は、金融商品取引業者という商号若しくは名称又はこ

れに紛らわしい商号若しくは名称を用いてはならない旨、規定

していました。  

   さらに、平成２３年改正により、金融商品取引業者等、金融

商品仲介業者その他の法令の規定により金融商品取引業（登録

金融機関業務を含む。）を行うことができる者以外の者は、次の

１号、２号に掲げる行為をしてはならないことが定められまし

た。  

  １号  法３６条の２第１項に規定する標識又はこれに類似す

る標識の提示その他の金融商品取引業を行う旨の表示を

すること。  

   ２号  金融商品取引業を行うことを目的として、金融商品取

引契約の締結について勧誘をすること（第２条第８項各

号に掲げる行為に該当するものを除く。）。  

 

（５）法１７１条の２、３１条の３の規定は平成２３年１１月２４

日に施行されました。  
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（別紙４）  

 

〔Ｑ３５〕上場投資法人の投資証券の売買等にインサイダー取引は

成立するか  

Ａ  

（１）平成２５年の金融商品取引法の改正により、Ｊ－ＲＥＩＴなど

の上場投資法人等の投資証券などについても法１６６条、１６７

条のインサイダー取引規制が及ぶことになりました。  

   上場投資法人等の発行する投資証券の市場価格は、いわゆるス

ポンサー企業の変更、公募増資、大口テナントの退去などが公表

されて変動することがあります。こうした情報を知りうる特別な

立場にあるものが、その情報を知って情報の公表前に投資証券等

の取引を行うことは、一般の投資家との公平を欠き、証券市場の

公正性、健全性を損ない証券市場に対する投資家の信頼を失うも

のであることから、インサイダー取引規制の対象としたものです。 

 

（２）「上場投資法人等」とは、投資信託・投資法人法２条１２項に

規定する投資法人である上場会社等をいいます（法１６３条１

項）。法１６６条１項の主体となる上場会社等である上場投資法

人の会社関係者は、次の１号から５号の者です。上場投資法人等

の「重要事実」を次の１号から５号にそれぞれ定めるところによ

り知った場合に主体となります。  

  ＜１号＞ 上場投資法人等（親会社及び資産運用会社≪注１≫及

びその特定関係法人≪注２≫を含む。以下＜５号＞まで

同じ）の役員等  

      → その者の職務に関し知ったとき  

  ≪注１≫ 投資信託・投資法人法２条１９項の登録投資法人（同

法１８７条）の委託を受けてその資産運用に係る業務を

行う金融商品取引業者です（法１６３条１項）。  

  ≪注２≫ 次の法１６６条５項１号、２号のいずれかに該当する
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者です。  

      〔１号〕 有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告

書で公衆縦覧に供されたもの又は公表した特

定証券情報・発行者情報の直近のものに、「上

場投資法人等の資産運用会社の親会社」として

記載された会社（金商令２９条の３第２項、取

引府令５５条の７第１項）  

      〔２号〕 有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告

書で公衆縦覧に供されたもの又は公表した特

定証券情報・発行者情報の直近のものに、「資

産運用会社の利害関係人等（投資信託・投資法

人法２０１条１項、同法施行令１２３条、同法

施行規則２４４条の３）のうち、金商令２９条

の３第３項１号から４号のいずれかの取引（取

引府令５５条の８で定める基準に該当するも

のに限る）を行い又は行った法人」として記載

された法人（取引府令５５条の７第２項）  

 

＜２号＞ 上場投資法人等の親会社及び資産運用会社及びその特

定関係法人の帳簿閲覧権を有する株主、出資者、社員≪

注３≫  

→ その権利の行使に関し知ったとき  

  ≪注３≫ これらの株主等が法人（法人でない団体で代表者又は

管理人の定めのあるものを含む）であるときはその役員

等を、法人以外の場合は代理人、使用人を含みます。  

＜２号の２＞  上場投資法人等の投資主（投資信託・投資法人法

２条１６項）又は帳簿閲覧権を有する親法人の投資主（同

法１２８条の３第２項、会社法４３３条３項）≪注４≫  

    → その権利（投資信託・投資法人法１２８条の３第１

項又は同条第２項、会社法４３３条３項の帳簿閲覧権）
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の行使に関し知ったとき  

≪注４≫ これらの投資主が法人であるときはその役員等を、こ

れらの投資主が法人以外の者であるときはその代理人又

は使用人を含みます。  

  ＜３号＞ 上場投資法人等に法令に基づく権限を有する者  

      → その権限の行使に関し知ったとき  

＜４号＞  上場投資法人等と契約を締結している者又は契約の 

締結の交渉をしている者  

    → その契約の締結若しくはその交渉又は履行に関し知

ったとき  

＜５号＞ ２号・２号の２・４号に掲げる者であって法人である

ものの他の役員等（２号・２号の２・４号に掲げる者の

役員等が、２号・２号の２・４号に定めるところにより

知ったときに限る）  

    → 他の役員等の職務に関し知ったとき  

 

法１６６条１項後段で主体とされる「元会社関係者」、法１６６

条３項で主体とされる「情報受領者」の意義は、本文２８頁（ｂ）

（ｃ）（ｄ）（ｅ）と同じです。  

なお、「上場会社等」には投資証券、新投資口予約権証券、投資

法人債券、外国投資証券（法２条１項１１号）で上場されている

もの、取扱有価証券に該当するものの発行者が含まれることにな

りました（法１６３条１項、金商令２７条の２）。  

 

（３）上場投資法人等の会社関係者等のインサイダー取引についての

「重要事実」は、法１６６条２項９号から１４号に掲げられたも

のです（同項１号カッコ書き）。９号から１１号及び１４号は「上

場投資法人」の業務に関する重要事実、１２号・１３号は上場投

資法人等の「資産運用会社」の業務に関する重要事実です。  

   ９号、１０号、１２号、１３号については、投資者の投資判断



11 

 

に及ぼす影響が軽微であるとして取引府令５５条の２、３、５、

６で定める基準（軽微基準）に該当するものが除かれます（法１

６６条２項柱書カッコ書き）。１１号については投資者の投資判断

に及ぼす影響が重要なものとして取引府令５５条の４に定める基

準（重要基準）に該当するものに限られます。  

   末尾の「重要事実一覧（上場投資法人等）」に記載します。  

 

（４）上場投資法人等についての「公表」は、次の法１６６条４項２

号から４号の事項について、それぞれ各号に定める者により、（イ）

上場投資法人等又は資産運用会社が重要事実等を２つ以上の報道

機関に公開し、１２時間を経過したこと（金商令３０条１項１号・

２項）、（ロ）上場投資法人又は資産運用会社が重要事実等を金融

商品取引所又は認可金融商品取引業協会に通知し、それがＴＤＮ

ＥＴに掲示されたとき（金商令３０条１項２号、取引府令５６条）、

（ハ）上場投資法人等で特定投資家向け有価証券の発行者又は資

産運用会社が、重要事実等を金融商品取引所又は認可金融商品取

引業協会に通知し、それが英語でＴＤＮＥＴに掲示されたとき、

（ニ）重要事実等が記載された（ⅰ）有価証券届出書、添付書類、

これらの訂正届出書（法５条１項・１０項・４項）、（ⅱ）発行登

録書、添付書類（法２３条の３）、発行登録追補書類、添付書類（法

２３条の８）、これらの訂正発行登録書、（ⅲ）有価証券報告書、

添付書類（法２４条）、これらの訂正報告書、（ⅳ）確認書（法２

４条の４の２）、その訂正確認書、（ⅴ）内部統制報告書（法２４

条の４の４）、添付書類、その訂正報告書、（ⅵ）四半期報告書（法

２４条の４の７）、半期報告書（法２４条の５第１項）、これらの

訂正報告書、並びにこれらの確認書（法２４条の４の８・２４条

の５の２・２４条の４の２）、その訂正確認書、（ⅶ）臨時報告書

（法２４条の５第５項）、その訂正報告書、（ⅷ）親会社等状況報

告書（法２４条の７）、その訂正報告書が、公衆縦覧に供されたと

きです。  
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＜２号＞ 法１６６条２項９号・１１号の重要事実、上場投資法

人等の業務執行を決定する機関の決定又は上場投資法人

等の営業収益若しくは同項９号ニに規定する金銭の分配  

       上場投資法人等  

  ＜３号＞ 法１６６条２項１２号に規定する重要事実又は資産運

用会社の業務執行を決定する機関の決定  

       上場投資法人等の資産運用会社  

  ＜４号＞ 法１６６条２項１０号、１３号又は１４号の重要事実  

       上場投資法人等又は資産運用会社  

   上場投資法人等の投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債

券、外国投資証券は法１６６条１項、３項の客体である「特定有

価証券等」に含まれ、その行為である「売買等」の意義は本文３

１頁（ｋ）に同じです。  

 

（５）適用除外については本文３１頁（ｌ）と同様ですが、上場投資

法人等については、次の点が異なります。  

   法１６６条４項３号には、投資口の買取請求（投資信託・投資

法人法１４１条１項、１４９条の３第１項、１４９条の８第１項、

１４９条の１３第１項）に基づく売買等が含まれます。４号の防

戦買いは上場投資法人等では役員会の要請となります（金商令３

１条の２）。６号には投資法人債券が含まれます（金商令３２条の

２第１号の２から第４号）。  

   取引府令５９条１項４号・５号（本文３２頁④⑤）には、役員

持投資口会・従業員持投資口会が含まれます。資産運用会社又は

特定関係法人の役員持投資口会・従業員持投資口会も適用除外と

なります（取引府令５９条１項８号の２）。同９号（本文３２頁⑨）

の累積投資契約は投資証券を対象とするものが含まれます。  

 

（６）上場投資法人等の投資証券・新投資口予約権証券・外国投資証

券の買付け等又は売付け等についても、法１６７条の公開買付者
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等関係者のインサイダー取引規制が及ぶことになりました（金商

令３３条２号から５号）。  

   「公開買付け等」である、①法２７条の２第１項の上場等株券

等の発行者以外の者による公開買付けは投資証券等及び新投資口

予約権証券等を対象とするものが含まれます（金商令６条１項３

号）。②５％以上の買集めも投資証券等及び新投資口予約権証券等

の買集めが含まれます（金商令３１条）。また、客体である「株券

等」である「特定株券等」には、投資証券、新投資口予約権証券、

外国投資証券が含まれます（金商令３３条２号から５号）。  

   適用除外については、法１６７条５項３号に投資口の買取請求

に基づく売付け等又は買付け等が含まれます（金商令３３条の４

の２、投資信託・投資法人法１４１条１項、１４９条の３第１項、

１４９条の８第１項、１４９条の１３第１項）。取引府令６３条１

項４号・５号（本文３９頁④⑤）には、役員持投資口会・従業員

持投資口会が含まれます。資産運用会社又は特定関係法人の役員

持投資口会・従業員持投資口会も適用除外となります（取引府令

６３条１項８号の２）。同９号（本文３９頁⑨）の累積投資契約は

投資証券を対象とするものが含まれます。   
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重 要 事 実 一 覧 
（上場投資法人） 

 
 
1. 決定事実（法１６６Ⅱ⑨） 

上場投資法人等の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについ

ての決定をしたこと、当該機関が公表された当該決定に係る事項を行わないことを

決定したこと（軽微基準に該当するものを除く） 

 

 事項 軽微基準(取引府令) 

(1) 資産の運用に係る委託契約の締

結又はその解約    （⑨イ） 

ナシ 

(2) 投資法人の発行する投資口を引

き受ける者の募集 

〔投資信託・投資法人法８２Ⅰ〕

（⑨ロ） 

募集の払込金額の総額が１億円未満の見込み 

（５５の２①） 

(3) 自己投資口の取得〔投資信託・

投資法人法８０の２Ⅰ、８０の

５Ⅱ〕        （⑨ハ） 

ナシ 

(4) 新投資口予約権無償割当て〔投

資信託・投資法人法８８の１３〕 

（⑨ニ） 

予約権行使の払込金額の合計額が１億円未満の

見込み 

かつ 

１口に対し新投資口予約権の目的である投資口

が０．１口未満        （５５の２②） 

(5) 投資口の分割     （⑨ホ） １口に対し０．１口未満増加  （５５の２③） 

(6) 金銭の分配      （⑨ヘ） 額の変動率が２０％未満    （５５の２④） 

(7) 合併         （⑨ト） 合併による資産の増加額が最近営業期間末の純

資産の３０％未満の見込み 

かつ 

合併予定日の営業期間及び翌営業期間における

営業収益の各増加額が最近営業期間の営業収益

の１０％未満の見込み     （５５の２⑤） 

(8) 解散                  （⑨チ） ナシ 

(9) 最低純資産額の減少 

〔投資信託・投資法人法１４２

Ⅰ、６７Ⅳ〕 

（金商令２９の２の２①） 

ナシ 

(10) 金融商品取引所に対する投資証

券の上場廃止に係る申請             

（金商令２９の２の２②） 

ナシ 
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(11) 認可金融商品取引業協会に対す

る投資証券の登録の取消しに係

る申請      

（金商令２９の２の２③） 

ナシ 

(12) 認可金融商品取引業協会に対す

る投資証券の取扱有価証券とし

ての指定の取消しに係る申請            

（金商令２９の２の２④） 

ナシ 

(13) 破産又は再生手続開始の申立て 

（金商令２９の２の２⑤） 

ナシ 

(14) 防戦買いの要請 

（金商令２９の２の２⑥） 

ナシ 

 

 

2. 発生事実（法１６６Ⅱ⑩） 

上場投資法人等に次に掲げる事実が発生したこと（軽微基準に該当するものを除

く） 

 

 事実 軽微基準（取引府令） 

(1) 災害に起因する損害又は業務遂

行の過程で生じた損害 （⑩イ） 

損害の額が最近営業期間末の純資産の３％未満

の見込み          （５５の３Ⅰ①） 

(2) 特定有価証券又は特定有価証券

に係るオプションの上場の廃止

又は登録の取消しの原因となる

事実               （⑩ロ） 

投資法人債券のみの廃止・取消原因となる事実 

（５５の３Ⅰ②） 

(3) イ．財産権上の請求に係る訴え

の提起 

（金商令２９の２の３①） 

訴額が最近営業期間末の純資産の１５％未満 

かつ 

直ちに全面敗訴した場合、提訴から３営業期間の

営業収益の各減少額が最近営業期間の営業収益

の１０％未満の見込み   （５５の３Ⅰ③イ） 

 ロ．財産権上の請求に係る訴え

についての判決等（訴訟の

全部若しくは一部の裁判に

よらない完結を含む） 

（金商令２９の２の３①） 

イの基準に該当する訴えに係る判決等又はイの

基準に該当しない訴えに係る訴訟の一部の完結

の場合で、判決等により投資法人の給付する財産

の額が最近営業期間末の純資産の３％未満の見

込み 

かつ 

判決等から３営業期間の営業収益の各減少額が

最近営業期間の営業収益の１０％未満の見込み                      

（５５の３Ⅰ③ロ） 
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(4) イ．資産の運用の差止めその他

これに準ずる処分を求める

仮処分命令の申立て    

（金商令２９の２の３②） 

仮処分命令が直ちに発せられた場合、申立てから

３営業期間の営業収益の各減少額が最近営業期

間の営業収益の１０％未満の見込み 

（５５の３Ⅰ④イ） 

 ロ．イの申立てについての裁判

等（申立てに係る手続の全

部若しくは一部の裁判によ

らない完結を含む） 

（金商令２９の２の３②） 

裁判等から３営業期間の営業収益の各減少額が

最近営業期間の営業収益の１０％未満の見込み          

（５５の３Ⅰ④ロ） 

(5) 登録の取消し〔投資信託・投資

法人法２１６Ⅰ、１８７〕その

他これらに準ずる行政庁による

法令に基づく処分 

（金商令２９の２の３③） 

法令に基づく処分から３営業期間の営業収益の

各減少額が最近営業期間の営業収益の１０％未

満の見込み              （５５の３Ⅰ⑤） 

(6) 債権者その他当該上場投資法人

等以外の者による破産手続開始

の申立て又は再生手続開始の申

立て （金商令２９の２の３④） 

ナシ 

(7) 不渡り等         

 （金商令２９の２の３⑤） 

ナシ 

(8) 債務者又は保証債務に係る主た

る債務者について不渡り等、破

産手続開始の申立て等その他こ

れらに準ずる事実が生じたこと

により、債務者に対する債権又

は主たる債務者に対する求償権

について債務の不履行のおそれ

が生じたこと 

（金商令２９の２の３⑥） 

債権又は求償権について債務不履行のおそれの

ある額が最近営業期間末の純資産の３％未満の

見込み                （５５の３Ⅰ⑥） 

(9) 主要取引先（前営業期間におけ

る営業収益又は営業費用が営業

収益の総額又は営業費用の総額

の１０％以上の取引先）との取

引の停止 

（金商令２９の２の３⑦） 

取引停止から３営業期間の営業収益の各減少額

が最近営業期間の営業収益の１０％未満の見込

み                     （５５の３Ⅰ⑦） 

(10) 債務の免除、第三者による債務

の引受け若しくは弁済       

（金商令２９の２の３⑧） 

免除・引受け・弁済の額が最近営業期間末の債務

総額の１０％未満      （５５の３Ⅰ⑧） 

(11) 資源の発見        

（金商令２９の２の３⑨） 

資源の採掘・採取の開始から３営業期間の営業収

益の各増加額が最近営業期間の営業収益の１

０％未満の見込み        （５５の３Ⅰ⑨） 
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(12) 特定有価証券又は特定有価証券

に係るオプションの取扱有価証

券としての指定の取消しの原因

となる事実 

（金商令２９の２の３⑩） 

ナシ 

 

（注） 営業期間が６カ月の場合は、２営業期間を１営業期間として計算する（4、

5も同じ）。 

 

 

3. 決算情報（法１６６Ⅱ⑪） 

上場投資法人等の次の事項について、公表された直近の予想値（当該予想値がな

い場合は、公表された前営業期間の実績値）と、上場投資法人等が新たに算出した

予想値又は当営業期間の決算との差異が生じたこと（重要基準に該当するものに限

る） 

 

 事項 重要基準(取引府令) 

(1) 営業収益 １０％以上の増減       （５５の４①） 

(2) 経常利益 ３０％以上の増減※  

かつ 

増減額が前営業期間末の純資産額の５％以上 

 （５５の４②） 

(3) 純利益 ３０％以上の増減※ 

かつ 

増減額が前営業期間末の純資産額の２．５％以上  

（５５の４③） 

(4) 金銭の分配 ２０％以上の増減 ※          （５５の４④） 

 

 （注） 公表がされた直近の予想値又は当該予想値がない場合における公表がさ

れた前営業期間の実績値が０の場合は、※に該当する。 
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4. 資産運用会社の決定事実（法１６６Ⅱ⑫） 

上場投資法人等の資産運用会社の業務執行を決定する機関が資産運用会社につ

いて次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと、当該機関が公表された

当該決定に係る事項を行わないことを決定したこと（軽微基準に該当するものを除

く） 

 

 事項 軽微基準（取引府令） 

(1) 

 

上場投資法人等から委託を受け

て行う資産の運用であって、上

場投資法人等による特定資産

〔投資信託・投資法人法２Ⅰ〕

の取得若しくは譲渡又は貸借が

行われるもの   （⑫イ） 

 

ⅰ）特定資産の取得が行われる

もの 

特定資産の取得価額が投資法人の最近営業期間

末の固定資産の簿価の１０％未満の見込み 

（５５の５Ⅰ①イ） 

ⅱ）特定資産の譲渡が行われる

もの 

特定資産の譲渡価額が投資法人の最近営業期間

末の固定資産の簿価の１０％未満の見込み 

（５５の５Ⅰ①ロ） 

ⅲ）特定資産の貸借が行われる

もの 

貸借から３営業期間の投資法人の営業収益の各

増加額が最近営業期間の営業収益の１０％未満

の見込み         （５５の５Ⅰ①ハ） 

(2) 上場投資法人等と締結した資産

の運用に係る委託契約の解約 

（⑫ロ） 

ナシ 

(3) 株式交換       （⑫ハ） 資産運用会社が株式交換完全親会社となる場合

で、資産運用会社の主要株主の異動が見込まれる

場合でないこと       （５５の５Ⅰ②） 

(4) 株式移転       （⑫ニ） ナシ 

(5) 合併         （⑫ホ） 資産運用会社が吸収合併存続会社〔会社法７４９

Ⅰ〕となる場合で、資産運用会社の主要株主の異

動が見込まれる場合でないこと（５５の５Ⅰ③） 

(6) 解散            （⑫ヘ） ナシ 

(7) 会社分割 

（金商令２９の２の４①）      

 

ⅰ）事業の全部又は一部を承継

させる場合 

投資法人から委託を受けて行う資産の運用に係

る業務の承継が行われると見込まれる場合でな

いこと          （５５の５Ⅰ④イ） 

ⅱ）事業の全部又は一部を承継

する場合 

主要株主の異動が見込まれる場合でないこと 

 （５５の５Ⅰ④ロ） 
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(8) 事業譲渡     

（金商令２９の２の４②） 

 

 ⅰ）事業の全部又は一部を譲渡

する場合 

投資法人から委託を受けて行う資産の運用に係

る業務の承継が行われると見込まれる場合でな

いこと          （５５の５Ⅰ⑤イ） 

 ⅱ）事業の全部又は一部を譲り

受ける場合 

主要株主の異動が見込まれる場合でないこと 

（５５の５Ⅰ⑤ロ） 

(9) 上場投資法人等から委託された

資産の運用に係る事業の休止又

は廃止（金商令２９の２の４③） 

休止又は廃止から３営業期間の投資法人の営業

収益の各減少額が最近営業期間の営業収益の１

０％未満の見込み      （５５の５Ⅰ⑥） 

(10) 上場投資法人等から委託を受け

て行う資産の運用であって、そ

の全部又は一部が休止又は廃止

されることとなるもの 

（金商令２９の２の４④） 

休止又は廃止から３営業期間の投資法人の営業

収益の各減少額が最近営業期間の営業収益の１

０％未満の見込み      （５５の５Ⅰ⑦） 

(11) 破産、再生又は更生手続開始の

申立て（金商令２９の２の４⑤） 

ナシ 

(12) 上場投資法人等から委託を受け

て行う資産の運用であって、新

たに開始されることとなるもの 

（金商令２９の２の４⑥） 

資産運用の開始から３営業期間の投資法人の営

業収益の各増加額が最近営業期間の営業収益の

１０％未満の見込み 

かつ 

資産運用のために投資法人が特別に支出する額

が投資法人の最近営業期間末の固定資産の簿価

の１０％未満の見込み    （５５の５Ⅰ⑧） 

 

 

5. 資産運用会社の発生事実（法１６６Ⅱ⑬） 

上場投資法人等の資産運用会社に次に掲げる事実が発生したこと（軽微基準に該

当するものを除く） 

 

 事実 軽微基準（取引府令） 

(1) 金融商品取引業者の登録の取消

し（法５２Ⅰ、２９）、業務停止、

これらに準ずる行政庁の法令に

基づく処分      （⑬イ） 

法令に基づく処分から３営業期間の投資法人の

営業収益の各減少額が最近営業期間の営業収益

の１０％未満の見込み         （５５の６Ⅰ①） 

(2) 特定関係法人の異動  （⑬ロ） ナシ 

(3) 主要株主の異動    （⑬ハ） ナシ 
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(4) イ．上場投資法人等から委託さ

れた資産の運用に係る財産

権上の請求に係る訴えの提

起 

（金商令２９の２の５①） 

直ちに全面敗訴した場合、提訴から３営業期間の

投資法人の営業収益の各減少額が最近営業期間

の営業収益の１０％未満の見込み 

（５５の６Ⅰ②イ） 

 ロ．上場投資法人等から委託さ

れた資産の運用に係る財産

権上の請求に係る訴えにつ

いての判決等（訴訟の全部

若しくは一部の裁判によら

ない完結を含む） 

（金商令２９の２の５①） 

判決等から３営業期間の投資法人の営業収益の

各減少額が最近営業期間の営業収益の１０％未

満の見込み        （５５の６Ⅰ②ロ） 

(5) イ．上場投資法人等から委託さ

れた資産の運用に係る事業

の差止めその他これに準ず

る処分を求める仮処分命令

の申立て 

（金商令２９の２の５②） 

仮処分命令が直ちに発せられた場合、申立てから

３営業期間の投資法人の営業収益の各減少額が

最近営業期間の営業収益の１０％未満の見込み              

（５５の６Ⅰ③イ） 

 ロ．イの申立てについての裁判

等（申立てに係る手続の全

部若しくは一部の裁判によ

らない完結を含む） 

（金商令２９の２の５②） 

裁判等から３営業期間の投資法人の営業収益の

各減少額が最近営業期間の営業収益の１０％未

満の見込み        （５５の６Ⅰ③ロ） 

(6) 債権者その他の当該上場投資法

人等の資産運用会社以外の者に

よる破産手続開始の申立て等 

（金商令２９の２の５③） 

ナシ 

(7) 不渡り等 

（金商令２９の２の５④） 

ナシ 

(8) 特定関係法人に係る破産手続開

始の申立て等 

（金商令２９の２の５⑤） 

ナシ 

(9) 特別支配株主が当該上場会社等

の資産運用会社に係る株式等売

渡請求を行うことについての決

定をしたこと又は特別支配株主

が公表された当該決定に係る株

式等売渡請求を行わないことを

決定したこと 

（金商令２９の２の５⑥） 

ナシ 
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6. バスケット条項（法１６６Ⅱ⑭） 

1から 5までに掲げる事実のほか、上場投資法人等の運営、業務又は財産に関す

る重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの 

 

以上 
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（別紙５）  

 

Ｑ３６ 未公表の重要事実の伝達等の禁止とは何か  

Ａ  

〔禁止行為〕  

法１６７条の２第１項によれば、①会社関係者であって、重要事実

を法１６６条１項各号に定めるところにより知ったものが、②他人に

対し、③当該重要事実の公表前に、当該上場会社等の特定有価証券等

に係る売買等をさせることにより当該他人に利益を得させ又は当該他

人の損失の発生を回避させる目的をもって、④当該重要事実を伝達し、

又は当該売買等をすることを勧めること、が禁止されます。  

法１６７条の２第２項によれば、①公開買付者等関係者であって、

公開買付け等事実を法１６７条１項各号に定めるところにより知った

ものが、②他人に対し、③当該公開買付け等事実の公表前に、公開買

付け等の実施に関する事実に係る場合にあっては当該公開買付け等に

係る株券等に係る買付け等をさせ又は公開買付け等の中止に関する事

実に係る場合にあっては当該公開買付け等に係る株券等に係る売付け

等をさせることにより当該他人に利益を得させ又は当該他人の損失の

発生を回避させる目的をもって、④当該公開買付け等事実を伝達し、

又は当該買付け等若しくは売付け等を勧めること、が禁止される。  

 

〔趣旨〕  

 会社関係者（法１６６条１項）、公開買付者等関係者（法１６７条１

項）が、他人に対して、重要事実・公開買付け等事実の公表前にその

他人が売買等又は買付け等・売付け等をすることにより利益を得又は

損失を回避することができるように、重要事実・公開買付け等事実を

伝達し又は売買等又は買付け等・売付け等をすることを勧めることは、

インサイダー情報を知りうる特別の立場にある者が他人の著しく有利

な（一般投資家と比べて）取引を引き起こすもので、証券市場の公正

性と健全性を損なわせ、証券市場に対する一般の信頼を失わせるもの
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です。これらの行為を禁止することによりインサイダー取引やこれに

類する行為を防止する趣旨です。  

 

〔説明〕  

 〔禁止行為〕の①は主体で、その意義は法１６６条１項、１６７条

１項と同じです。法１６６条３項、１６７条３項の情報受領者は主体

とならず、伝達や勧める行為の禁止はありません。  

 相手方は「他人」で、法人を含みます。  

 〔禁止行為〕の③は目的です。上場会社では、Ｍ＆Ａの交渉やＩＲ

活動などで他人にインサイダー情報を伝達したり取引を推奨すること

があることから、これらが禁止されると企業の通常の活動を阻害する

ことになるため、それを防止するための要件です。  

 「伝達」の意義も法１６６条３項と同じです。「勧める」は売買等又

は買付け等・売付け等を行うことをさそうとの意味です。例えば、重

要事実を知る上場会社の社長が知人に重要事実を伝えず、同社の株価

が上昇することのみを告げて、株式の購入を推奨した場合です。重要

事実を伝達することなく、その存在をほのめかし、又は重要事実を知

りうる立場にあることを示して取引を推奨する場合など、勧めるに該

当します。  

 

〔罰則〕  

（ⅰ）５年以下の懲役若しくは５００万円以下の罰金又は併科（法１

９７条の２第１４号、第１５号）  

   但し、伝達を受けた者又は勧められた者が重要事実・公開買付

け等事実の公表前に特定有価証券等に係る売買等又は株券等に係

る買付け等・売付け等を行った場合（法１６６条６項、１６７条

５項の適用除外にあたる場合は不処罰）に処罰されます。  

   これは、企業の通常の活動を阻害するのを防止するためで、伝

達又は勧める行為が他人の投資判断の一要素となった場合に処罰

されます。  
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（ⅱ）法人処罰（法２０７条１項２号）  

   ５億円以下の罰金  

（ⅲ）没収に関する法１９８条の２の適用はありません。  

 

〔資格制限〕（会３３１条１項３号、３３５条１項）  

 

〔課徴金〕（法１７５条の２）  

（ａ）課徴金の額は、次の同条１項・２項の各１号から３号です。  

 〈１号〉仲介関連業務に関しての違反行為の場合  

     違反行為の月の月額仲介関連業務報酬×３  

 〈２号〉募集等業務に関しての違反行為の場合  

     イ＋ロ  

     イ 違反行為の月の月額仲介関連業務報酬×３  

     ロ {（発行者から募集等業務及び募集等業務にあわせて行

われる有価証券の引受け〔法２条８項６号〕業務の対

価）－（他の者に支払う有価証券の引受け業務の対価）}

×１／２（課徴金府令１条の２５・２６各第２項）  

 〈３号〉〈１号〉〈２号〉以外の場合  

     違反行為によって行われた売買等の利得相当額×１／２  

 

（ｂ）「仲介関連業務」とは、法２条８項２号又は３号の行為、同項４

号の行為（店頭デリバティブ取引を除く）、同項１０号の行為（有

価証券の売買を除く）及び法３５条１項８号の有価証券の情報の

提供又は助言の行為（課徴金府令１条の２４）に係る業務です。

「募集等業務」は法２条８項９号の有価証券の募集若しくは売出

しの取扱い又は私募又は特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いに

係る業務です（Ｑ１１参照）。  

 

（ｃ）課徴金についても〔罰則〕（ⅰ）同様に、伝達を受けた者又は勧

められた者が重要事実・公開買付け等事実の公表前に、特定有価
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証券等に係る売買等又は株券等に係る買付け等・売付け等を行っ

た場合（法１６６条６項、１６７条５項の適用除外にあたる場合

を除く）に納付が命じられます（法１７５条の２第１項、第２項）。  
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（別紙６）  

 

〔Ｑ３７〕フェア・ディスクロージャー・ルールとは何か  

Ａ  

〔趣旨〕  

 平成２９年の法改正（平成２９年法律第３７号）により、金融

商品取引法第２７条の３６以下に第二章の六「重要情報の公表」、

いわゆる「フェア・ディスクロージャー・ルール」の制度が新設

され、平成３０年４月１日から施行されました。  

   金融庁総務企画局の「金融商品取引法第２７条の３６の規定に

関する留意事項について（フェア・ディスクロージャー・ルール

ガイドライン）」（以下「ガイドライン」という。）（問１）は、フ

ェア・ディスクロージャー・ルールの趣旨・意義につき「法第２

７条の３６の規定（いわゆるフェア・ディスクロージャー・ルー

ル。以下「本ルール」といいます。）は、投資者に対する公平な情

報開示を確保するために導入されたものです。また、本ルールの

導入により、発行者側の情報開示ルールが整備・明確化されるこ

とで、発行者による早期の情報開示、ひいては投資家との対話が

促進されるといった積極的意義があるとされています。」としてい

ます。  

 

〔要件・効果〕法２７条の３６第１項本文  

⒜ 法２７条の３６第１項本文は、①上場会社等若しくは上場投資

法人等の資産運用会社又はこれらの役員等が、②その業務に関し

て、③取引関係者に、④重要情報の伝達を行う場合には、⑤その

上場会社等は、⑥その伝達と同時に、⑦その重要情報を公表しな

ければならない。旨を規定しています。  

⒝ ⑤⑥⑦が、法２７条の３６第１項本文の法律効果としての上場

会社等の同時公表の義務、①②③④がその義務の発生要件（同項

本文の法律要件）です。  
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法律要件の要素として①が主体、③が相手方、④が客体と行為、

②が④と業務と伝達行為の関連性、です。法律効果として⑤が義

務主体、⑦が義務内容、⑥が義務の履行時期です。同時公表の義

務があるのは、⑤の上場会社等であり、法律要件①の伝達の「主

体」と異なります。  

 

〔上場会社等〕〔上場投資法人等の資産運用会社〕〔役員等〕  

①の「上場会社等」とは、金商令１４条の１６＜１号＞から＜５

号＞に掲げる有価証券の発行者です。従って、Ｊ－ＲＥＩＴの発行

者である上場投資法人は上場会社等に含まれます。  

 ①の「上場投資法人等の資産運用会社」とは、投資法人（投資信

託・投資法人法２条１２項）である上場会社等の資産運用会社（同

条２１項）です。投資法人は資産運用以外の行為を営業としてする

ことができず（投資信託・投資法人法６３条１項）、使用人を雇用す

ることができず（同条２項）、登録投資法人（同法２条１３項）は、

資産運用会社にその資産運用に係る業務を委託しなければなりませ

ん（同法１９８条１項、１８７条、１９３条１項）。従って、投資法

人の唯一の営業である資産運用に関連する事実に関しての情報は、

資産運用会社を中心に取得・保有・管理されていることから、「上場

投資法人等の資産運用会社」も①の主体に加えられています。  

①の「役員等」とは、役員（法２１条１項１号）（会計参与が法人

であるときは、その社員）、代理人若しくは使用人その他の従業者で

す。  

 

〔取引関係者〕  

⒜ ③の「取引関係者」とは、次の法２７条の３６第１項＜１号＞

＜２号＞に掲げる者です。  

＜１号＞ 『金融商品取引法第二章の六の規定による重要情報の

公表に関する府令』（以下、「重要情報公表府令」という。）

４条に定める次の〔１号〕から〔７号〕に掲げる者又は
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これらの役員等≪注１≫  

 〔１号〕金融商品取引業者≪注２≫  

 〔２号〕登録金融機関  

〔３号〕信用格付業者その他の信用格付業を行う者  

〔４号〕投資法人≪注３≫  

〔５号〕専門的知識及び技能を用いて有価証券の価値等

〔法２条８項１１号イ〕又は金融商品の価値等〔同

号ロ〕の分析及びこれに基づく評価を行い、特定

の投資家にその分析又はその評価の内容の提供を

行う業務により継続的な報酬を受けている者  

〔６号〕高速取引者  

〔７号〕外国法人で外国において金融商品取引業、登録  

金融機関業務、信用格付業、〔５号〕の業務若しく

は高速取引行為と同種類の業務を行う者又は外国

投資法人（投資信託・投資法人法２条２５項）。  

  ＜２号＞ 上場会社等の投資者に対する広報に係る業務に関して

重要情報の伝達を受ける次の重要情報府令７条〔１号〕

から〔４号〕に掲げる者≪注４≫（重要情報公表府令７

条）  

      〔１号〕その上場会社等に係る上場有価証券等≪注５≫

≪注６≫の保有者≪注７≫  

      〔２号〕適格機関投資家（法２条３項１号）  

      〔３号〕有価証券に対する投資を行うことを主たる目的

とする法人その他の団体（外国の法令に準拠して

設立されたものを含む。）  

      〔４号〕上場会社等の運営、業務又は財産に関する情報

を特定の投資家等に提供することを目的とした会

合の出席者（その会合に出席している間に限る）  

⒝ 法２７条の３６第１項２号の「取引関係者」は、重要情報公表

府令７条柱書のとおり、「上場会社等の投資者に対する広報に係る
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業務に関して重要情報の伝達を受ける」同条１号から４号に掲げ

る者に限定されます。  

⒞ 取引関係者に、報道機関は含まれません。上場会社がフェア・

ディスクロージャー・ルールを理由に記者の取材に応じないこと

を防止して憲法２１条に基づき認められる取材の自由、報道の自

由を確保するためです。  

⒟ 定時株主総会は、重要情報公表府令７条４号の会合にあたりま

す。  

 

≪注１≫ 重要情報公表府令４条〔１号〕から〔３号〕及び〔５号〕

から〔７号〕に掲げる者において、『金融商品取引業等』以外

の業務を遂行する過程において、上場会社等若しくは上場投

資法人等の資産運用会社又はこれらの役員等から伝達を受け

た重要情報を、その重要情報が公表される前に金融商品取引

業等において利用しないための的確な措置（重要情報公表府

令５条）を講じている者において、金融商品取引業以外の業

務に従事する者が金融商品取引業等以外の業務を遂行する過

程において重要情報の伝達を受けた場合におけるその伝達を

受けた者（同府令６条）を除きます。ここで『金融商品取引

業等』とは、金融商品取引業、有価証券に関連する情報の提

供若しくは助言を行う業務、登録金融機関業務、信用格付業、

重要情報公表府令４条〔５号〕に規定する業務、高速取引行

為又は外国の法令に準拠して設立された法人が外国において

行うこれらの業務と同種類の業務をいいます。  

     これは、法２７条の３６第１項＜１号＞に該当する者の中

には、金融商品取引業者や登録金機関としての登録を受けな

がら金融商品取引業等以外の業務を行っている法人もいると

ころ、当該法人において、「重要情報の適切な管理のために必

要な措置」が講じられていれば、当該法人の役員等であって

「金融商品取引業に係る業務に従事していない者」が重要情
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報の提供を受けたとしても、市場の信頼が害されるおそれは

少ないと考えられることから、このような役員等は取引関係

者から除かれているものです。  

≪注２≫ 投資法人である上場会社等又はその役員等が、その業務に

関して、その上場会社等の資産の運用に係る業務の委託先で

ある上場投資法人等の資産運用会社に重要情報を伝達する場

合における、その上場投資法人等の資産運用会社を除きます。 

≪注３≫ 上場投資法人等の資産運用会社又はその役員等が、その業

務に関して、その上場投資法人等の資産運用会社に資産の運

用に係る業務を委託している投資法人である上場会社等に重

要情報を伝達する場合における、その投資法人を除きます。  

≪注４≫ 重要情報公表府令７条〔１号〕から〔３号〕が法人その他

の団体である場合は、その役員等（上場有価証券等に投資を

するのに必要な権限を有する者及びその者に有価証券に関連

する情報の提供又は助言を行う者に限る）を含みます。  

≪注５≫ 「上場有価証券等」とは、法３６条１項但書に規定され、

金商令１４条の１７＜１号＞から＜１１号＞に掲げるもので

す。  

≪注６≫ その上場会社等が発行するものに限られます。  

≪注７≫ その者が重要情報公表府令４条〔１号〕から〔７号〕に掲

げる者である場合にあっては、金融商品取引業等以外の業務

に従事する者が金融商品取引業以外の業務を遂行する過程に

おいて重要情報の伝達を受けた場合のその伝達を受けた者に

限られます。  

 

〔重要情報〕 

  ④の「重要情報」とは、その上場会社等の運営、業務又は財産に

関する公表されていない重要な情報であって、投資者の投資判断に

重要な影響を及ぼすものです。  

 ガイドライン（問２）は、「本ルールは、未公表の確定的な情報
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であって、公表されれば有価証券の価額に重要な影響を及ぼす蓋

然性のある情報を対象とするものです。本ルールを踏まえた情報

管理については、例えば、上場会社等は、それぞれの事業規模や

情報管理の状況に応じ、次のいずれかの方法により重要情報を管

理することが考えられます。  

①諸外国のルールも念頭に、何が有価証券の価額に重要な影響

を及ぼし得る情報か独自の基準を設けてＩＲ実務を行っているグ

ローバル企業は、その基準を用いて管理する。  

②現在のインサイダー取引規制等に沿ってＩＲ実務を行ってい

る企業については、当面、  

▪インサイダー取引規制の対象となる情報、及び  

▪決算情報（年度又は四半期の決算に係る確定的な財務情報をい

います。③において同じ。）であって、有価証券の価額に重要な影

響を与える情報を管理する。  

③仮に決算情報のうち何が有価証券の価額に重要な影響を与え

るのか判断が難しい企業については、インサイダー取引規制の対

象となる情報と、公表前の確定的な決算情報を全て本ルールの対

象として管理する。  

この３つの方法のうち、最低限の情報管理の範囲は②となりま

す。」とします。  

 

〔伝達〕  

⒜ ④の「伝達」とは、法１６６条３項、１６７条３項、１６７条

の２第１項、第２項の「伝達」と同義で、重要情報を「伝達する

意思で伝達行為を行うこと」です。  

従って、会話している者同士が気がつかないうちに盗み聞ぎし

た場合やたまたま立ち話を聞いた場合、置き忘れられた鞄の中の

会社の書類をたまたま見てしまったときなどは、伝達に当たりま

せん。上場会社等のコンピューターに不正アクセスしてデータを

入手した場合も伝達には当たりません。  
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「伝達」は、重要情報の伝達を行う者が上場会社等又は上場投

資法人等の資産運用会社の代理人又は使用人その他の従業者であ

る場合にあっては、当該上場会社等又は当該上場投資法人等の運

用会社において取引関係者に情報を伝達する職務を行うこととさ

れる者が行う伝達に限定されます（法２７条の３６第１項括弧書

き）。重要情報の伝達を行う者が上場会社等又は上場投資法人等の

資産運用会社の「役員」である場合については、このような限定

はありません。  

 

〔その業務に関して、〕  

②の「その業務に関して、」について、「その」業務とは、「上場会

社若しくは上場投資法人等の資産運用会社」の業務と解されます。

「役員等」の業務ではありません。 

 

〔例外〕法２７条の３６第１項但書、第３項本文  

取引関係者が、法令又は契約により、その重要情報が公表される

前に、その重要情報に関する秘密を漏らし且つその上場会社等の上

場有価証券等≪注５≫に係る売買等≪注８≫をしてはならない義務

を負うときは、法２７条の３６第１項本文の同時公表の義務はあり

ません（同項但書）。上場会社等が取引関係者に重要情報を伝達する

こと（例えば、証券会社に資金調達の相談をする場合）は正当な事

業活動として存在するものであり、この場合に取引関係者が重要情

報を秘密として漏らすことなく且つ重要情報を知って売買等しない

場合であれば、市場の公正性を害することは少ないからです。守秘

義務と売買をしてはならない義務のいずれもが、法令又は契約（黙

示の合意・商慣習を含む。）による義務である必要があります。  

この場合において、その重要情報の伝達を受けた取引関係者が、

法令又は契約に違反して、その重要情報が公表される前に、⒜その

重要情報に関する秘密を他の取引関係者に漏らし、又はその⒝上場

会社等の上場有価証券等に係る売買等を行ったことを知ったときは、
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⑤その上場会社等は、⑥′速やかに、⑦その重要情報を公表しなけ

ればなりません（法２７条の３６第３項本文）。法２７条の３６第１

項但書による伝達の場合に、伝達を受けた取引関係者が守秘義務に

違反して他の取引関係者に重要情報を伝達したり、自ら売買等を行

った場合は、同項但書の市場の公正性は害されていないという状況

は確保されていないことになるからです。  

但し、次の重要情報公表府令９条＜１号＞＜２号＞で定める理由

により公表できないときは、公表しないことにつき上場会社等に正

当な利益があることから、速やかなる公表は義務付けられません。  

  ＜１号＞ 取引関係者が受領した重要情報が、上場会社等若しく

はその親会社（財務諸表規則８条３項）若しくは子会社

（同３項）≪注９≫又は上場投資法人等の資産運用会社

が行い、又は行おうとしている次のイからリに掲げる行

為に係るものであって、その重要情報を公表することに

より、その行為の遂行に重大な支障が生ずるおそれがあ

る場合  

      イ 合併  

      ロ 会社の分割  

      ハ 株式交換  

      ニ 株式移転  

      ホ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け  

      ヘ 公開買付け（法２７条の２第１項、２７条の２２の

２第１項）  

      ト 子会社≪注１０≫の異動を伴う株式又は持分の譲渡

又は取得  

      チ 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申

立て  

      リ 資本若しくは業務上の提携又は資本若しくは業務上

の提携の解消  

  ＜２号＞ 取引関係者が受領した重要情報が、上場会社等が発行
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する優先出資証券、株券又は新株予約権証券若しくは投

資証券、新投資口予約権証券若しくは投資法人債券又は

外国投資証券の募集若しくは売出し又はこれに類する行

為に係るものであって、その重要情報を公表することに

より、その行為の遂行に重大な支障が生ずるおそれがあ

るとき  

 

≪注８≫ 「売買等」とは売買その他の有償の譲渡若しくは譲受け、

合併若しくは分割による承継（合併又は分割により承継させ、

又は承継すること）又はデリバティブ取引です（法２７条の

３６第１項但書）。法１６６条１項（法１６７条の２第１項、

１７５条の２第１項、１９７条の２第１４号も同じ）の規定

の文言と同一であり、法２７条の３６第１項での定義・解釈

もこれらと同一と解されます。  

     取引関係者（上場会社等若しくは上場投資法人等の資産運

用会社又はこれらの役員等が、その業務に関して、取引関係

者に重要情報を伝達した場合における、その取引関係者に限

る）が、その重要情報が公表される前に行う行為のうち、次

の〔１号〕から〔４号〕のいずれかの行為であって、その取

引関係者がその行為を行ったとしても上場会社等に関する情

報の開示に関する投資者の信頼を損なうおそれが少ないもの

は、売買等から除かれます（重要情報公表府令３条）。  

    〔１号〕  上場有価証券等に係るオプションを取得している

者がそのオプションを行使することにより上場有価

証券等を取得することその他その重要情報の伝達を

受けたことと無関係に行うことが明らかな売買、権

利の行為その他これに類する行為  

    〔２号〕  会社法１１６条１項の規定による株式の買取りの

請求若しくはこれに類する行為又は法令上の義務に

基づく行為  
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    〔３号〕  投資者を保護するための法令上の手続に従い行う

行為であって、上場会社等において、その行為以前

に、その取引関係者に対して重要情報を伝達する合

理的な理由があり、かつ、その重要情報を公表する

ことができない事情があるもの  

    〔４号〕  合併、分割又は事業の全部又は一部の譲渡若しく

は譲受けにより上場有価証券等を承継させ、又は承

継する行為  

≪注９≫ 財務諸表規則２条７項により子会社に該当しないものと推

定される特別目的会社を除きます。  

≪注１０≫ 上場会社等の子会社が当該行為を行い、又は行おうとし

ている場合にあっては、孫会社（財務諸表規則８条３項の

規定に基づき上場会社等の子会社としてみなされる会社の

うち同項及び同条４項により当該子会社が意思決定機関を

支配しているものとされる会社）。  

 

〔同時公表義務の適用除外〕法２７条の３６第２項  

①上場会社等若しくは上場投資法人等の資産運用会社又はこれら

の役員等が、②その業務に関して、③取引関係者に、④″重要情報

の伝達を行った時において、（α）伝達した情報が重要情報に該当す

ることを知らなかった場合又は（β）重要情報の伝達と同時にこれ

を公表することが困難な場合として次の重要情報公表府令８条＜１

号＞＜２号＞で定める場合には、法２７条の３６第１項本文の同時

公表義務の適用は除外されますが、この場合には、⑤その上場会社

等は、⑥″取引関係者にその伝達が行われたことを知った後速やか

に、⑦その重要情報を公表しなければならない、ことになります（法

２７条の３６第２項）。  

＜１号＞  上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の役員等

が、その業務に関して、取引関係者に意図せず重要情報を

伝達した場合  
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＜２号＞  上場会社等若しくは上場投資法人等の資産運用会社又は

これらの役員等が、その業務に関して、取引関係者に重要

情報の伝達を行った時において、その伝達の相手方が取引

関係者であることを知らなかった場合  

ガイドライン（問８）は、重要情報公表府令８条１号の、役員等

が取引関係者に「『意図せず重要情報を伝達した場合』に該当する場

合としては、例えば、上場会社等としては伝達する予定のなかった

重要情報を、その役員等がたまたま話の流れで伝達してしまったよ

うな場合が考えられます。」とします。  

 

〔公表〕法２７条の３６第４項  

 法２７条の３６第１項本文、２項後段、３項本文の「公表」は、

次の重要情報公表府令１０条＜１号＞から＜５号＞に掲げるいず

れかの方法により行わなければなりません（同条４項）。  

＜１号＞ 上場会社等、その子会社又は上場投資法人等の資産運

用会社が、重要情報が記載された法２５条１項に規定す

る書類≪注１１≫を提出する方法≪注１２≫  

＜２号＞ 上場会社等、その子会社若しくは上場投資法人等の資

産運用会社を代表すべき取締役、執行役若しくは執行役

員又はその取締役、執行役若しくは執行役員から重要情

報を公開することを委任された者が、その重要情報を次

のイからハに掲げる報道機関の２以上を含む報道機関に

対して公開する方法≪注１３≫  

イ  国内において時事に関する事項を総合して報道する

日刊新聞紙の販売を業とする新聞社及び当該新聞社に

時事に関する事項を総合して伝達することを業とする

通信社  

ロ  国内において産業及び経済に関する事項を全般的に

報道する日刊新聞紙の販売を業とする新聞社  

ハ 日本放送協会及び基幹放送事業者〔金商令９条の４第
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３号〕  

＜３号＞ 上場会社等の発行する有価証券を上場する各金融商品

取引所≪注１４≫の規則で定めるところにより、その上

場会社等又は上場投資法人等の運用会社が、重要情報を

金融商品取引所≪注１４≫に通知する（日本語で公衆の

縦覧に供する）方法  

＜４号＞ 上場会社等であってその発行する金商令１４条の１６

の有価証券がすべて特定投資家向け有価証券（法４条３

項）である者の発行する有価証券を上場する各金融商品

取引所の規則で定めるところにより、その上場会社等又

は上場投資法人等の資産運用会社が、重要情報を金融商

品取引所に通知する（英語で公衆の縦覧に供する）方法  

＜５号＞ 上場会社等が自社のウェブサイトに重要情報を掲載す

る方法≪注１５≫  

 

≪注１１≫ 自己株券買付状況報告書（法２５条１項１１号）を除き

ます。  

≪注１２≫ 当該書類が法２５条１項の規定により公衆縦覧に供され

た場合に限られます。  

≪注１３≫ 重要情報公表府令１０条２号イ、ロ、ハに掲げる報道機

関のうち少なくとも２つの報道機関に対して公開した時か

ら１２時間が経過した場合に限られます。  

≪注１４≫ 取扱有価証券では各認可金融商品取引所。  

≪注１５≫ そのウェブサイトに掲載された重要情報が集約されてい

る場合であって、掲載した時から少なくとも１年以上投資

者が無償でかつ容易に重要情報を閲覧することができるよ

うにされているときに限られます。  

 

〔報告の徴取及び検査〕法２７条の３７  

内閣総理大臣≪注１７≫は、公益又は投資家保護のため必要かつ
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適当であると認めるときは、重要情報を公表した者若しくは公表す

べきであると認められる者若しくは参考人に対し、参考となるべき

報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員をしてその者の帳簿

書類その他の物件を検査させることができます（法２７条の３７第

１項）。この報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは

資料の提出をした者及び検査を拒み、妨げ又は忌避した者は、６月

以下の懲役若しくは５０万円以下の罰金又はそれらの併科の罰則が

あります（法２０５条５号、６号）。  

内閣総理大臣≪注１６≫は、法２７条の３７第１項の規定による

報告若しくは資料の提出の命令又は検査に関して必要があると認め

るときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求

めることができます（法２７条の３７第２項）。  

 

≪注１７≫ 財務（支）局長の権限（金商令４１条の３第１項１号）。 

 

〔公表の指示等〕法２７条の３８  

内閣総理大臣≪注１８≫は、法２７条の３６第１項から第３項ま

での規定により公表されるべき重要情報が公表されていないと認め

るときは、その重要情報を公表すべきであると認められる者に対し、

重要情報の公表その他適切な措置をとるべき旨の指示をすることが

できます（法２７条の３８第１項）。  

内閣総理大臣は、法２７条の３８第１項の規定による指示を受け

た者が、正当な理由がないのにその指示に係る措置をとらなかった

ときは、その者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ず

ることができます（同条２項）。この命令に違反した者には、６月以

下の懲役若しくは５０万円以下の罰金又はこれらの併科の罰則があ

ります（法２０５条６号の５）。  

  法は、法２７条の３６第１項本文、第２項後段、第３項本文の公

表義務の違反に罰則を設けるのではなく、法２７条の３６第１項に

よる指示に基づく、同条第２項によるその指示に係る措置の命令に
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違反した場合に罰則を設けています。上場会社等が罰則を恐れて情

報を開示しなくなることを防止する意図です。  

 

≪注１８≫ 財務（支）局長の権限（金商令４１条の３第１項第２号）。  



 

1 

 

重 要 事 実 一 覧 

（協同組織金融機関、外国法人、投資法人を除く。トラッキングストックを除く） 

※は、特定上場会社等（取引府令４９条２項）では、企業集団（連結ベース）

の数値とする。 

 

1. 決定事実（法１６６Ⅱ①） 

上場会社等の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについて

の決定をしたこと、当該機関が公表された当該決定に係る事項を行わないこと

を決定したこと（軽微基準に該当するものを除く） 

 

 事項 軽微基準(取引府令) 

(1) 新株・自己株式処分の引受者の

募集又は新株予約権の引受者の

募集 

〔会社法１９９Ⅰ、２３８Ⅰ〕 

 （①イ） 

払込価額の総額が１億円未満の見込み 

                （４９Ⅰ①イ） 

(2) 資本金の額の減少   （①ロ） ナシ 

(3) 資本準備金又は利益準備金の額

の減少            （①ハ） 

ナシ 

(4) 自己株式の取得 

〔会社法１５６Ⅰ、１６３、 

１６５Ⅲ〕      （①ニ） 

ナシ 

(5) 株式無償割当て又は新株予約権

の無償割当て     （①ホ） 

 

 ⅰ）株式の無償割当て １株に対し０．１株未満     （４９Ⅰ②イ） 

 ⅱ）新株予約権の無償割当て 払い込むべき金額の合計額が１億円未満の見込

み 

かつ、 

１株に対し０．１株未満     （４９Ⅰ②ロ） 

(6) 株式の分割      （①ヘ） １株に対し０．１株未満増加    （４９Ⅰ③） 

(7) 剰余金の配当  

（①ト） 

前事業年度の配当額からの変動率が２０％未満               

（４９Ⅰ④） 

(8) 株式交換       （①チ）  

 ⅰ）完全子会社となる場合 ナシ 
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 ⅱ）完全親会社となる場合 完全子会社の最近事業年度末の総資産の簿価が

完全親会社※の最近事業年度末における純資産

の３０％未満、かつ、完全子会社の最近事業年度

の売上高が完全親会社の最近事業年度の売上高

※の１０％未満 

又は 

子会社が完全子会社となる場合  （４９Ⅰ⑤） 

(9) 株式移転       （①リ） ナシ 

(10) 合併                 （①ヌ）  

 ⅰ）新設合併 ナシ 

 ⅱ）吸収合併（消滅会社となる

場合） 

ナシ 

 ⅲ）吸収合併（存続会社となる

場合） 

合併による資産の増加額※が最近事業年度末の

純資産※の３０％未満の見込み、かつ、合併予定

日の事業年度及び翌事業年度における売上高の

各増加額※が最近事業年度の売上高※の１０％

未満の見込み 

又は、 

１００％子会社との合併の場合  （４９Ⅰ⑥） 

(11) 会社の分割            （①ル）  

 ⅰ）事業の全部又は一部を承継

させる場合 

最近事業年度末の分割資産の簿価が純資産※の

３０％未満 

かつ 

分割予定日の事業年度及び翌事業年度の分割に

よる売上高の各減少額※が最近事業年度の売上

高※の１０％未満の見込み           

（４９Ⅰ⑦イ）           

 ⅱ）事業の全部又は一部を承継

する場合 

資産増加額※が最近事業年度末の純資産※の３

０％未満の見込み 

かつ 

分割予定日の事業年度及び翌事業年度の分割に

よる売上高の各増加額※が最近事業年度の売上

高※の１０％未満の見込み           

（４９Ⅰ⑦ロ） 

(12) 事業の全部又は一部の譲渡又は 

譲受け                （①ヲ） 

 

 ⅰ）譲渡 最近事業年度末の譲渡資産の簿価が純資産※の

３０％未満の見込み、かつ、譲渡予定日の事業年

度及び翌事業年度における譲渡による売上高の

各減少額※が最近事業年度の売上高※の１０％

未満の見込み           

（４９Ⅰ⑧イ） 
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 ⅱ）譲受け 資産増加額※が最近事業年度末の純資産※の３

０％未満の見込み、かつ、譲受け予定日の事業年

度及び翌事業年度における譲渡による売上高の

各増加額※が最近事業年度の売上高※の１０％

未満の見込み 

又は、 

１００％子会社からの事業譲受け 

                   （４９Ⅰ⑧ロハ） 

(13) 解散                （①ワ） ナシ 

(14) 新製品又は新技術の企業化      

 （①カ） 

事業の開始予定日から３年以内に開始する各事

業年度の売上高の各増加額※が最近事業年度の

売上高※の１０％未満の見込み 

かつ 

事業開始のために特別に支出する額が最近事業

年度末の固定資産の簿価※の１０％未満の見込

み       

 （４９Ⅰ⑨） 

(15) イ．業務上の提携  

（金商令２８①） 

 

 ⅰ）資本提携を伴う場合 業務提携の予定日から３年以内に開始する各事

業年度の業務上の提携による売上高の各増加額

※が最近事業年度の売上高※の１０％未満の見

込み 

かつ 

相手方会社の株式・持分を新たに取得する場合

は、取得価額が最近事業年度末の純資産※と資本

金※のいずれか少なくない額の１０％未満の見

込み、 

相手方に株式を新たに取得される場合は、取得さ

れる株式数が最近事業年度末の発行済株式総数

の５％以下の見込み      （４９Ⅰ⑩イ） 

 ⅱ）新会社設立の場合 業務提携の予定日から３年以内に開始する各事

業年度の業務上の提携による売上高の各増加額

※が最近事業年度の売上高※の１０％未満の見

込み 

かつ 

新会社の設立の予定日から３年以内に開始する

各事業年度末の新会社の総資産の各簿価に出資

比率を掛けたものが最近事業年度末の純資産※

の３０％未満の見込み、かつ、その３事業年度の

各売上高に出資比率を掛けたものがいずれも最

近事業年度の売上高※の１０％未満の見込み           

（４９Ⅰ⑩イ） 
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 ⅲ）ⅰ）ⅱ）以外の場合 業務提携の予定日から３年以内に開始する各事

業年度の業務上の提携による売上高の各増加額

※が最近事業年度の売上高※の１０％未満の見

込み 

             （４９Ⅰ⑩イ） 

ロ．業務上の提携の解消 

  （金商令２８①） 

 

 ⅰ）資本提携の解消を伴う場合 業務提携の解消の予定日から３年以内に開始す

る各事業年度の業務上の提携の解消による売上

高の各減少額※が最近事業年度の売上高※の１

０％未満の見込み 

かつ 

相手方会社の株式・持分を取得している場合は、

その簿価が最近事業年度末の純資産※と資本金

※のいずれか少なくない額の１０％未満、 

相手方に株式を取得されている場合は、取得され

ている株式数が最近事業年度末の発行済株式総

数の５％以下                  

（４９Ⅰ⑩ロ） 

 ⅱ）新会社設立を伴う業務上の

提携を解消する場合 

業務提携の解消の予定日から３年以内に開始す

る各事業年度の業務上の提携の解消による売上

高の各減少額※が最近事業年度の売上高※の１

０％未満の見込み 

かつ 

新会社の最近事業年度末の総資産の簿価に出資

比率を掛けたものが最近事業年度末の純資産※

の３０％未満、かつ、新会社の最近事業年度の売

上高に出資比率を掛けたものが最近事業年度の

売上高※の１０％未満              

（４９Ⅰ⑩ロ） 

 ⅲ）ⅰ）ⅱ）以外の場合 業務提携の解消の予定日から３年以内に開始す

る各事業年度の業務上の提携の解消による売上

高の各減少額※が最近事業年度の売上高※の１

０％未満の見込み 

          （４９Ⅰ⑩ロ） 

(16) 子会社の異動を伴う株式又は持

分の譲渡又は取得              

（金商令２８②） 

 

 ⅰ）連動子会社の場合 ナシ 
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ⅱ）子会社を設立する場合 子会社設立の予定日から３年以内に開始する子

会社の各事業年度末の子会社総資産の各簿価が

親会社の最近事業年度末の純資産※の３０％未

満の見込み 

かつ 

その３事業年度の各売上高が親会社の最近事業

年度の売上高※の１０％未満の見込み                      

（４９Ⅰ⑪ロ） 

 ⅲ）ⅰ）ⅱ）以外の場合 子会社の最近事業年度末の総資産の簿価が親会

社の最近事業年度末の純資産※の３０％未満の

見込み 

かつ 

子会社の最近事業年度の売上高が親会社の最近

事業年度の売上高※の１０％未満の見込み   

（４９Ⅰ⑪イ） 

(17) 固定資産の譲渡又は取得 

             （金商令２８③） 

 

 ⅰ）譲渡 最近事業年度末の譲渡固定資産の簿価が純資産

※の３０％未満              

（４９Ⅰ⑫イ） 

 ⅱ）取得 固定資産の取得価額が会社の最近事業年度末の

純資産※の３０％未満の見込み    

（４９Ⅰ⑫ロ） 

(18) 事業の全部又は一部の休止又は

廃止     （金商令２８④） 

休止又は廃止の予定日から３年以内に開始する

各事業年度の休止又は廃止による売上高の各減

少額※が最近事業年度の売上高※の１０％未満

の見込み             

（４９Ⅰ⑬） 

(19) 金融商品取引所に対する株券の

上場廃止に係る申請             

（金商令２８⑤） 

ナシ 

(20) 認可金融商品取引業協会に対す

る株券の登録の取消しに係る申

請      （金商令２８⑥） 

ナシ 

(21) 認可金融商品取引業協会に対す

る株券の取扱有価証券としての

指定の取消しに係る申請            

（金商令２８⑦） 

ナシ 

(22) 破産、再生又は更生手続開始の

申立て        （金商令２８⑧） 

ナシ 
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(23) 新たな事業の開始（新商品の販

売又は新たな役務の提供の企業

化を含む。） 

（金商令２８⑨） 

新事業の開始予定日から３年以内に開始する各

事業年度の新たな事業の開始による売上高の各

増加額※が最近事業年度の売上高※の１０％未

満の見込み 

かつ 

新事業のために特別に支出する額が最近事業年

度末の固定資産の簿価※の１０％未満の見込み                

（４９Ⅰ⑭） 

(24) 防戦買いの要請 

（金商令２８⑩） 

ナシ 

(25) 預金保険法７４条５項の申出 

（金商令２８⑪） 

ナシ 

 

 

2. 発生事実（法１６６Ⅱ②） 

上場会社等に次に掲げる事実が発生したこと（軽微基準に該当するものを除

く） 

 

 事実 軽微基準（取引府令） 

(1) 災害に起因する損害又は業務遂

行の過程で生じた損害 （②イ） 

損害の額が最近事業年度末の純資産※の３％未

満の見込み                     

（５０Ⅰ①） 

(2) 主要株主の異動     （②ロ） ナシ 

(3) 特定有価証券又は特定有価証券

に係るオプションの上場の廃止

又は登録の取消しの原因となる

事実               （②ハ） 

社債券、優先株のみの廃止・取消原因となる事実 

（５０Ⅰ②） 

(4) イ．財産権上の請求に係る訴え

の提起 

（金商令２８の２①） 

訴額が最近事業年度末の純資産※の１５％未満 

かつ 

直ちに全面敗訴した場合、提訴から３年以内に開

始する各事業年度の敗訴による売上高の各減少

額※が最近事業年度の売上高※の１０％未満の

見込み         

（５０Ⅰ③イ） 
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 ロ．財産権上の請求に係る訴え

についての判決等（訴訟の全

部若しくは一部の裁判によ

らない完結を含む） 

（金商令２８の２①） 

イの基準に該当する訴えに係る判決等又はイの

基準に該当しない訴えに係る訴訟の一部の完結

の場合で、判決等により会社の給付する財産の額

が最近事業年度末の純資産※の３％未満の見込

み 

かつ 

判決等から３年以内に開始する各事業年度の判

決等による売上高の各減少額※が最近事業年度

の売上高※の１０％未満の見込み                      

（５０Ⅰ③ロ） 

(5) イ．事業の差止めその他これに

準ずる処分を求める仮処分

命令の申立て    

（金商令２８の２②） 

仮処分命令が直ちに申立てのとおりに発せられ

た場合、申立てから３年以内に開始する各事業年

度の仮処分命令による売上高の各減少額※が最

近事業年度の売上高※の１０％未満の見込み   

（５０Ⅰ④イ） 

 ロ．イの申立てについての裁判

等（申立てに係る手続の全部

若しくは一部の裁判によら

ない完結を含む） 

（金商令２８の２②） 

裁判等から３年以内に開始する各事業年度の裁

判等による売上高の各減少額※が最近事業年度

の売上高※の１０％未満の見込み          

（５０Ⅰ④ロ） 

(6) 免許の取消し、事業の停止その

他これらに準ずる行政庁による

法令に基づく処分 

（金商令２８の２③） 

処分から３年以内に開始する各事業年度の処分

による売上高の各減少額※が最近事業年度の売

上高※の１０％未満の見込み                    

（５０Ⅰ⑤） 

(7) 親会社の異動      

（金商令２８の２④） 

ナシ 

(8) 債権者その他当該上場会社等以

外の者による破産手続開始の申

立て等（再生手続開始、更生手

続開始又は企業担保権実行の申

立て又は通告を含む） 

（金商令２８の２⑤） 

ナシ 

(9) 不渡り等（手形・小切手の不渡

り〔支払資金の不足によるもの

に限る〕又は取引停止処分）         

 （金商令２８の２⑥） 

ナシ 

(10) 親会社に係る破産手続開始の申

立て等  （金商令２８の２⑦） 

ナシ 
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(11) 債務者又は保証債務に係る主た

る債務者について不渡り等、破

産手続開始の申立て等その他こ

れらに準ずる事実が生じたこと

により、債務者に対する債権又

は主たる債務者に対する求償権

について債務の不履行のおそれ

が生じたこと 

（金商令２８の２⑧） 

債権又は求償権について債務不履行のおそれの

ある額が最近事業年度末の純資産※の３％未満

の見込み                    

（５０Ⅰ⑥） 

(12) 主要取引先との取引の停止 

（金商令２８の２⑨） 

取引停止から３年以内に開始する各事業年度の

取引の停止による売上高の各減少額※が最近事

業年度の売上高※の１０％未満の見込み                   

（５０Ⅰ⑦） 

(13) 債務の免除、第三者による債務

の引受け若しくは弁済       

（金商令２８の２⑩） 

免除・引受け・弁済の額が最近事業年度末の債務

総額※の１０％未満          

（５０Ⅰ⑧） 

(14) 資源の発見        

（金商令２８の２⑪） 

資源の採掘・採取の開始から３年以内に開始する

各事業年度の資源を利用する事業による売上高

の各増加額※が最近事業年度の売上高※の１

０％未満の見込み               

（５０Ⅰ⑨） 

(15) 特定有価証券又は特定有価証券

に係るオプションの取扱有価証

券としての指定の取消しの原因

となる事実 

（金商令２８の２⑫） 

優先株のみの取消原因となるもの   

（５０Ⅰ⑩） 

(16) 特別支配株主〔会社法１７９Ⅰ〕

が株式等売渡請求を行うことに

ついての決定をしたこと、公表

された当該決定に係る株式等売

渡請求を行わないことを決定し

たこと 

（金商令２８の２⑬） 

ナシ 

 

 

3. 決算情報（法１６６Ⅱ③） 

上場会社等の次の事項について、公表された直近の予想値（当該予想値がな

い場合は、公表された前事業年度の実績値）と、上場会社等が新たに算出した

予想値又は当事業年度の決算との差異が生じたこと（重要基準に該当するもの

に限る） 
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 事項 重要基準(取引府令) 

(1) 売上高 １０％以上の増減          

（５１①） 

(2) 経常利益 ３０％以上の増減◎  

かつ 

増減額が前事業年度末の純資産と資本金の額の

少なくない額の金額の５％以上    

（５１②） 

(3) 純利益 ３０％以上の増減◎ 

かつ 

増減額が前事業年度末の純資産と資本金の額の

少なくない額の金額の２．５％以上  

（５１③） 

(4) 剰余金配当 ２０％以上の増減 ◎             

（５１④） 

(5) 上場会社等の属する企業集団の

売上高 

１０％以上の増減               

（５１①） 

(6) 上場会社等の属する企業集団の

経常利益 

３０％以上の増減◎ 

かつ 

増減額が前事業年度末の純資産と資本金の額の

少なくない額の金額の５％以上    

（５１②） 

(7) 上場会社等の属する企業集団の

純利益 

３０％以上の増減◎ 

かつ 

増減額が前事業年度末の純資産と資本金の額の

少なくない額の金額の２．５％以上  

（５１③） 

 

 （注） 公表がされた直近の予想値又は当該予想値がない場合における公表が

された前事業年度の実績値が０の場合は、◎に該当する。 

 

 

4. バスケット条項（法１６６Ⅱ④） 

1 から 3 までに掲げる事実のほか、上場会社等の運営、業務又は財産に関す

る重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの 

 

 

5. 子会社の決定事実（法１６６Ⅱ⑤） 

上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関が子会社について次に掲げる

事項を行うことについての決定をしたこと、当該機関が公表された当該決定に

係る事項を行わないことを決定したこと（軽微基準に該当するものを除く） 



 

10 

 

 

 事項 軽微基準（取引府令） 

(1) 株式交換        （⑤イ） 企業集団の資産の増加額が企業集団の最近事業

年度末の純資産の３０％未満の見込み 

かつ 

企業集団の売上高の増加額が企業集団の最近事

業年度の売上高の１０％未満の見込み  

又は 

企業集団の資産の減少額が企業集団の最近事業

年度末の純資産の３０％未満の見込み 

かつ 

企業集団の売上高の減少額が企業集団の最近事

業年度の売上高の１０％未満の見込み                 

（５２Ⅰ①） 

(2) 株式移転        （⑤ロ） 同上              （５２Ⅰ②） 

(3) 合併          （⑤ハ）  

  企業集団の資産増加額が企業集団の最近事業年

度末の純資産の３０％未満の見込み 

かつ 

合併予定日の企業集団の事業年度及び翌事業年

度の合併による売上高の各増加額が企業集団の

最近事業年度の売上高の１０％未満の見込み                 

（５２Ⅰ③イ） 

  企業集団の資産の減少額が企業集団の最近事業

年度末の純資産の３０％未満の見込み 

かつ 

合併予定日の企業集団の事業年度及び翌事業年

度の合併による売上高の各減少額が企業集団の

最近事業年度の売上高の１０％未満の見込み                

（５２Ⅰ③ロ） 

(4) 会社の分割       （⑤ニ）  

 イ．営業の全部又は一部を承継

する場合 

企業集団の資産増加額が企業集団の最近事業年

度末の純資産の３０％未満の見込み 

かつ 

分割予定日の企業集団の事業年度及び翌事業年

度の分割による売上高の各増加額が企業集団の

最近事業年度の売上高の１０％未満の見込み                 

（５２Ⅰ④イ） 
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 ロ．営業の全部又は一部を承継

させる場合 

企業集団の資産の減少額が企業集団の最近事業

年度末の純資産の３０％未満の見込み 

かつ 

分割予定日の企業集団の事業年度及び翌事業年

度の分割による売上高の各減少額が企業集団の

最近事業年度の売上高の１０％未満の見込み                

（５２Ⅰ④ロ） 

(5) 事業の全部又は一部の譲渡又は

譲受け        （⑤ホ） 

 

 ⅰ）譲渡 企業集団の資産の減少額が企業集団の最近事業

年度末の純資産の３０％未満の見込み 

かつ 

譲渡予定日の企業集団の事業年度及び翌事業年

度の譲渡による売上高の各減少額が企業集団の

最近事業年度の売上高の１０％未満の見込み              

（５２Ⅰ⑤ロ） 

 ⅱ）譲受け 企業集団の資産増加額が企業集団の最近事業年

度末の純資産の３０％未満の見込み 

かつ 

譲受け予定日の企業集団の事業年度及び翌事業

年度の譲受けによる売上高の各増加額が企業集

団の最近事業年度の売上高の１０％未満の見込

み                 

（５２Ⅰ⑤イ） 

(6) 解散            （⑤ヘ） 企業集団の資産の減少額が企業集団の最近事業

年度末の純資産の３０％未満の見込み 

かつ 

解散予定日の企業集団の事業年度及び翌事業年

度の解散による売上高の各減少額が企業集団の

最近事業年度の売上高の１０％未満の見込み              

（５２Ⅰ⑤の２） 

(7) 新製品又は新技術の企業化      

（⑤ト） 

事業の開始予定日から３年以内に開始する各事

業年度の売上高の各増加額が企業集団の最近の

事業年度の売上高の１０％未満の見込み 

かつ 

新事業のために特別に支出する額が企業集団の

最近事業年度末の固定資産の簿価の１０％未満

の見込み                  

（５２Ⅰ⑥） 

(8) イ．業務上の提携      

（金商令２９①） 
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 ⅰ）資本提携を伴う場合 業務提携の予定日の企業集団の事業年度開始日

から３年以内に開始する各事業年度の業務上の

提携による企業集団の売上高の各増加額が企業

集団の最近事業年度の売上高の１０％未満の見

込み 

かつ 

相手方会社の株式・持分を新たに取得する場合

は、取得価額が企業集団の最近事業年度末の純資

産と資本金のいずれか少なくない額の１０％未

満の見込み、 

相手方に株式を新たに取得される場合は、株式の

取得価額が企業集団の最近事業年度末の純資産

と資本金のいずれか少なくない額の１０％未満

の見込み 

（５２Ⅰ⑦イ） 

 ⅱ）新会社設立の場合 業務提携の予定日の企業集団の事業年度開始日

から３年以内に開始する各事業年度の業務上の

提携による企業集団の売上高の各増加額が企業

集団の最近事業年度の売上高の１０％未満の見

込み 

かつ 

新会社の設立の予定日から３年以内に開始する

各事業年度末の新会社の総資産の各簿価に出資

比率を掛けたものがいずれも企業集団の最近事

業年度末の純資産の３０％未満の見込み、かつ、

その３年以内に開始する各事業年度の新会社の

各売上高に出資比率を掛けたものがいずれも最

近事業年度の企業集団の売上高の１０％未満の

見込み         

（５２Ⅰ⑦イ） 

 ⅲ）ⅰ）ⅱ）以外の場合 業務提携の予定日の企業集団の事業年度開始日

から３年以内に開始する各事業年度の業務上の

提携による企業集団の売上高の各増加額が最近

事業年度の売上高の１０％未満の見込み     

（５２Ⅰ⑦イ） 

ロ．業務上の提携の解消 

（金商令２９①） 
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 ⅰ）資本提携の解消を伴う場合 業務提携の解消の予定日の企業集団の事業年度

開始日から３年以内に開始する各事業年度の業

務上の提携の解消による企業集団の売上高の各

減少額が企業集団の最近事業年度の売上高の１

０％未満の見込み 

かつ 

相手方会社の株式・持分を取得している場合は、

その簿価が企業集団の最近事業年度末の純資産

と資本金のいずれか少なくない額の１０％未満、 

相手方に株式を取得されている場合は、株式の取

得価額が企業集団の最近事業年度末の純資産額

と資本金のいずれか少なくない額の１０％未満 

       （５２Ⅰ⑦ロ） 

 ⅱ）新会社設立を伴う業務上の

提携を解消する場合 

業務提携の解消の予定日の企業集団の事業年度

開始日から３年以内に開始する各事業年度の業

務上の提携の解消による企業集団の売上高の各

減少額が企業集団の最近事業年度の売上高の１

０％未満の見込み 

かつ 

新会社の最近事業年度末の総資産の簿価に出資

比率を掛けたものが企業集団の最近事業年度末

の純資産の３０％未満、かつ、新会社の最近事業

年度の売上高に出資比率を掛けたものが企業集

団の最近事業年度の売上高の１０％未満 

（５２Ⅰ⑦ロ） 

 ⅲ）ⅰ）ⅱ）以外の場合 業務提携の解消の予定日の企業集団の事業年度

開始日から３年以内に開始する各事業年度の業

務上の提携の解消による企業集団の売上高の各

減少額が企業集団の最近事業年度の売上高の１

０％未満の見込み       （５２Ⅰ⑦ロ） 

(9) 孫会社の異動を伴う株式又は持

分の譲渡又は取得               

（金商令２９②） 

 

 ⅰ）孫会社を設立する場合 孫会社設立の予定日から３年以内に開始する各

事業年度末の孫会社総資産の各簿価が企業集団

の最近事業年度末の純資産の３０％未満の見込

み 

かつ 

その３年以内に開始する各事業年度の各売上高

が企業集団の最近事業年度の売上高の１０％未

満の見込み                      

（５２Ⅰ⑧ロ） 
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 ⅱ）ⅰ）以外の場合 孫会社の最近事業年度末の総資産の簿価が企業

集団の最近事業年度末の純資産の３０％未満 

かつ 

孫会社の最近事業年度の売上高が企業集団の最

近事業年度の売上高の１０％未満の見込み          

（５２Ⅰ⑧イ） 

(10) 固定資産の譲渡又は取得 

（金商令２９③） 

譲渡又は取得による企業集団の資産の増減額が

企業集団の最近事業年度末の純資産の３０％未

満の見込み           （５２Ⅰ⑨） 

(11) 事業の全部又は一部の休止又は

廃止     （金商令２９④） 

休止又は廃止の予定日から３年以内に開始する

各事業年度の休止又は廃止による企業集団の売

上高の各減少額が企業集団の最近事業年度の売

上高の１０％未満の見込み         

（５２Ⅰ⑩） 

(12) 破産、再生又は更生手続開始の

申立て    （金商令２９⑤） 

ナシ 

(13) 新たな事業の開始      

（金商令２９⑥） 

事業の開始予定日から３年以内に開始する各事

業年度の新たな事業の開始による企業集団の売

上高の各増加額が企業集団の最近事業年度の売

上高の１０％未満の見込み 

かつ 

新事業のために特別に支出する額が企業集団の

最近事業年度末の固定資産の簿価の１０％未満

の見込み                （５２Ⅰ⑪） 

(14) 預金保険法７４条５項の申出 

（金商令２９⑦） 

ナシ 

(15) 連動子会社の剰余金配当 

（金商令２９⑧） 

トラッキングストック以外の特定有価証券の売

買等を行う場合             （５２Ⅰ⑫） 

 

 

6. 子会社の発生事実（法１６６Ⅱ⑥） 

上場会社等の子会社に次に掲げる事実が発生したこと（軽微基準に該当する

ものを除く） 

 

 事実 軽微基準（取引府令） 

(1) 災害に起因する損害又は業務遂

行の過程で生じた損害 （⑥イ） 

損害の額が企業集団の最近事業年度末の純資産

の３％未満の見込み       （５３Ⅰ①） 
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(2) イ．財産権上の請求に係る訴え

の提起 

（金商令２９の２①） 

訴額が企業集団の最近事業年度末の純資産の１

５％未満であり 

かつ 

直ちに全面敗訴した場合、提訴から３年以内に開

始する各事業年度の敗訴による企業集団の売上

高の各減少額が企業集団の最近事業年度の売上

高の１０％未満の見込み   

（５３Ⅰ②イ） 

 ロ．財産権上の請求に係る訴え

についての判決等（訴訟の全

部若しくは一部の裁判によ

らない完結を含む） 

（金商令２９の２①） 

イの基準に該当する訴えに係る判決等又はイの

基準に該当しない訴えに係る訴訟の一部の完結

の場合で、判決等により当該子会社の給付する財

産の額が企業集団の最近事業年度末の純資産の

３％未満の見込みであり 

かつ 

判決等から３年以内に開始する各事業年度の判

決等による企業集団の売上高の各減少額が企業

集団の最近事業年度の売上高の１０％未満の見

込み             

（５３Ⅰ②ロ） 

(3) イ．事業の差止めその他これに

準ずる処分を求める仮処分

命令の申立て 

（金商令２９の２②） 

仮処分命令が直ちに申立てのとおりに発せられ

た場合、申立てから３年以内に開始する各事業年

度の仮処分命令による企業集団の売上高の各減

少額が企業集団の最近事業年度の売上高の１

０％未満の見込み              

（５３Ⅰ③イ） 

 ロ．イの申立てについての裁判

等（申立てに係る手続の全部

若しくは一部の裁判によら

ない完結を含む） 

（金商令２９の２②） 

裁判等から３年以内に開始する各事業年度の裁

判等による企業集団の売上高の各減少額が企業

集団の最近事業年度の売上高の１０％未満の見

込み                    

（５３Ⅰ③ロ） 

(4) 免許の取消し、事業の停止その

他これらに準ずる行政庁による

法令に基づく処分 

（金商令２９の２③） 

処分から３年以内に開始する各事業年度の処分

による企業集団の売上高の各減少額が企業集団

の最近事業年度の売上高の１０％未満の見込み                  

（５３Ⅰ④） 

(5) 債権者その他当該子会社以外の

者による破産手続開始の申立て

等    （金商令２９の２④） 

ナシ 

(6) 不渡り等 （金商令２９の２⑤） ナシ 

(7) 孫会社に係る破産手続開始の申

立て等  （金商令２９の２⑥） 

ナシ 
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(8) 債務者又は保証債務に係る主た

る債務者について不渡り等、破

産手続開始の申立て等その他こ

れらに準ずる事実が生じたこと

により、債務者に対する債権又

は主たる債務者に対する求償権

について債務の不履行のおそれ

が生じたこと 

（金商令２９の２⑦） 

債権又は求償権について債務不履行のおそれの

ある額が企業集団の最近事業年度末の純資産の

３％未満の見込み                 （５３Ⅰ⑤） 

(9) 主要取引先との取引の停止 

（金商令２９の２⑧） 

取引停止から３年以内に開始する各事業年度の

取引の停止による企業集団の売上高の各減少額

が企業集団の最近事業年度の売上高の１０％未

満の見込み             

（５３Ⅰ⑥） 

(10) 債務の免除、第三者による債務

の引受け若しくは弁済         

（金商令２９の２⑨） 

免除・引受け・弁済の額が企業集団の最近事業年

度末の債務総額の１０％未満   （５３Ⅰ⑦） 

(11) 資源の発見  

（金商令２９の２⑩） 

資源の採掘・採取の開始から３年以内に開始する

各事業年度の資源を利用する事業による企業集

団の売上高の各増加額が企業集団の最近事業年

度の売上高の１０％未満の見込み 

      （５３Ⅰ⑧） 

 

 

7. 子会社の決算情報（法１６６Ⅱ⑦） 

上場会社等の子会社の次の事項について、公表された直近の予想値（当該予

想値がない場合は、公表された前事業年度の実績値）と、当該子会社が新たに

算出した予想値又は当事業年度の決算との差異が生じたこと（重要基準に該当

するものに限る） 

 

 事項 重要基準(取引府令) 

(1) 売上高 １０％以上の増減          （５５Ⅱ①） 

(2) 経常利益 ３０％以上の増減◎  

かつ 

増減額が前事業年度末の子会社の純資産と資本

金の額の少なくない額の金額の５％以上          

（５５Ⅱ②） 

(3) 純利益 ３０％以上の増減◎  

かつ 

増減額が前事業年度末の子会社の純資産と資本

金の額の少なくない額の金額の２．５％以上          

（５５Ⅱ③） 
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（注） 7 の子会社は、取引府令５５条１項により、その子会社が上場会社等

（金商令２７条の２）又は連動子会社にあたる場合に限られる。ただし、

連動子会社の決算情報が重要事実となるのは、トラッキングストックの

売買等を行う場合に限る（取引府令５５Ⅰ）。 

公表がされた直近の予想値又は当該予想値がない場合における公表が

された前事業年度の実績値が０の場合は、◎に該当する。 

 

 

8. 子会社のバスケット条項（法１６６Ⅱ⑧） 

 5 から 7 までに掲げる事実のほか、上場会社等の子会社の運営、業務又は財

産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの 

 

以上 


